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1　はじめに

　米国では、従来から連邦政府主体による食品安全確保のための取り組みがなさ

れており、具体的には、食品安全に関係する政府機関である農務省（USDA）、

保健福祉省（DH：HS）等、多くの機関が従来規則の見直し及びHACCP等の新た

な規則を制定・所管している。また、食品安全に関わる各連邦政府機関は、国際

機関との意見交換及びCodex委員会等に参画することにより国際間の協調に努

めている。さらに、これらの連邦政府機関は、利害関係者等との会議を開き、規

則や規定について議論し、関係者の意見及び提案等が反映された新しい規定の作

成を通じて、産業界と良好な関係を築くことに努めている。加えて、これらの連

邦政府機関では、食品事故の発生に対応すると共に、農場から食卓までの食品連

鎖を通して安全な食品の取り扱い方法等を確立するため、各種のプログラムを用

意しており、消費者団体や食品業界、産業団体及び多くの政府機関との相互協力

を働きかけている。

　一方で、2001年9月11目に発生した同時多発テロ、その後の炭疽菌事件を契

機として米国では食品安全確保に注目が集まることとなり、その後、食品施設の

登録・輸入の際の事前通知等の義務付け、国土安全保障省の新設による動植物の

輸入検疫を含む国境での監視の統一・強化等、米国政府の食品安全確保に向けた

取り組みが強化された。米国政府は、それ以前にも1998年に食品の安全性に関

する大統領諮問委員会を設置し、現行の連邦政府の組織のあり方及び従来の規則

の見直し等による食品行政の一本化の提言を92001年に公表しているが、食品安

全確保に関する政府の食品危機管理体制等については、行政組織間の相互連携及

び省庁間権限の整合性の欠如等の問題点が指摘されている。

　米国では、2000年以降、病原大腸菌0157、リステリア菌等による食品事故が

多発し、2003年12月には米国内でのBS：E発生に至る結果となった。そのため、

食品事故を減少させ、食品の安全を確保することが行政上の重要な課題となって

いる。

　なお、本事業は、内閣府食品安全委員会事務局からの委託事業として実施して

おり、米国の食品危機管理体制と併せて食品事故発生時の対処事例についても調

査を実施した。
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皿　米国の食品危機管理における制度及び役割

第1章　米国の食品安全確保における制度概要

　米国の食品安全制度は、連邦及び各州の法律により支えられており、これらの

法律は科学的視点に基づいて堅固かつ柔軟に制定されている。同時に食品を製造

する企業は安全な食晶を製造する義務を課せられている。食品及び食晶製造設備

の規制について、連邦・州・地方政府は相互補完的な関係を形成している。長年

に渡る食品安全に関する法律の施行及び制度の実施により、米国民は自国の食晶

に対して高いレベルでの信頼を置いている。

　米国の連邦政府機関の内、原則として、食品関連の消費者保護に関する責任を

有するのは、保健福祉省（DHHS〉傘下の食品医薬品局（FDA）、農務省（USDA）

傘下の食品安全検査局（FSIS）と動植物検査局（APH：IS）、環境保護庁（EPA）

である。

　FDAは、FSISが管轄する食品以外で市場に出回っている粗悪かつ安全でない

食品又は偽りのあるラベルを貼られた食品から消費者を保護する責任がある。

　FSISは、食肉、家禽製品、卵製品が安全かつ新鮮で正しいラベルが表示され

ることを保証する義務があり、APH：ISは、動物と植物を害虫と疾病から守る義

務がある。

　EPAは、農薬等が招く危害から公共衛生及び自然環境を保護し、より安全な

害虫駆除の推進に対して責任がある。

　さらに、FDA、FSIS、APH：IS、EPAは、それぞれ既存の食品安全及び環境保

護に関する法律を用いて、バイオテクノロジーによって生み出された植物、動物、

食品等についても規制を実施している。

　その他、上記の連邦政府機関による食品安全規制を支援する連邦政府機関とし

ては、保健福祉省（DHHS）傘下の疾病管理予防センター（CDC）と国立衛生

研究所（NIH）、農務省（USDA）傘下の農業研究局（ARS）、食品安全規格委員

会米国事務所（the　U．S．Codex　Of覧ce）、商務省管轄の海洋漁業局（NMFS）等

があり、それぞれの調査、教育、防止、監視、基準設定及び突発的な事故への対

処等の業務を実施する際に、食品安全に関する責任を有している。
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第2章　米国の食品安全確保に関係する法制度概要

　米匿では、立法、司法、行政の三権が食晶の安全な供給を確保するための役割

をそれぞれ担っている。連邦議会は食品の安全な供給を確保する法律を作り、国

家レベルでの保護を行い、行政機関はその法律の実施に関して責任を持ち、連邦

政府公報を通して連邦規則を公布する。なお、公布に関する情報はインターネッ

ト上で入手可能である。

　米国の食品安全に関係する制度の特徴は、権限の分散と科学的視点に基づいた

意思決定にある5連邦議会によって制定された食品安全に関する法律・規則は、

規制を実施する機関に幅広い権限を与える一方、規制活動に一定の制限を加えて

いる。特定の目的を達成するため、連邦議会は食品安全に関する法律・規則を立．

案し、規制を実施する機関は特定のガイダンスや措置を与えるため、それらの法

律・規則を規制へと発展させる。新たな技術、製品、健康危害等に対処せねばな

らない場合、規制を実施する機関は権限委譲により新しい法律を制定することな

く規制を改正・修正をすることが可能である。規制の改正・修正に関しては、管

理部門及び技術部門で柔軟に行うことが可能となっており、規制を実施する機関

は最新の科学手法と分析技術を維持することができる。

　また、市民を安全でない食品によりもたらされる健康被害から守るため、米国

の食品安全に関する基準（プログラム）はリスクを重視している。さらに、この

プログラムに関する決定は、常に科学的視点に基づいたものであることからリス

ク分析を伴っている。リスク分析の内、リスク評価は直面する問題の大きさを理

解する上で役立つものであり、規制実施機関がリスク管理を行う上で適切な対応

を決定する助けとなっている。

1　米国の法制度概要

　米国は連邦制を採用しており、連邦政府と50の州政府が存在する。特定の分

野（国際条約等の締結、特許権等）については連邦政府が独占管轄権を有してい

る。その他、多くの一般的分野では各州が独自の行政・司法・立法権を有してい

る。また、州政府と連邦政府の双方に関係する分野（環境保護等〉もある。米国

では、合衆国憲法により立法権、司法権、行政権は明確に区別されており、連邦

政府・州政府共に、立法、司法、行政の三権を分離させた組織を採用している。

　・　立法権：連邦議会及び各州の議会（Legislative　Branch）

　・　司法権：連邦裁判所及び各州の州裁判所（Judicial　Branch〉

　・　行政権1連邦行政府及び各州の行政府（Executive　Branch）

『
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　また、米国法は以下の①～④で構成されるが、そのうち食品安全に関係する記

載がされているのは②と③である。

①
②
③
④

連邦・州の憲法

連邦・州の制定法

連邦・州の行政庁による規則、決定

連邦・州の裁判所による判決

　なお、『米国の法体系は目本と異なっている。連邦・州の法律及び規則の定義に

ついての概略は次のとおりである。

2　連邦法及び規則の定義

2－1連邦制定法（FederalStatute）

　連邦議会は法を制定する権利を有し、合衆国憲法第1条8項で議会が立法

権を有する分野を定義している。連邦議会により制定された法律は、連邦・州

のあらゆる裁判所に対して強制的な位置付けとなっている。また、合衆国憲法

以外の法律に対して優先的に扱われる。

2・2　連邦行政庁による規則・決定

　連邦行政庁は連邦議会によって設立され、その多くの省庁で連邦制定法の施

行を目的とした規則を発行している。

〔例：食品医薬品局（FDA）は、連邦食品医薬品法（Federal　Food　and　DrugAct）

（現、連邦食品医薬品化粧品法（Federal　Food，Drug　and　Cosmetic　Act））の

施行を目的として連邦議会によって設立〕
一
な
お
、

連邦行政庁による規則は、裁判所に対して強制的な位置付けを有し、

連邦憲法、連邦制定法を除くその他の法律に対して優先的に扱われる。

2・3　連邦法及び規則の種類

　①連邦法律集（U．S．C．：UnitedStatesCode）

　　連邦法律集には、制定順法律集（Stat．：United　States　Statutes　at：Large）

　と現行法律集（U．S．C．：United　States　Code）の2つがあり、通常、連邦法

　律集と言う場合は、現行法律集のことを指す。

　　制定順法律集は、連邦議会において制定された、1789年以降の法律をその

　会期（制定）順に収録した1米国政府印刷局（GPO：Govemment　Printing

　Of配e〉刊の法律集である。但し、刊行が非常に遅いため、最近の法令を捜

　す際には、民間版の制定順法律集（U．S．Code　Cong．＆Ad．News：U．S．Code
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Congressional　Admini＄tで＆tive　News（West　Group社刊〉）を確認する必要

、がある。

　現行法律集は、合衆国憲法（U．S．C．S．：Constitutionofthe　United　States）

及び連邦議会が制定した法律（Stat．）を編纂したもので、米国の全分野の

現行法律を系統的に編集した．GPO刊の法律集である。制定法は50の編

　（Title）で構成され、さらに章・条・項に分かれている。また、U．S．C．の新

版は6年毎に発行され、各議会の会期終了後に発行される補足版の内容を

反映している。

　連邦法律集のコード形式（The　United　Stated　Code　Serviceの文献番号）

は、タイトル番号一U．S．C．一セクション番号となっており、例として、21U．S．C．

301と引用されていた場合、U．S．C．Title21，S6ction301（第21編第301

条〉を意味する。他には、民間版の現行法律集（U．S．CA：UnitedStatesCode

Annotated（West　Group社刊））があり、各条毎に詳細な判例等の注が付け

られている以外はGPO版の現行法律集と同じである。重た、GPO及び下院

の各ホームページでは連邦法律集を閲覧することが可能である。

②　制定順連邦規則集（連邦政府公報）（FR：Federal　Register）

　大統領の命令・布告及び連邦政府機関の規則は、制定順連邦規則集（FR）

（GPO刊）で公示、される。

　FRに公示を義務付けられているものは、以下のとおりである。

大統領文書：布告（Proclamations）、行政命令（Execut蝉e　Orders）

連邦政府機関規則（Rules　and　Regulations）、

規則案（ProposedRules、聴聞会の告知を含む）

告示（Notices）

会議公開法（Notices　of　Sunshine　Act　Meeting）に基づく会議の告知

　FRへの掲載は、例として、40巻の14000ぺ一ジ以下に掲載されている

記事の場合、40FR14000と引用される。また、GPOのホームページでは、

1995年以降のFRを閲覧することが可能である（キーワード検索も可能）。

③連邦規則集（CFR：CodeofFedera1Reg耳1ations）

　連邦規則集（CFR）は、FRで公示された連邦政府機関の規則を政府機関

別に編纂した規則集（GPO刊）である。連邦法律の施行規則は全てCFRに

集大成されている。また、CFRはタイトル1～50（1CFR～50CFR）に分

かれており毎年刊行されている。Lなお、GPOのホームページではCFRを

閲覧することが可能である（キーワード又は規則番号による検索が可能）。
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3　州法及び規則の定義

3・1　州制定法・（State　Statute）

　各州には立法機関があり、連邦議会が特定分野における立法機能を有するの

に対し、州の立法機関はあらゆる分野において法を制定することができる。州

の制定法は、連邦制定法等のより権威のある法律と対立しない限りにおいて当

該州における全ての裁判所に対して強制的な法律となる。なお、その州の制定

法は他の州においては効力を持たない。

3・2　州行政庁による規則・決定

　各州の行政庁は、当該州の立法機関によって設立されるか、’あるいは当該州

の憲法によって定義される場合がある。一部の行政機関は州知事管轄の一機関

として機能し、その他は州制定法の施行を目的とした規則を発行する。州行政

庁による規則は、州制定法等のより権威のある法律と対立しない限り、当該州

における裁判所に対して強制的な位置付けを有する。なお、その州の行政規則

や決議は他の州においては効力を持たない。

3－3　州法及び規則の種類

　米国の各州は、州の法律を法典に編纂した法律集及び行政規則集等を刊行し

ている。また、大半の州は、インターネット上で現行法律・制定法律・行政規

則等を公開している。

　なお、1789年以降の各州の法律を制定順に集めた法律集（Session　Laws　of

AmericanStatesanαTerritories）等も刊行されている。

4　食品安全確保に関係する主な法律等

　米国の食品安全に関する規制を実施する権限を与える主な法律・規則は以下の

とおりとなっている。個々の法律・規則の概要については、次章の各連邦政府機

関の所で説明する。
　　　　　　　　　　　　　　気
　・　連邦食晶医薬品化粧品法

　　　（FFDCA：Federal　Food，Drug　and　Cosmetic　Act）

　・　公衆衛生事業法

　　　（PHSA：：Public　H：ealth　Service　Act〉

　・　連邦食肉検査法

　　　（FMIA　l　Federal　Meat　Inspection　Act）
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・　連邦家禽製品検査法

　　（PPIA：Poultry　Products　InspectionAct）

・　連邦卵製品検査法

　　（EPIA：Egg　Products　Inspection　Act）

・　連邦殺虫剤殺菌剤殺鼠剤法

　　（FI：FRA：Fed．eral　Ins6cticide，Fungicid．e　and　Rodenticide　Act）

・　食品品質保護法

　　（FQPA　l　Food　Quality　Protection　Act）

・　2002年公衆衛生安全保障バイオテロリズム法（バイオテロ対策法）

　　（Public　Health　Security　an（1Bioterorism　Prep＆redness　and　Response

　Act　of2002）

第3章　米国の食品安全確保に関係する連邦政府機関

1　保健福祉省（DHHS：Department　ofHealth　andHuman　Services）

1・1食品医薬品局（FDA：Food　and　Drug　Administration）

　食品医薬品局（FDA）は、保健福祉省（：DHHS）に設置された12機関の内

の一機関であり、食品、医薬品、医療機器、、化粧品等の効能及び安全性を確保

し、消費者の健康を保護する目的で食品事業者が行った安全性試験の検証、製

品の検査・検疫、安全を確保するための規制、調査研究を行う。

　FDAは、組織的にはDl丑IS傘下の一機関であるが、独立した行政機関とし

て食品・医薬品・化粧品に関する立法、執行等について行政権限を有している。

また、1991年以降、FDA長官は連邦議会の承認が必要な閣僚並みの位置付け

とされている。現在、FDAは約9，000人の職員を擁し、そのうち約2，100人

が科学者で、米国内の研究所又は規制の作成や監視・指導等の作業を実施する

行政官としてそれぞれ配置されている。

　FDAは、以下の法律に基づき業務を実施している。

　・　連邦食品医薬品化粧品法

　　　（FFDCA：Federal　Food，Drug　and　Cosmetic　Act）

　FDAでは、連邦食品医薬品化粧品法（F：FDCA〉に基づき、食品、飼料、動

物用医薬品、添加物（食品添加物、色素添加物）の安全性及び有効性の評価・

認可、動物用医薬品及び飼料添加物の使用方法、休薬期間、食品（食肉）中の

残留基準を設定すると共に、使用状況の継続的なモニタリング、新たな情報に
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よる認可の再検討、微生物汚染等の衛生基準及び製造規範等の設定、製品表示

及び包装の規制、Food　Code等の各種ガイドラインの作成、製晶及び製造・保

管施設の検査及び検査結果に基づく自主回収（リコ｝ル）の勧告友び監視等を

行っている。また、飼育過程にある屠畜用の家畜の検査も行う。

　さらに、これらの一FDAの施策は全て施行規則として定められ、連邦規則集

タイトル21（21CFR）に収載されている。このうち、食晶に関する規則は、Part1

～199に、動物用医薬品や飼料・飼料添加物に関する規則は、Part500～599

に記載されている。

　FDAの食品の安全確保における監視範囲は次のとおりである。

　・　州間で取引され販売される国産及び輸入食品全て（食肉、家禽製品・卵

　　製品を除く）

　・　ボトル入り飲料水

　・　アルコール成分7％未満のワイン飲料

FI）Aの具体的な食品の安全確保における役割は以下のとおりである。

・　食品製造施設や食品の保管施設を検査し、物理的、化学的及び細菌によ

　る汚染がないかどうかについて検体を収去し分析する。

・　市場に出す前の食品の食品添加物と着色料の安全性を確認する。

・　動物用医薬品について、投与される動物の安全性とその動物から製造さ

　れる食品を消費する人間への安全性を確認する（但し、生物製剤は農務省

　（USDA）管轄）。

・　食品製造向けの動物に使用する動物飼料の安全性を監視する。

・　モデルコード、法令、ガイドライン、解説書を作成し、牛乳や貝類・甲

　殻類、食品小売り施設（レストラン、食料雑貨店等）を規制するため、州

　機関と協力して規制を実施する。モデルヌー一ドの例としてFood　Codeが

　あり、これは小売店や老人ホーム等の施設向けに、食品媒介疾病を防止す

　る調理方法の参考例等を記載したものである。

・
、

GMP（優良食品製造規範）並びにその他の製造基準（例：施設の衛生

　管理、包装資材の要件）、HACCP（危害分析重要管理点）方式を確立す

　る。

・　外国政府と協力し、特定の輸入食品の安全性を確立する。

・　安全でない食品の回収をメーカーに要請し、それらの回収の実施状況を

　監視する。

・　適切な法の施行のために行政措置をとる。

・　食品の安全性に関する調査を行う。

・　安全な食品の取り扱い方法について、業界や消費者の教育を行う。・
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〆

①食晶安全応用栄養センター
　　（CFSAN：Cen㌻er　fbr　Food　Saf6ty　and　Apわ1ied　Nutrition）

　食品安全応用栄養センター（CFSAN）’は、FDAを構成するr6つのセンタ

ー及び2つの事務所の内の一機関であり、食品・化粧品の安全性及び適正

な表示を確保し、消費者の健康を保護する・目的で、添加物、汚染物質、バイ

オテクノロジー関連食品のリスク評価を行うと共にそれらの食晶及び化粧品

の危害要因や表示についての規制等を行っている。

②動物用医薬品センター
　　（CVM：Center　fbr　Veterinary　Med．i¢ine）

　動物用医薬品センター（CVM）は、FDAを構成する6つのセンター及び2

つの事務所の内の一機関であり、動物用医薬品、飼料・飼料添加物の安全性

と有効性を評価、認可する権限を持ち、動物用医薬品の使用許可、適正な使

用方法及び食肉中への残留基準等を定めている。さらに、基準等を設定する

だけでなく、これらの動物用医薬品、飼料・飼料添加物の製造、輸入曳輸送、

貯蔵、販売を監視している。なお、動物用医薬品の内、ワクチン等の生物製

剤は農務省（USDA）の所管となっている。　　　　　　　　、　　　一

　また竃CFSA：NとCVMは食晶安全に関して主要な予防プログラムを管理

している。FDAの規制実施部門である規制実施事務所（0岱ce　ofRegula事ory

雌airs）は全国各所のFDA支局内にあり、当該事務所の検査官、薬事監視

指導官、実験室の職員及びその他の職員は、食品危害の防止・対応等に関し

て重要な役割を果たしている。

1・2　疾病管理予防センター

　　（CDC：Center　fbr　Disease　Cont：rol　and．Prevention）

　疾病管理予防センター（CDC）は、DHHSに設置された12機関の内の一機

関であり、12のセン・ター、研究所及び事務局で構成されている。CDCは、疫

病の防止・制御を図ることによる健康な生活の促進を目的として、健康や安全

性について信頼できる情報の提供、州政府や民間企業等との連携強化、公衆衛

生上の緊急事態に対する対応を行っている。現在、CDCは約8，500人の職員

を擁し、公衆衛生に特化した170の部門にそれぞれ配置されている。

　CDCは、以下の法律に基づき業務を実施している。

　・　公衆衛生事業法（：PHSA：Public　HealthServiceAct〉

CDCは、公衆衛生事業法（PHSA）に基づき、食品の安全性に関する公衆
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衛生活動に従事しており、食品媒介疾病の監視、疾病の発生を発見・監視する

ための新たな疾病検査手法の開発、地方（市・郡）機関・州機関・連邦政府機

関で取り扱った疾病の原因を特定し、監視能力の向上・強化等の活動を行って

いる。

　CDCの食品の安全確保における監視範囲は全ての食品を対象としており、・

また、具体的な食品の安全確保における役割は以下のとおりである。

　・　地方（市・郡）機関、州機関、連邦政府機関の職員と共に、食品媒介疾

　　病の集団発生状況を調査する。

　・　食品媒介疾病を監視する全国的システム（FoodNet〉を維持する。また、

　　食品媒介の感染症を報告する迅速な電子システム（PulseNet、EFORS等）

　　を設計・設置する。

　・　他の州機関及び連邦政府機関と協力し、食品媒介疾病の集団発生の傾向

　　を監視する。

　・　食品媒介の病原体を迅速に識別する最先端技術を地方（市・郡）及び州

　　レベルで開発する。

　・　食品媒介疾病を防止するため、公衆衛生政策を新たに確立し実施する。

　・　食品媒介疾病を防止するための研究を行う。1

　・　地方（市・郡）機関、州機関の食品衛生担当職員の教育訓練を行う。

1－3　国立衛生研究所（MH：Nation＆1、lnstitutes　ofRealth）

　国立衛生研究所（MH）は、保健福祉省（DHHS）に設置された12機関の

内の一っであり、27の研究所で構成されている。MHは、食品の安全性に関

する調査研究の実施に重要な役割を果たしている。

　食品の安全確保に関係する研究所及び主な研究課題は以下のとおりである。

　①　国立環境健康科学研究所

　　　（NIEHS：NationaHnstitute　ofEnvironmental　Health　Sciences）

　　・　狂牛病、殺虫剤（農薬）、ワイン中の亜硫酸塩等

　②　国立ガン研究所（NCI：National　Cancer　Institute）

　　・　調理済みの肉中の複素環アミン

　③　国立糖尿病・消化器病・腎臓病研究所

　　　（NIDDK：National　Institute　of　Diabetes　and　Digestive　and　Ki面ey

　　Diseases）

　　・　バクデリア及び食品媒介疾病

　特に、国立環境健康科学研究所（NIEH：S）では、上記①の研究課題の他、

環境と病気の関連性を解明することにより、環境に由来する病気を削減する目
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的で、鉛、水銀、アスベスト等の化学物質や農薬等の危害要因の削減方法、細

胞レベルでの病気の原因究明についての調査研究を実施している。　　　・

2　農務省（USDA　l　United　States　Department　ofAgliculture）

2・1食品安全検査局（：FSIS：Food　Sa蹴y　and　Inspection　Service〉r

　食品安全検査局（FSIS〉は、農務省（USDA）に設置された19の部局の内

の一機関であり、公衆衛生を担当する部局として、食肉、家禽製品、卵製品の

安全性や適正な表示を確保するため、これらの検査及び加工工場の安全性基準

の設定、リスク評価、食品安全教育等、安全性確保に関する業務を行っている。

　具体的には、生産段階で家畜の病気の検査、農薬及び動物用医薬品等の残留

検査を実施し、食肉等製品の表示、包装等の規制を定め、安全な製品を消費者

に提供するために生産者を監視・指導する一方、消費者が食肉等製品を適切に

扱うことができるよう、消費者教育、消費者相談等を通じて普及啓発する役割

を担っている。

FSISは、以下の法律に基づき検査業務を実施している。

・　連邦食肉検査法（FMIA：FederalMeat　InspectionAct）

・　連邦家禽製品検査法（PPIA：Poultry　Products　InspectionAct〉

・　連邦卵製品検査法（EPIA：EggProducts　InspectionAct〉

　連邦食肉検査法（FMIA）、連邦家禽製品検査法（PPIA）、連邦卵製品検査

法（EPIA〉は、米国内で消費される製品又は輸出される製品にかかわらず、

米国内で処理される全ての食肉等の製品に適用される。また、動物用医薬品、

農薬等の化学物質に関しては、FDA及び環境保護庁（EPA）溝設定した残留

基準や適正な使用方法について、生産者が厳守しているか否かを最前線で検査

するのがFSISの役目である。このためFSISは、本部をワシントンDCに、

地方本部をカリフォルニア、アイオワ、テキサス、アトランタ、フィラデルフ

ィアの5ヶ所に設置し、さらに26ヶ所の地方事務所と188の巡回検査事務所

を設けており、約8，000人いるFSISの検査官を全米約6，400の食肉処理場等

に配置している。一方、残留検査等を行うための大規模な検査センターをジョ

ージア、ミズーリ、カリフォルニアの3州に設置し、’全米から集められた食

肉等製品のサンプルを集中的かつ厳格に検査している。

　このような化学物質の検査は、主に残留物質検査制度（NRP：National

Residue　Program）一に従って毎年計画的に実施されている。また、微生物学的

な衛生対策についてもFSISが所管している。FSISは、食品媒介疾病の警戒
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と予防の目的で病原菌低減化プログラム、危害分析重要管理点（HACCP）方

式の義務化、食肉の取り扱い表示の導入等、近年積極的な動きをみせており、

今後の食品安全の脅威に関しては、FSISはこれらの脅威に適切に対処し、公

衆衛生を完全に守ることができるとしている。

　なお、これらのUSDAにおける施策は、全て施行規則として定められ、連

邦規則集タイトル9（9CFR）に収載されている。このうち、FSISに関する規

則は、Part300～599に記載されている。・

2・2　動植物検査局（APH：IS　l　Animal　and　Plant　Health　Inspection　Service）

　動植物検査局（APHIS）は、農務省（USDA）に設置された19の部局の内
の一機関である。APHISの主な役割は、動物と植物を害虫及び疾病から守る

ことであり、具体的には、病気や病原体に対処する畜産業を保護するため、輸

入時における検疫業務、研究及びデータの二一ズを特定しそれらの調整を行う。

2・3農業研究局（ARS：Agricultural　Research　Service）

　農業研究局（ARS）は、USDAにおいて食晶の安全性の研究等を始め、幅

広い研究を実施している。ARSにおける研究は、22の全国プログラムにより

構成されている。これらの全国プログラムは、ARSでの研究の妥当性、影響

力及び質に主眼を置いており、・ARSによって実行される1，200を越える研究

プロジェクトに調整、情報伝達及び権限付与する役目を有する。

　また、食品安全プログラムの使命は、食品供給が消費者にとって安全で、食

品と原材料が外国と国内の規定する必要条件を満たすことを保証する手段を提

供することである。本プログラムの研究要素としては、病原微生物、残留化学

物質、マイコトキシン、有毒植物等が含まれる。

　現在、ARSは約8，100人の職員を擁し、そのうち約2，100人の科学者が、米

国及び数ヶ国に点在する100の研究所に酉己置され、22の全国プログラムに含

まれる1，200以上の研究プロジェクトを実施している。

　ARSは、以下の法律に基づき業務を実施している。

　・、農務省基本法（Department　ofAgricult皿e　OrganicAct）

　・　研究・マーケティング法（Research　andMarketingAct）

　・　全国農業研究普及教育政策法

　　　（National　Agricult皿al　Research，Extension，and，Teaching　Policy　Act）

ARSの具体的な食品の安全確保における役割は以下のとおりである。

・　病害虫と病気から作物と家畜を保護する。

・　農産物の品質と安全性を改良する。
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・　幼年から老年までの人々のため、最も良い栄養摂取方法を決定する。

・　農業者と加工業者のために収益性を確実にすると共に、消費者のために

価格を低く抑える。

・　他の連邦機関に対して研究支援を行う。

2・4　その他農務省の機関

　①農業マーケティング局（AMS：Agricult皿a1MarketingService）

　　農業マーケ’ティング局（AMS）はUSDAに設置された19の部局の内の

　一機関であり、規格基準を策定し、乳製品、果実、野菜、家畜、食肉、家禽

　製品、卵製品の格付けを行っている。

　　また、A琿Sは、1991年以降、農薬データプログラム（PDP：Pesticide　Data

　Program）により、米国における様々な農作物・加工食品の残留農薬の検査

　を行っている。PDPでは最新の検査技術塗駆使して生鮮、加工果物、野菜、

　穀物、牛乳、牛肉、鶏肉等の残留農薬検査を行っており、2001年には飲料

　水の検査を開始している。PDPは、EPA、FDAの食品安全性確保対策の一

　端を担っており、AMSではその他、取引を促進するためのプログラムを幅

　広く整備・実施している。これらのプログラムは、農業マーケディング協定

　法（Agricultural　Marketing　Agreement　Act）、農業マーケティング法

　（Agricult皿al　Marketihg　Act）、連邦卵製品検査法（EPIA）、食品品質保護

　法（FQpA）、連邦種子法（Federal　Seed　Act）等を含む50以上の法律に基

　づき実施されている。

②穀物検査食肉流通局
　　（GIPSA：Grain　Inspection，Packers　and　Stoc：kyards　Administration）

　穀物検査食肉流通局（GIPSA）は、USDAに設置された19の部局の内の

一機関であり、穀物や他の産品の品質基準を策定し、売買を促進するための

全国的な検査シネテムを提供している。

　GIPSAは、食品安全に対して何ら制度上の責任を有していないが、連邦

食品医薬品化粧品法（FFDCA〉、穀物基準法（U．S．Grain　Standards　Act）、

農業市場法（Agricultural　Marketing　Act）に照らし合わせ、FDAに対し、

問題があると考えられる穀物、米、豆類あるいは食品について報告をしてい

る。
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3　環境保護庁（：EPA：EnvironmentalProtectionAgency）

　環境保護庁（EPA）は、連邦政府にある15の省とは別に設置された独立機関

の一っである。国民の健康と自然環境を保護する目的で規制を設定する他、州政

府の環境保護事業への補助、調査研究、環境保護に取り組む企業等へ補助等を行

う。食品安全確保の関連では、米国内で販売及び流通する全ての農薬を規制し、・

牧場や飼料作物等に使用される農薬の登録及び適正な使用方法、食品及び動物飼

料中への残留農薬基準、微生物に蘭する規制、飲料水の安全性の基準を設定し、

所管している。

　以前は、農薬の登録は農務省（USDA）、食品中への残留農薬基準の設定は食

品医薬品局（FDA）に分担されていたが、1970年にEPAが設立されたのを機に、

それぞれの省庁からEPAに権能が委譲され、農薬に関しては登録から残留基準

の設定、監視まで一貫してEPAが所管することとなった。

　EPAで主に食品安全に関係する部門は以下の①～③となっている。

　①　農薬プログラム部門（OPP：Of覧ce　ofPesticide　Programs）

　　農薬の登録や残留基準の設定作業は、農薬プログラム部門（OPP）が担当

　しており、農薬の製造・輸入者による申請を受け、農薬（構成物質）の安全性

　評価と有用性評価を行い、食品への残留基準を設定すると共に、1設定した残留・

・基準が守られるように適正な使用方法を定めう。新規に製造・輸入・販売が承

　認された農薬や変更された基準等については、確定する前に全て連邦政府公報

　（FR）に掲載され、パブリックコメントを受け付けた後に正式に告示される。

②　汚染防止農薬有害物質局

　　（OPPTS：OfEce　of　Prevention，Pestici（les　and　Toxic　Substances）

　環境化学物質のリスク評価や規制等は汚染防止農薬有害物質局（OPPTS）

が担当しており、農薬の使用実態の調査やその他の環境化学物質（内分泌撹乱

物質、鉛中毒）等による環境汚染状況の調査及び予防を実施している。

③　研究開発部門（ORD：The　OfEce　ofResearch　and　Development）

　研究開発部門（ORD）は、EPAにおいて人の健康及び環境の両方を保護す

るため、汚染を防ぎ、人間の健康を保護し危険を縮小するための研究を実施し

ている。ORDにおける重点研究対象は、空気、飲料水、生態系評価及び回復、

地球変動、人の健康保護、水の品質、汚染予防及び新技術、内分泌撹乱物質で

ある。
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EPAは、以下の法律に基づき業務を実施している。

・　連邦殺虫剤殺菌剤殺鼠剤法

　　（FIFRA。：：Federal　Insecticide，Fungicid，e　and　Rodenticidle　Act）

・　連邦食品医薬品化粧品法、

　　（FFDCA：Federal　Food，Drug　and　Cosmetic　Act）

・　食品品質保護法

　　（FQpA：Food　Qua，1ity　Protection　Act）

　連邦殺虫剤殺菌剤殺鼠剤法（FIFRA）は、米国で使用される農薬の規定、販

売、流通及び使用に関して、その基準を規定している。FI：FRAは、指定された

用途で使用される農薬の検査、再検討及び登録に関する権限をEPAに与えてい

る。また、EPAは登録済み農薬の使用が開始された後に作成された資料が、当

該農薬の継続使用により不合理なリスクを引き起こすと指摘した場合、使用の一

時停止や登録の取り消しを行う権限を有する。

　FIFRAの概要は以下のとおりである。

　・　製品を承認する法律であるため、農薬製品は、製造、一輸送、販売が行われ

　　る前に、必ずEPAの認可登録を取得していなければならない。

　・　農薬のリスクと利点（benefit）に基づいた登録基準である。

　・　農薬に関するデータ提出を要請する強制力があり、要請命令（Ca11・ins）

　　を発行する権限を有する。

　・　農薬の使用全般について、表示から梱包、合成及び廃棄処分に至るまでの

　　規制ができる。

　・　登録済み製品で、登録されていない用途での使用を期間限定で認める応急

　　的免除規定がある。

　・　審査工程の抗議、審判機能等により、製品登録を一時停止又は取り消しで

　　きる。

　連邦食品医薬品化粧品法（FFDCA）は、食品又は動物飼料に使用される農薬

の最大残留値、つまり残留農薬基準値（MRL：Maximum　Residue　Limits）をEPA

が設定するごとを認めている。

　FFDCAの概要は以下のとおりである。

　幼児及び子供を保護するために、EPAに対し強い権限を与えている。

　食品や飼料に残留する農薬の最大許容量を設定する権限を与えている。

　MRLが設定されない又は免除された農薬を規定する権限を与えている。

　MRLの設定又は免除された農薬を規定する際に要する手続きを定める規

則がある。
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・　食晶に使用される農薬は、登録が認可される前にMRL及びMRL設定の

免除が決定されていなくてはならない。

・　MRLは、第一に健康に基づいた基準、すなわちr人や環境に危害を及ぼ

さないと無理なく予測できる確実性」で設定することとされている。

・　MRL設定に際しては、その農薬の経済的な利益は考慮せず、安全性の基

準が必ず優先される。

・　食品の残留農薬の量は、FDA（青果物及び魚介類）、USDA（食肉、乳製

品、家禽製品、卵製品、養殖された食品〉によって監視される。

　食晶品質保護法（FQPA）は、加工食品及び未加工食品に関して同一の基準を

作成するため、1996年にFIFRA及びF：FDCAを改訂し、農薬の使用に関してさ

らに安全性を強化した基準として設定された。FQPAの内容は、FFDCAの残留

農薬等に係る条文であり、通常FQPAという独立した法律として扱われること

が多い。

　FQPAの概要は以下のとおりである。

　・　FIFRA及びFFDCAを改訂し、：EPAの農薬規制方法を大きく改正した。

　・　FFDCAに基づいた単一の安全基準がEPAにぷり確立された。これは（い

　　くつかの例外を伴う）リスク／利益基準とは異なる。

　・　農薬の評価は、食事、飲料水、生活上（居住地域等〉の曝露量を総計して

　　実施されなくてはならない。

　・　MRLを評価する際、EPAは累積される影響や関連する農薬中の一般的な

　　毒素形態、環境ホルモンに影響を与える可能性、組み込むべき適切な安全係

　　数を考慮しなくてはならない。

　・　幼児及び子供を保護するために特別な確認事項を要請する。

　・　農薬データベース内の信頼できる情報がそれを縮小又は削除することがで

　　きると示唆しない限り、さらに幼児及び子供を保護するために10倍の安全

　　係数を組み込まなくてはならない。

　・　MRL再評価プログラムが制定され、その体制が整ったことを受け、EPA

　　は1996年8月現在までの10年間機能してきた全ての農薬のMRLの見直し

　　をしなくてはならない。『

　・　当該農薬の主たる用途以外の使用に関するプログラムを要請し、その使用

　　により生じる、特別に考慮すべき事項を規定している。．

　・　所定の期間内に、抗菌作用の調査を要請する。・

　・　EPAは15年毎に登録されている全ての農薬のMRLを定期的に再評価し

　　なければならない。

　・　応急的免除規定（FIFRA　Section18）に基づいて、農薬の使用による残留
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許容量の設定を要請した。

　FIFRAと：FFDCAは連動しており、農薬の残留基準が抹消されると自動的に

農薬の登録も抹消される。また、EPAでは農薬の使用状況やその他の化学物質

による汚染状況も監視している。

　また、FFDCAの下に食品中の農薬のMRLをEPAが設定しており、設定され

たMRLは米国内で生産された食品だけでなく海外から輸入される食品にも適用

される。このため、米国内でMR：Lが設定されていない食品や食品中』のMR：Lが

米国内の設定基準よりも高い場合は、その食品を米国内の市場に流通させること

はできない。

　さらに、EPAでは現在、既登録農薬の再評価を実施しているが、1996年の

FFDCAの改正で、改正の際に安全性の再評価と新しいMRLを設定するだけで

はなく、既存のMRLが今目の安全基準を満たしているか否かについて全て確認

することとなった。この時点で既存のMRLは約10，000あり、これ，らの見直し

期間として10年間がEPAに与えられ、2006年までには見直し作業を終了させ

なければならない。2003年末時点で約7，000のMRLの見直しが終わっている。

　また、MRLはEPAが設定したものが全国で使用され、各州ではMRLの設定

はしない。これは、各州で基準を設定するとその州で生産された食品を他の州で

販売することが非常に困難になるからである。

　なお、登録された農薬の内容、適正使用基準、残留基準等は全て施行規則とし

て定められ、連邦規則集タイトル40（40CFR）に収載されている。このうち、

農薬に関する規則は、Part150～189に記載されている。

　EPAの具体的な食品の安全確保における役割は以下のとおりである。

　・　新規に開発された農薬の安全性と有効性を評価し、農薬の登録（登録後15

　　年で再評価実施）、製造・輸入・販売の承認と適正な使用方法・基準を設定

　　する。

　・一食品等への農薬の残留基準を設定（その監視及び実行はFDAとFSISで

　　実施）すると共に、安全な農薬使用に関する指導書を作成する。

　・　農薬の使用状況の監視と指導

　・　農場の土壌、家畜や人の飲料水への環境汚染物質の侵入を防止するため、

　有害物質や廃棄物を規制・監規（ボトルドウオrターについてはFDAで実．

　施）する。

　・　安全な飲料水基準を設定する。

　・　州の水質監視を支援し、飲料水汚染の防止方法を検討する。
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4　国土安全保障省（DHS：Department　ofHomeland　Security）

　国±：安全保障省（DHS）は、2003年1月に創設された、国境、領海、運輸に

関連する連邦の主要な安全保障業務を網羅する機関である。

　従来、沿岸警備隊（Coast　Guard）、国境警備隊（the　Border　Patro1）、税関局

（the　Customs　Service）、移民局（lmmigration　of且cials）、交通安全局（the

Transportation　Security　Administration）、連邦緊急時管理庁（t五e　Federal

Emergency　M＆nagement　Agency）等が別々に担当してきた国土安全保障業務を

一手に担うため、DB：Sには以下の業務を行う部局が設置されている。

国境及び運輸の安全保障

情報分析及びインフラ（社会資本）の保護

化学・生物・核兵器テロヘの対策

緊急事態への準備と対応

　このうち、食品安全に関係する部局は、税関国境警備局（CBP：U．S．Customs

andBord．erProtection）である。

　CBPは、米国の入国管理を行う唯一の政府機関であり、従来、海岸警備、税

関、移民帰化局、国境警備、農務省動植物検査局、運輸安全局等が実施していた

各種業務を行う。CBPは、食品医薬品局（FDA〉及び食品安全応用栄養センタ

」（CFSA：N）が実施する食品の安全性に関する業務を支援しており、FDAはCBP

と協力して．、より効果的に検査の対象を絞り、輸入食品の安全性を確保すること

ができる。

　CBPの食品の安全確保における監視範囲は輸入食品を対象としており、また、

具体的な食品の安全確保における役割は以下のとおりである。

　・　各連邦機関と協力し、米国に持ち込まれる又は米国から持ち出される全て

　　の商品について米国の法律及び規則に従っていることを検査、確認する。

　さらに、2003年12月にDHSは、食品を対象としたテロ攻撃への対処法を研

究する国土安全センター（｝lomeland　Security　Centers）を2ヶ所設立する計画

を発表した。これは大学を主体としたもので、合計3，300万ドルの資金をかけ、3

年問に渡って食品に対するテロの予防、検出、対応及び回復の研究を実施する。

一方のセンターでは収穫後の食品を対象とし、食品の追跡調査、汚染食品の検出、

汚染物質を除去する方法等を研究する。他方のセンターでは動物を対象とし、疾

患や病原体を解明して、その検出方法及び対応方法を開発する。
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DHSは、以下の法律に基づき業務を実施している。

・　連邦国土安全保障法（耳SA：宜omeland　Sec皿ityAct）
・
・
2
0
0 2年公衆御生安全保障バイオテロリぢム対策法（バイオテロ対策法）．

　　（Public　Health　Sec皿ity　and　Biote皿brism　Prep＆redness　and　Response

　　，Act　of2002）

　米国では、近年のバイオテロヘの対応について、CDCにバイオテロ対策部門

が1998年に設置されていたが、2001年9月に発生した同時多発テロ、その後

の炭疽菌事件を受け、バイオテロリズムや他の公衆衛生上の緊急時に対応する目

的で2002年6月に搏イオテロ対策法が策定され、2003年12月に施行された。

　この法律は以下の5タイトルから構成され、米国で流通するほとんど全ての

食品に適用される。

　・　タイトル1：バイオテロリズム艮びその他国民の健康に及ぼす非常事態に

　　　　　　　　対する国家的対策

タイトル■：危険な生物兵器及び毒物兵器への対策強化

タイトル皿：食品医薬供給における安全保障

タイトルW：飲料水の安全保障

タイトルV：その他一

　このうち、食品関係の規定についてはタイトル皿のサブタイトルAのセクシ

ョン（Section〉301～315に記載されており、Section303：製品の留置処分、

Section305：食品施設の登録、Section306：施設の記録の整備及び保持、Sectio皿

307：食品輸入の事前通知、が食品産業に最も関係する部分である。

　バイオテロ対策法では、上記のタイトル皿の中でFDAに対し、関連取り締ま

り規則の制定を義務付けており、以下の4規則が発表されている。なお、（）

内は連邦規則集（CFR）の標記に従っている。

　①　食品関連施設登録（21CFR　Part1，Subpart　H）

　②　食品輸入の事前通知（21CFR：Part1，Subpartl）

　③　記録の整備及び保持（21CFR　Part1，Subpart　J）

④行政による留置（21CFRPart1，Subpart：K）

　これらの規則は、輸入食品の監視及び検査の対象をより効果的に絞ると共に意

図的又は偶発的な食品の汚染に関与した食品加工業者及びその他の施設を迅速に

特定・通告可能にする目的で定められている。

　本規則の概要は次ぺ一ジのとおりである。
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①
、 食晶関連施設登録（21CFRPart1，SubpartHア

　2003年12月12目以降、米国向けに人あるいは動物が消費する食品を製造、

加工、包装、保管する米国内及び外国の食品施設の責任者である所有者、経営

者又は代理人が、登録者が事業を行っている各施設の名称と住所及び登録者が

事業に使用している全ての商標名に関する情報及び当該施設が生産する特定の

種類の食品に関する情報を提供することを義務付けている。外国の施設の場合

は、当該施設の米国代理人の名称も登録しなければならない。来国内の施設に

ついても、当該施設からの食品が州間通商の対象となるか否かにかかわらず、

登録をしなけれぱならない。また米国内の施設は、緊急連絡先に関する情報を

提供することを義務付けられる。

　特定の例外を除き、この登録義務はFDAが規制する食品の製造、加工、包

装又は保管を行う全ての施設に適用される。これには、家畜飼料、栄養補助食

品、乳幼児用ミルク、飲料（アルコール飲料を含む）、食晶添加物が含まれる。

　なお、個人の住宅、特定の食品輸送用車両、食品接触物質及び殺虫剤の製造

施設、農場、レストラン、その他の小売り食品施設、食品が調理されたり、あ

るいは直接消費者に提供される非営利食品施設、非加工漁船、米国農務省専管

施設（肉、家禽肉用の屠殺場等）は、登録義務の適用対象外となっている。ま

た、外国の施設からの食品が、米国へ輸出される前に、他の施設でさらに加工

又は包装される場合も、登録義務が免除される。

　登録は、インターネット又は書面で郵便、FAXでも提出することが可能で

ある。CD・ROMに保存して郵送しても良い。インターネットによるオンラィ

ン登録については、何時でも世界中のどこからでも受け付けることが可能とな

っており、登録費用は無料である。

　以上の措置により、FDAは初めて国内及び外国の食品施設の完全な登録名

簿を持つことになり、FDAは意図的又は偶肇的な食品の汚染が発生した場合

に影響を受けた食品加工業者及びその他の施設を迅速に特定し、捜し出すこと

が可能となる。2003年10月に発表されたプレスリリースによれば、FDAは
この規制の下で約42万施設が登録すると予想している。

②食品輸入の事前通知（21CFRPart1，Subpartl）

　2003年12，月12目以降に輸入される又は輸入用とされる、人あるいは動物

が消費する食品の輸送について、食品輸入業者がFDAに事前通告を行うこと

を義務付けるものである。

　事餉通告規則の下で、輸入食品の事前通告は、当該食品の到着の5目前以

降、以下の期限までに、FDAにより電子的に受領及び確認されなければなら

ないと定められている。
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・　トラック輸送の場合、到着の2時問前まで．

・　航空又は鉄道輸送の場合、到着の4時間前まで

・　水路による輸送の場合、到着の8時間前まで一

　国際郵便による輸送の場合は、荷物が郵送される前に通告を行う必要があり、

また、この新規則の対象となる食晶を個人が携行その他の手段で運搬する場合

には、運搬の手段により2時間、4時間又は8時間前の事前通告が必要と定め

られている。また、該当食品がFDAの審査を受けるためには、事前通告の受

領確認書を添付しなければならない。

　本規制の時問枠は、FDAが他の省庁と協力して、事前通告の所要時間を大

幅に短縮し、不要なコストの最小化を目指していることから、2003年に発表

された規則案では、輸入業者が米国に輸送する食品については、輸送手段にか

’かわらず到着前目の正午までに通告が必要と定められていた。

　現行規則の事前通告期限は上記のとおりとなっているが、今後FDA及び

CBPによる国境管理活動調整の効率化計画の一環として、さらに短縮される

可能性もある。

　以上の措置によ吟、FDAは特定の輸送食品が、米国の通関港に到着する時

間及び積み荷の内容について事前に知ることが可能となる。さらに、ごれらの

事前情報により、FDAはCBPと協力して、より効果的に検査の対象を絞り、

輸入食品の安全性を確保することが可能である。2003年10月に発表されたプ

レスリリースによれば、：FDAは、到着する貨物について1目約2．5万件の通

告を受け取ると予想している。

③　記録の整備及び保持（21CFRPart1，SubpartJ）

　本規則は、食品の製造、販売、輸送等について、原材料から最終製品までの

流れを明らかにし、万一の場合に備えトレースバック（遡及追求）できること

を目的としている。

　登録施設では、食品に関する記録、すなわち原材料の供給から最終製品の販

売先等、食品の流れを追跡するために予め記録を作成・保管し、FDAが請求

する際は迅速に提供できることと定められており、当該食品のトレーサビリテ

ィを確保するためのものと言える己本規則の適用を受けるのは、製造、包装、

保管施設等で、米国内では輸送業者についても適用される。なお、農場、養殖

場、小売店、飲食店等及び米国農務省管轄の食品については適用対象外となっ

ている。

　記録事項は、原材料等の供給元についての情報、供給された食品の情報、輸

送業者に関する情報、最終製品供給先の情報となっているが、記録様式は規定
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されておらず、1必要な情報を網羅していれば良いことになっている。

　本規則による記録保管は、通常2年、生鮮食品では1年と定められており、

FDAによる記録の提出請求に対しては、通常4時間以内、最大8時間以内に

対応しなければならないと定められている。

④行政による留置（21CFRPart1，Subp＆rtK）

　従来からFDAは、食品の入国時に通知や登録の不備があったり、内容が疑

わしい場合はそれを拒否して留置できる権限を有していたが、バイオテロ対策

法に基づき、これらの権限をさらに強化し、主に生鮮品を対象にした迅速な処

理について細則を定めている。

　行政措置として、FDAは登録や書類の不備、検査時にその食品が人間又は

動物に深刻な脅威をもたらすと判断された場合、留置命令により港や隔離施設

内に当該食品を留置できると共に、魅最大30目間まで留置する権限が認められ

ている。

　以上の規則は、バイオテロ対策法に基づき、2003年12月12日に発効して

おり、規制の導入が効率的に、かつ混乱を最小限に抑えながら行われるように

するため、FDAは実施後、事前通告規則の施行に関して幅広い裁量権を行使

しているようである。FDAとCBPは、規制の遵守方法について輸入業者を指

導するとともに、事業者団体や外国政府と協力して全ての輸入業者が新規則に

ついて十分な情報を得るよう措置を行っている。

　バイオテロ対策法に基づく規則の内、食品輸入の事前通知に関する規則につ

いては、この規則に基づいた米国政府への登録がされていない施設にて製造さ

れた食品、米国政府に対する事前通告が行われていない食品を含む小包等は匁

米国に到着後、差し止められる可能性がある等、米国だけに留まらず大きな影

響を及ぼすことが想定されている。

　以上の詳細についてはFDAホームページ内のバイオテロ対策法
（http：／／www．lda．gov！oc／bioterrorismlbioact．html）に関する記述を参照下さい。

また、（社）日本缶詰協会では、対米輸出食品に適用される新たな規制に対応

するため、バイオテロ対策法に係る各種情報を提供すると共に、事業者向けの

施設登録等のサポートを行っている。これらの詳細については、同協会ホーム

ページ内のFDAバイオテロ対策規則（http：〃wwwjca・can．orjp／～fdainfb／）に

関する記述を参照下さい。
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5　その他連邦政府機関

5・1財務省（Department　ofTreas皿y〉

　財務省傘下の機関で食品安全に関係する部局は、酒類タバコ火器局（B皿eau

ofAlcoho1，Tob段cco，Fir6arms　and　Explosives）である。

　酒類タバコ火器局は、以下の法律に基づき、酒類の製造1利用、流通を管理、

監督している。

　・　連邦酒類管理法（Federa1AlcoholAdministrationA¢t）

　・　内国歳入法（lntemal　Revenue　Code）

　酒類タバコ火器局の食品の安全確保における監視範囲は、酒類（アルコール

成分7％未満のワイン飲料を除く〉を対象としており、また、酒類タバコ火

器局の具体的な食品の安全確保における役割は以下のとおりである。

　・　酒類の製造・流通を管理する

　・　密造アルコール製品の事例調査（FDAによる支援がある場合がある）

5・2　商務省（Depart；nent　ofCommerce）

　商務省傘下の機関で食品安全に関係する部局は、海洋漁業局（NM：FS：

Nationa1MarineFisheriesService）である。

　NMFSは、以下の法律に基づき、自主的に水産食品の安全性と品質の検査

プログラムを実施している。さらに、魚介類を原料とした動物飼料及びペット

フードと同様、消費者向けの魚介類製品についても検査及び認証サービスを提

供している。

　・　農業マーケティング法（Agricnlt皿alMarketingAct）

　・　魚類野生生物法（Fish　andWildlifb　Act）

NMFSの具体的な食品の安全確保における役割は以下のとおりである。

・　魚介類検査プログラムを通じて、漁船、水産加工工場、小売店施設等を

　検査、認定する。

5・3連邦取引委員会（FederalTrade　Commission）

　連邦取引委員会は、不公平もしくは詐欺行為等を禁止している以下の法律に

基づき、全ての食品について、不正表示等を通じて消費者に誤った情報が提供．

されることを防止する。

　・　連邦取引委員会法（FederalTrade　CommissionAct）
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　連邦取引委員会の具体的な食品の安全確保における役割は以下のとおりであ

る。

　・　詐欺及び根拠のない広告を含む、不公平又は詐欺、不正行為めある活動

　　から消費者を保護するための様々な法律を施行する。

5・4　司法省（U．S．DepartmentofJustice）

　司法省は、全ての食品について食品の安全確保における監視を行っており、

具体的な食品の安全確保における役割は以下のとおりである。

　・　食品の安全性に関する法律に違反する疑いのある企業や個人を起訴す

　　る。

　・　連邦保安サービスを通じ、市場に出る前の安全でない食品を、裁判所命

　　令により押収する。
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第4章　米国の食品安全確保に関係する州政府機関等

1　州及び地方（市・『郡）政府（State　and：Local　Govemments）

　輸入食品又は州を超えて取引される食品についての食品衛生行政上の権限は連

邦政府にあるが、州内で生産・加工・流通・消費が完結される食品については州

政府の権限が及ぶ。食品小売店、飲食店、酪農農場、牛乳工場等は地方政府の検

査を受ける。また、各州政府の衛生部門及び農業部門は、一般に州法の範囲内で

食品関連の責務を負っている。

①　衛生部門（DepartmentsofRealth）

　州政府の衛生部門（省、部）は、多くの場合、レストラン及び牛乳製造施設・

に対する検査（地方（市・郡）政府により実施された検査を除く）の監督責任

がある。

②農業部門（DepartmentsofAgricult皿e〉

　州政府の農業部門（省、部）は、州内で流通する全ての食品（州外で販売さ

れる食品も含む）の製造工程をFDAとUSDA合同で検査する。検査は通常、

州毎に実施するが、州により対応は異なり、食肉と家禽製品の検査については

USDAに委託する州もある。委託先の食品安全検査局（FSIS）は、連邦法に

沿って検査を実施し、検査で除外された食品については流通しない措置を講じ

ている。

　米国の各州は、州独自の検査プログラムに基づき検査を行うが、一般的に州の

食品衛生行政は連邦行政をモデルに構築されている。なお、州の検査プログラム

はFSIS等の連邦政府組織からの監督、財政支援を受けている。

　州及び地方（市・郡）政府の傘品の安全確保における監視範囲は管轄内の全て

の食品を対象としており、また、具体的な食品の安全確保における役割は以下の

とおりである。

　・　FDA及びその他の連邦政府機関と協力し、州内で製造された魚介類・水

　産加工食品、牛乳等の食品安全基準を施行する。

　・　管轄地域内のレストラン、食料雑貨店、他の食品小売り施設並びに酪農業

　や牛乳加工工場、穀物製粉所、食品製造工場を立ち入り検査する。

　・　州内で製造・流通された安全でない食品の流通・販売を禁止する。
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2　食晶事故発生時の各州及び地方（市・郡）政府の対応状況

　食品事故発生時の確認、調査や事故の抑制を実施するには、公衆衛生に関する・

広範な専門的知識及び各国の政府機関・部門、米国内の各政府（連邦、州、地方）

機関の横断的な連携を要求される。一方、個々の食品安全についての責任の所在

を知ることは、州問で異なる公衆衛生機関の組織が障害となり、時として困難と

なる。

　米国内の州及び地域の公衆衛生機関を代表する国立の非営利組織である州及び

地域保健部局協会（ASTRO：the　Association　of　State　and　Territorial　Health

O茄cials）では、食品安全に関する問題に対応するため、米国内15州を取り上

げ、各州における食品の安全確保に関する各機関の連携体制について調査を実施

しており、その結果を紹介する。この調査の詳細については、AST且Oホームペ

ージ（http：〃www．ast：ho加g1templates！display」pub．php？pubjd＝946）で参照可能

である。

　各州における食品の安全確保に関する連携体制の細かな違いを理解することに

より、次の①～③に対応し、実施することが可能である。

　①　連邦、各州問、．州内の食品事故発生中の連携及び国家の食品供給を確保す

　　るための取り組みに対する支援活動。

　②　これらの州の公的保健機関の役割と責任が食品媒介疾病の予防と抑制に関

　　連していることを州の新しい保健関係者に理解させるための支援活動。

　③　様々な州の公的保健機関の食品安全に関する問題への組織的な取り組み方

　　法を示し、画期的な計画と行動を支援する。

　ASTH：0は、今回の包括的な調査を実施するため、米国内の15州（コロラド、

ジョージア、アイダホ、インディアナ、ケンタッキー、メイン、メリーランド、．

ミシガン、ニューハンプシャー、ニューヨーク、ノースカロライナ、オレゴン、

ロードアイランド、サウ』スカロライナ、・ワシントン）を特定した（図1）。

　これらの州は、地理的な多様性に加えて、公衆衛生機関の組織及び対応計画が

異なっており、さらに「組織的な食品事故の抑制対策」を異なる複数の公衆衛生

機関間で実施している州を選定している。

　各州における食品の安全確保に関する連携体制は、次の4種類に大別される。

　・　中央集権的な組織管理：地方の衛生部門は、州当局の下で直接的に機能し、

　　州の保健機関又は保健委員会により運営される（例：メイン、ロードアイラ

　　ンド、サウスカロライナ）

　・．分権的な組織管理：地方政府は、保健委員会の有無にかかわらず、地方の

　　衛生部門を直接的に運営する（例：コロラド、アイダホ、インディアナ、ミ
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シガン、ニューヨーク、ノースカロライナ、オレゴン、，ワシントン）

・　中央集権及び分権が混在した組織管理：地方の公衆衛生機関は州の公衆衛

生機関、、地方政府の部課～保健委員会又は他の管轄下にある健康部門により

提供される（例：ニューハンプシャー）

・　共有的な組織管理：地方の衛生部門は州の公衆衛生当局の下にあり、地方

政府及び保健委員会と同等の立場である（例：ジョージア、ケンタッキー、

メリーランド）
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ノ1擁團画囲圖匡国『・ll▽
　　　　　　目㌃1蜘顯嫌鋤購調曙鱗Q騨啄
　　　　　1櫨幽一’晦醗譲興麟珠驚1鱗、
　　　　　、♪c◇圃・，』軸細き籔蹴纏』．
　　　　　　1■墜麟醸ξ糊、

　　　　　　　図1　州公衆衛生機関の組織管理の分類

（ASTHOホームページ（紅ttp：〃www．astho．org／pubs／FS＿WritterLAnalysis．pdf）より引用）

　また、州内の様々な公衆衛生機関は、それぞれの州を特徴付けている。例えば2

つの州（コロラド、サウスカロライナ）では、衛生及び環境保護を一体化した機

関を有しているが、その他の州では、環境保護機能をいくつかの機関で分担して

いる。さらに、いくつかの州では、食品事故の発生を防止し、対応するための公

衆衛生機関を含む食品安全又は消費者保護の部門を有している。

　各州の保健機関（State　Hea王th　Agencies）のリストは次ぺ一ジ以降に掲載して

いる。また、食品事故発生時における各州の灯応状況は31～60ぺ一ジのとお

り（ASTH：Oホームページ（http：〃www．astho．org／pubs／FS＿State＿Ma掘ces。Pαf）より引用・翻訳）。
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' 7 ~ /~~i'l'[/~l~:~~~~;~~T~t~~~ (Alabama Department of Public Health) 

htt p ://www . adph.org/ 

. 7 ~ ~~ fa 'J'I'[ ~i~~~~~~~)~i (Health and Social Services, State of Alaska) 

htt p ://health.hss.state .ak.us/ 

' 7 ) )7~~l'l'l~~;~~j~; (Arizona Department of Health Services) 

htt p ://www.hs . state . az.us/ 

' 7 ~･ ~ y )/ -')'1'1~i~~:~~i' (Arkansas Department of Health) 

http ://www.healthyarkansas.com/ 

' ;~ ) 7 ;~ /~ :: 7 ,J'I'l ~:~~;j~' ( California Department of Health Services) 

htt p ://www . dhs.ca. gov/ 

( Colorado Department of Public Health and Environment) 

htt p ://www.cd phe . state .co.us/cdphehom.as p 

' ~r ~･ ~;~ ~/ h 'J'I'[/:I~:~~~~~;~*~~r~~t~~: (Connecticut Department of Public Health) 

http ://www.dph.state .ct.us/ 

' 7 ~z ~ ~,J'hl~~;~~'~~: (Florida Department of Health) 

htt p ://www . doh.state.fl.us/ 

. ~> ~l - ~>7,J'I'l/~~;~¥~~i~~~~~13 (Georgia Division of Public Health) 

http ://www. ph. dhr.state .ga.us/ 

' /~ ~7 ~ ,i,1'1~~~~;~~j' (Hawaii Department of Health) 

http ://www . hawaii.gov/health/ 

. 7 ~ ~ ~~')'1~I~~;~i~~~;~ih~~i' (Idaho Depa:rtment of Health and Welfare) 

http ://www2 . state .id.us/dhw/index.htm 

' ~ ) / ~ ,j'l'[/~~:¥.~~~i~*~r~'~~~~~ (Illinois Department of Public Health) 

htt p ://www.idph. state.il.us/home .htm 

. ~ ~~ 4 7 ~')'j'l~~~~;~~~ (Indiana State Department of Health) 

http ://www.in.gov/isdh/ 

. 7 4 ;~ 7 ,J'I'l /cl~:~~:~~~~~~ (Iowa Department of Public Health) 

http ://wwrv.id ph.state .ia.us/ 

' ~ ~/~~;~ 'J'I'f~i~~~;~~~~~--'~~:~~~~~: (Kansas Department of Health and Environment) 

http ://www.kdhe . state . ks . us/ 

' ir: ~/ ~~ ~/ ~ -,),i'l ~~ ~;~~~i~~~;~~' (Kentucky Cabinet for Health Services) 

http ://chs.ky.gov/ 

' /~ ~ ~~ 7 ~,),1'1 ~:~~ ~~~~~:' (Louisiana Department of Health an.d Hospitals) 

htt p ://www . dhh.state . Ia.us/ 
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・　メイン州保健事務局（Maine　Bureau　ofH：ealth）

　　httめ：〃www．state．me．usldhslboh／

・　メリーランド州保健精神衛生省

　　（Maryland　Dep＆rtment　ofHealth　a：nd　Mental　Hygiene）

　　kttp：〃www．dhmh．state．md．us1

・　マサチューセッツ州公衆衛生省

　　（M：assachusetts　Dep段rtment　ofPublic　Health）’

　　http：〃www．mass．gov！d．phldphh，ome．：htm

・　ミシガン州地域保健省（Mi¢垣ganDepartment　ofCommunity　Health）

　　http：〃www．michigan．gov／mdch

・　ミシシッピ州保健省（Mississippi　State　Department　ofHealth）

　　http：〃www．msd：h．state．ms．us1

・　ミズーリ州保健上級局

　　（Missouri　Department　ofHealth　andεenior　Services）

　　http：〃www．health．state．mo．us／

・　モンタナ州公衆衛生福祉局－

　　（St航e　ofMontana　Depart血ent　ofPublic　Health＆且uman　Services）

　　http：〃www．dphhs．state．mt．us1

・　ネブラスカ州保健福祉局組織

　　（Nebraska　Health　and　Human　Services　System）

　　htもP：〃www．hhs。state．且e．us／

・　ネバダ州福祉資源省（State　ofNevada，De加rtment　ofHuman　Resources）

　　http：〃www．；hr．state．nv．us1

・’ニューハンプシャー州保健福祉局

　　（New　Hampshire　Department　ofHealth哉Human　Services）

　　http：〃ww．曲hs．state．nh．usのHHSのEHS－SITE1曲ult．五tm’

・　ニュージャージー州保健上級局

　　（New　Jersey　Department　ofEealt：h　and　Senior　Services）

　　http：〃wWw．state．nj．usZhealth1

・　ニューヨーク州保健省（NewYork　State　Department　of耳ealth）

　http：〃www．health．state．ny．us！

・　ノースカロライナ州保健福祉局

　　（Nortll　Carolina　Depa』rtment　ofHealth　and　Human　Services）

　五ttp：〃www．dhhs．state乙nc．us1

・　ノースダコタ州保健省（North　DakotaDepartment　ofH：ealth〉

　http：〃www．ehs．health．state．nd．us！
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~ 

' ;~ /¥4 ;~,J'j'[ ~~~~~~~ ( Ohio Department of Health) 

http ://www.odh.state .oh.us/index.asp 

. ;~ ~r ~ ;~~ ~ 'J'I'l ~i~~~;~~~ ( Oklahoma State Department of Health) 

http ://www.health.state .ok.us/ 

' ;~ 1/ ~t )/'J'I'l ~~: ~~)~~ ( Oregon Department of Human Services) 

htt p ://www .ohd.hr.state .or,us/ 

'¥ / v/1~･¥ 7 ,),1 l~i~~~;~~: (pennsylvania Department of Health) 

htt p ://www.dsf.health.state . pa.us/health/site/ 

' rz - ~ 7 4 7 v ~ ')'1'1 ~:~~~~~ ( Rhode Island Department of Health) 

http ://www.health.state .ri.us/ 

( South Carolina Department of Health and Human Services) 

http ://www . dhhs .state .sc.us/ 

･ ~ ~ ;~ ~~ ~z ~: ,),i'l~:~~~~: (South Dakota Department of Health) 

htt p ://www.state .sd.us/doh/ 

. ~ ~~. ~/-'J'I'I~~~~;~~~ (Tennessee Department of Health) 

http ://www . state .tn.us/he alth/ 

. ~ ~ ~h ;~ ,)'h[~i~~~:~~~ (Texas Department of Health) 

http ://www.tdh.state .tx.us/ 

. ~ ~ ,J'[,i ~;~~,~~~ (Utah Department of Health) 

http ://hlunix.hl.state .ut.us/ 

' /~-:Ei ~/ h 'J'I'l ~~:~~;~~~ (Vermont Department of Health) 

http ://www.healthyvermonters .info/ 

' /~:- ~~ :~ 7 ,j'l'[ ~i~~~;~~~ (Virginia Department of Health) 

htt p ://www.vdh.state .va.us/ 

' 7 ~/ ~/ h ~ ,J'hl ~i~~i~i~~ (Washington State Department of Health) 

http ://www. doh.wa.gov/ 

' 17 :~ ;~ h /~- ~~;: 7,J'I'l~:~~~~;~~h~:~~~~:~~, 

(West Virginia Department of Health & Human Resources) 

http ://www.wvdhhr.org/ 

17 4 )~ ~r )/ ~/ y,),1'I~:~~;~~~~~)~: 

(Wisconsin Department of Health and Family Services) 

http ://www.dhfs.state .wi.us/ 

7 4 ;~ ~ y ~,J'[,1~i~~:~j~' (Wyoming Department of Health) 

htt p ://wdh.state .wy.us/main/index. as p 
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コロラド州＊公衆衛生・環境省

藁　・

睾鼎懸蹴ナ　’興催 壽緊蕪雛鵬　　’i事旨輩 套鼎熱蹴蔚　4・畜諺b・　騒．

客　熾灘
嚢顯繊耀翻灘、騒　　i環1…’灘

・現地の衛生局、医療機関、市民から食品事故
　の報告を受理

・伝染病監視の遂行

・現地衛生局がない場合や複数の郡または州に
　またがる食品事故発生の調査を指揮し、要請
　があれば現地衛生局を支援

・疾病管理予防センター（CDG）及び他州に警告

・食品事故発生中、医療專門家、地域の病院や
　医療保険制度、現地衛生機関に健康警報通知

・時間外伝染病対応職員待機システムの運営
1
・
症
例
定
義 の確立 を送達

・調査検分の展開 ・大規模な食品事故発生中、州の疫学者は州知

防疫・環境疫学部
（伝染病疫学事業）

・現地衛生局がない場合の患者聴き取り調査の
　遂行

・州のラボに提出する臨床試料と環境試料の手
　配

・医療記録の精査

事などに警告

・データ入力を担当

・複数郡での食品事故発生における積極的な患
者発見の遂行

・サルモネラ菌種の所定の血清型分類及び選択 ・臨床及び環境試料の試験の遂行
衛生試験業務部 された食物性病原菌の所定の分子疫学的分類 ・試料の分子疫学的分類の遂行

（PFGE）

消費者安全保護部
・食品事故報告の受理

・関連食品の回収広告の受理
・食品取扱業者の病歴調査
・食品小売施設の検査

轍購鵜　　　’…毅

・医療機関及び市民から食品事故の報告を受 ・管轄内での食品事故発生調査の第一責任機 ・食品事故発生中、管轄内医療機関に健康警報
け、州の疫学部に通知 関 通知を送達

・伝染病監視の遂行 ・患者聴き取り調査の遂行。

・伝染病監視の遂行 ・環境衛生専門家及び保健士が臨床試料を収
　集

・保健士は医療記録精査を補佐・
・データ入力の補佐

・ひとつの郡での発生における積極的患者発見
の遂行

・A型肝炎用免疫グロブリンの予防投与

・環境衛生監視官は食品取扱業者の病歴調査
を補佐



：コロラド州公衆衛生・環境省（続き）
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躍弓；
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防疫・環境疫学部

・疫学データと検査7一タの分析及

　び解釈
・食品　故発生調査を指揮する場璽
　合は最終疫学報告書を作成　　1

　　　　　　　　　　　　　　　塵

　　　　　　　　　　　　　　　1

　　　　　　　　　　　　　　　雛

　　　　　　　　　　　　　　　聾

　　　　　　　　　　　　　　　匪

衛生試験業　部 ・環境試料の試験の遂行

消費者安全保護部

・食品起源調査の遂行

・場合によっては環境試料を収集

・食品施設閉鎖の　佐
　　　　　　　　　　　　　　　翼

・州内の汚染食品回収の第一責任1

　機関　　　　　　　　　　　I
　　　　　　　　　　　　　　　l

・マスコミや一般市民が食品事故発匪

　生の結末を検討するための教材1

　作成　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　璽

ン，ii簾i……………渤

・肉製品の起源調査の補佐
織i鱗ii．瀟

・環境試料の収集

・食品事故発生データの分析と解釈

・食品起源調査の第一責任機関

・食品施設閉鎖の第一責任機関
　　　　　　　　　　　　　　　璽

・州内の汚染食品回収の補佐　　1

　　　　　　　　　　　　　　　匪

・管轄区域に影響を及ぼす食品事1

　故発生についての概略報告書を一

　自主作成　　　　　　　　　璽

雛錨縫薬

＊コロラド州は分権的な州とみなされ、現地衛生当局が自主的に調査を進める。コロラド州公衆衛生・環境省は、現地に衛生機関がない郡や、現地衛生当局に要請を受
けた場合にはその郡の食品媒介性伝染病の発生調査を補佐し、また．複数郡にまたがって発生した場合には指導的役割を担う。
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ジョージア州＊公衆衛生省

鵜　　’

餐縣．麟鍬骨　’鷹’婆 会鼎薫霜砦　’i巽蟹 窒鼎縣蹴蓉　」窟芯医・　蛭

響　鐵畿

・市民、臨床医、ラボから食品事故の報告を受 ・必要に応じて現地の食品事故発生調査を監督
　　　　　　　　　　，㌦rン1㌦　、。、、り，・，・一
・大規模発生中の非公式調査チームを繕穣’”

理 し、地区または郡に人的資源がない場合は、症
例定義の確立、臨床試料収集、データ入力を
指揮

届出伝染病部、疫学課
・現地衛生局、他の州、疾病管理予防センター
　（CDC）、監督官庁から食品事故の報告を受理

・必要に応じて調査検分を展開 ・CDCと他州に必要に応じて警告

・公衆衛生24時間対応電話回線経由の食品事 ・必要に応じて患者聴き取り調査を遂行 ・現地臨床医への警告を補佐
故報告の受理

・必要に応じて医療記録を精査 ・食品事故発生中の業界教育を補佐
・必要に応じて積極的患者発見の遂行 ・必要に応じて州知事に警告

・臨床試料及び食品の検査の第一責任機関 ・食品事故発生調査チームに参加

ジョージア州公衆衛生

　　　試験所

・地区に試料収集キットを送り、選択した病原体
　（ウィルス、細菌、寄生虫）を輸送

・食物性病原体の抗菌薬耐性を試験（CDCのラ
ボにも照会）

環境衛生部、環境衛生・環
　　　境被害予防課

・食品事故報告受理の支援

・現地衛生局、民間組織、市民などからの食品
事故の報告を受理

・調査検分の補佐

・環境試料の収集
・食品事故発生調査チームに参加

撚籔懸簗灘i

消費者安全保護
現地対策班

翻’懸，i獲i　l…撚

・157の郡と19の地区はさまざまな情報源から受 ・管轄区または郡はしばし1食品事故発生調査 ・食品事故発生調査チームに参加
理した食品事故の報告を州疫学課に通知 の第一責任機関となる

・症例定義の確立 ・現地臨床医に警告
・患者聴き取り調査の遂行 ・調査を指揮する地区はマスコミに対応

・免疫グロブリン投与の監督 ・食品事故発生前、発生中、発生後の教育を促

・臨床試料の収集 進

・データ入力担当

・積極的患者発見を支援

・食品取扱業者の病歴調査



Go
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ジョージア州公衆衛生省（続き）

薫　怠

置i　　　、馨賑5匿蹴 姦．震．錘．赫撒　　　裂

嵩囎σ　真i 齢

猛　　謬；；

翻榊繋鱗．1灘
～

届出伝染病部、疫学課

・監視チームが食品事故発生7一タ
　の分析と解釈

・食品起源調査の支援
・州内食物関連疾患発生のデータ
　ベースの責任機関

・州全体の食品　故発生報告書を
　処理／承認
・適切な対策・予防措置を実行

匿
墨
雇
1
塵
一
巳
1
璽

・環　試料の試験の遂行（必要な試 ・定期的に所見を州に拠点のある 薯
ジョージア州公衆衛生

　　　試験所
験によっては試料を疾病管理予防
センター（CDC）のラボまたは他の

研究／調査ラボに送る）

専門家に伝え、その専門家は調査1
を担当している現地衛生局に通知匿

環境衛生部、環境衛生・環
　　　境被害予防課

・環境試料の収集

・施設の検査／食品安全対策

1
量
塵

葵醐難灘i羅

消費者安全保護
　現地対策班

・食品起源調査の第一責任機関

・食品試料の試験の遂行

・州内の汚染食品回収の第一責任
　機関 1

［
雛糞，麟灘，i

・臨床及び環境試料の収集 ・地区衛生局は総合7一タ資料を．
仕上げ、州当局に提出 匿

・監視チームが食品事故発生データ 1
　の分析と解釈

・食品の起源調査を支援 蓬
甕
聾
璽

麟雛…

撃

灘ii難

騰…萎

＊ジョージア州の組織と現地公衆衛生当局は組織的管理を分担していると見なされる現地衛生局は州の保健機関と地方自治体及びその衛生委員会の管轄下にある



GQ
㎝

アイダホ州＊保健福祉省、保健衛生部門

濤　響

窯薪．鰭蹴恐　」思撒 套薪．蕪蹴砦　J　i鑑馨 霧、課蕪蹴う　‘騰訴　　籔

崔　鍮鮨
鱗i雛．講灘難，，　琶螺，

・7公衆衛生地区から転送されてきた食品事故 ・現地調査の監督 ・食品事故発生中、州及び現地職員による非公
の報告を受理 式の食品安全チームを組織し、事態を検討

・24時間州緊急コミュニケーションセンター（通話 ・症例定義の作成、調査の進行、データ入力を ・州の疫学者はCDCと他州に食品事故発生の警
料無料の疾病報告電話回線）から食品事故の 支援 告を与え、場合によっては疫学調査チームを組

疫学局
報告を受け、該当地区の衛生局にFAXまたは
ハードコピーで通知

織する

・疫学的関連性の確認とラボでの立証後、マスコ
ミ／一般市民に対応

・州の疫学者は必要に応じて他州の緊急時対応
要員の活動を始動できる

衛生試験局
・臨床試料を試験し、結果を州の疫学者に報告 ・臨床試料の試験の遂行 ・州疫学調査チーム参加者として、食品事故発

　生に対応している関係者全員の活動を調整

食品安全保護局
・州疫学調査チーム参加者として、食品事故発

　生に対応している関係者全員の活動を調整
・24時間州緊急コミュニケーションセンターを運

緊急医療局 営し、食品安全に関する電話連絡を該当地区
の衛生局及び疫学局に転送

灘魏．……il　鰻擁…

・市民、臨床医、ラボから食品事故の報告を受 ・食品事故発生調査の管轄権 ・地域の臨床医に警告
・症例定義の確立 ・報道発表の作成
・調査検分の展開
・患者聴き取り調奪の遂行

・臨床試料の収集

・医療記録の精査
・データ入力担当

・積極的患者発見の遂行
・免疫グロブリン投与の監督

・食品取扱業者の病歴調査r



アイダホ州＊保健福祉省、保健衛生部門（続き）

憂

疫学局

’生試験局

食品安全保護局

・データ入力、分析、解釈を支援

・環境試料の試験の遂行

・食品の起源調査の監督

緊急医療局
難
．

・環　試料の収集

・食品の起源調査の第一責任機関

Gゆ

①

＊アイダホ州の組織と現地公衆衛生機関は分権化しているとみなされる。各地域の衛生機関は複数の郡にまたがっており、現地衛生課に自主管理されている。州は地

区衛生局と疫学及び食品検査の実施に関して協定を結んでいる。



Qo
刈

インディアナ州＊保健省

鱈　・

会鼎蕪蹴今　」思・曇 套鼎蕪蹴学　4i篤蟹 甕罧．鰭鞭砦　‘・冨響駆　　騒，

嶺　識議

難難騒麟灘雛　黙
…甲・＝∫

・食品事故報告の受理を補佐 ・積極的患者発見の遂行 ・非公式調査チームの補佐
・症例定義の確立 ・臨床医への警告の補佐
・調査検分の展開 ・疾病管理予防センター（CDC）と他州に食品事

・患者聴き取り調査の補佐、 故発生を警告

疫学資源計画 ・医療記録精査の補佐
・データ入力の責任を分担

・長官室と連携して州知事への報告を決定

・免疫グロブリン投与の監督

・患者聴き取り調査の情報分析

・現地保健局の臨床資料収集を補佐

公．　’生試験所 ・臨床試料の試験の遂行
・食品　故報告の受理を補佐 ・患者　き取り調査の補佐 ・大規模な食品事故発生中の非公式調査チー・．

・医療記録精査の補佐 ムの指揮

食品安全保護計画 ・食品取扱業者の病歴調査 ・食品事故発生中及び発生後のマスコミヘの情
　報提供

・緊急事態における州知事への情報伝達

・長官室と連携して州知事への報告を決定

広報室
”灘灘灘il，iii雛

・市民、臨床医、ラボから食品事故の報告を受 ・現地看護士は患者の聴き取り調査を補佐
理 ・臨床試料の収集

・医療記録精査の第一責任機関
・データ入力の責任を分担『

・免疫グロブリン投与の補佐

・食品取扱業者の病歴調査の第一責任機関
・環境アセスメントの実施（州所有地を除＜）

・場合によっては臨床試料の収集



インディアナ州保健省（続き）

GQ
Qo

　　　　　　　　　　叢慧
　　　　　　　　　　　　　　　　‘　　　　、窪器．豊蹴　　　　　　　叢羅禽颯赫緊　　　豪

　　　　　　　　　　　　　　　　　　鐘顔ぽ　鰯　　　　　　　　　　　　　　　齢

猛　　藩；；

　　　　　　　　’泌………………　　　　　　…………………………………藁……蘂…i　　㈱…二…繊　　　　聯騰…：…‡き＝：き靴蝋…轍…：…　講…：…蹴灘…：二＝…：≧：

疫学資源計画

’
・
環 境試料の収集

・臨床データの分析と解釈

・食品事故発生最終報告書の作成1

　　　　　　　　　　　　　　　匪

公衆衛生試験所 ・環境試料の試験

食品安全保護計画

・食品起源調査の支援

・現場スタッフは環境試料の収集を

　援助
・食品試料データの分析と解釈

徽の汚染食品回収の第噴任1
・州所有地内の食品施設の操業停置

　止の第一責任機関　　　　　　l

　　　　　　　　　　　　　　　l

　　　　　　　　　　　　　　　匿

広報室
塵

”：i：’甲’

ii…鐵iiiliiiiiiliili　　　　　　　　　　　　　　i；iiili…i鞭iii…i…iii…iミii…iiiiiミ註i

・州内の汚染肉製品、乳製品の回1

収を補佐　　　　　　　　1

ii編i難ii甲甲

一’”：’’”叢瑳iii局者は環境試料を収集
’
・
揃
鋳
有 地を除く食品施設の操業停
　止の第一責任機関　　　　　　l

　　　　　　　　　　　　　　　l

　　　　　　　　　　　　　　　董

・
■
■
■
辱
，

…舞……響

＊インディアナ州の組織と現地の公衆衛生機関は分権化しているとみなされる。州保健省は必要に応じて94の保健衛生地区を支援する。

灘

K
（
∴

繭．　二一



cQ
⑩

ケンタッキー州＊公衆衛生省、医療制度顧問会議

麺　・

甕鼎簸雛智砦　4岱・婁 窒鼎轟鰍蹴　　’i旨葦 雲鼎．蒸鞭急　’・’馨郡　．離

＝　鐵盤墜

・市民、臨床医、ラボ、現地衛生局から食品事故 ・　例定義の確立 ・臨床医、疾病管理予防センター（CDC）、他州に
の報告を受理 警告

・疾病ホットライン（1日8時間要員配置、24時間 ・調査検分の展開 ・食品事故発生中、緊急対策チームを動員（緊急
ボイスメールで対応）経由の食品事故報告の 対策チームは州全域に設置されており、食品
管理と受理 事故発生に備える）

・ケンタッキー州中毒センターはホットラインによ ・患者聴き取り調査中の現地衛生局の指導 ・州の衛生当局者は食品事故発生の通知をE一
疫学・保健衛生計画部 る連絡を受け、食品事故の報告を疫学部に転 メールで配信されたら、必要に応じて州知事に

送 警告

・医療記録の精査
・デ』タ入力の補佐と指導

・積極的患者発見の遂行
・免疫グロブリン投与の決定を監督

・食品取扱業者の病歴調査の責任を分担

衛生試験部 ・臨床試料の試験の遂行

公衆衛生部、食品安全課
・食品事故報告受理の支援 ・食品取扱業者の病歴調査の補佐 ・必要に応じて、マスコミと一般市民に食品事故

　発生の展開について教育する
軽

・市民、臨床医、ラボから、あるいは査察を通し ・患者聴き取り調査の遂行 ・現地看護士と疫学者は緊急対策チームに参加
て食品事故の報告を受理し、ケンタッキー州疫

学・保健衛生計画部に転送

・臨床試料の収集
・データ入力の第一責任機関

・免疫グロブリンの投与

・食贔取扱業者の病歴調査の責任を分担



ケンタッキー州公衆衛生省、医療制度顧問会議（続き）

蒔
O

薫魏

＝　　　、套鼎難蹴 竃罧．羅．鍵鰭　　　硬

葛閃亘　嘉． 欝

器　　霧雛
i藁ilii灘iii羅

…萎嚢ii嚢嚢萎蓑繍1巽糞…茎…i…i嚢i嚢………ili妻ii嚢嚢………………嚢i…：…灘ミ…………………………轟 ……き嚢嚢章嚢妻i　　…：…：…・…ミ……灘…………ミ…繍…㈱ミミ…三ll講1……ll…………ミ……………i萎iiiii欝……ミ1

・食品事故発生データの分析と解釈 ・州内の汚染食品回収の補佐　　1

疫学・保健衛生計画部 ・食品起源調査の支援
　　　　　　　　　　　　　　　屡
・食品事故発生報告書の検討と完1
　成

衛生試験部 ・環境試料の試験
・食品事故発生アータの分析と解釈
　の補佐

・食品施設閉鎖の補佐
　　　　　　　　　　　　　　　擾

　　　　　　　　　　　　　　　1

・食品起源調査の第一責任機関

　　　　　　　　　　　　　　　墨

・州内の汚染食品回収の第一責任1

公衆衛生部、食品安全課
・加工食品に起因している場合、食

機関　　　　　　　　　　1
・ラボと疫学部に州内の汚染食品回1

品製造検査官は環境試料を収集 収を通知　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　曜

　　　　　　　　　　　　　　塵

昌

、翻il，iI

・レストラン、食料品店、自家製品か

　ら環境試料を収集

・食品起源調査の支援

・食品施設閉鎖の補佐
　　　　　　　　　　　　　　　口

・州内の汚染食品回収の補佐　　猛

・食品事故発生の疫学概要報告書1

の発行　　　　　　　　　口

＊ケンタッキー州の組織と現地保健機関は責任を分担しているとみなされる。現地衛生局は州保健衛生当局と現地の地方自治体及び衛生委員会の権限下にある。



“
一

メイン州＊福祉省、衛生局

鍾’

糞薪．鰻蹴諜　’思撒 馨賠．蕪雛齢　　4i5饗 会駅藻蹴蔚　冨・癬鞭　　蛭

匿　織＝屡

難灘繋．，，ii鱗　　　坤　ξ勧 iミミiiミ

・市民、臨床医、ラボから食品事故の報告を蔓 ・州当局が食品事故発生の調査を指揮 ・食品事故発生の非常　態で食品　全チームを
理 指揮

？24時間疾病報告ホットライン経由の食品事故 ・症例定義の確立 ・臨床医、疾病管理予防センター（CDC）、他州に
報告の管理と受理 保健衛生警告ネットワーク経由で警告を送る

・調査検分の展開 ・発生確認後にマスコミに情報を公開

伝染性疾患疫学計画、

　　　防疫部

・患者聴き取り調査の実施・

・臨床試料収集の補佐

・医療記録の精査

・非常事態での州知事への報告

・データ入力を担当

・積極的患者発見の遂行

・食品取扱業者の病歴調査
・地域の疫学者を州の6地区に駐在させ、現地で

食品安全問題に取り組めるように備える

・臨床試料の試験を遂行
保健環境衛生試験所 ・場合によっては食物性病原体の抗菌薬耐性試

験の実施

情報伝達部 ・食品事故発生中及　発生後にマスコミと一般
　市民に最新情報を提供

衛生工学部
蕩鱗雛i欝　　灘吊融’…耀 i纒，．，

品質保証・規1部
’
＝
；耀

．1、　甲　，■■，

顯灘　　　　　．顛、．射

・　床試料の収集
・免疫グロブリンの投与

・積極的患者発見の遂行
・病院のラボは臨床試料の試験を補佐



群
図

メイン州福祉省、衛生局（続き）

蒸　慧

5言　　　、窪騙．難蹴 顎．費，藻6▼轍　　　憂

駕閃プ　羅 嬬

昌　　　裂；3

灘＿醗翻iiii奏……琢”嚇

・発生データの分析と解釈 ・発生の分析報告の作　　　　　1

・食品起源調査の支援 ・州内の汚染食品回収の補佐　　1

伝染性疾患疫学計画、
　　　防疫部

1
1
膣
纏
雛

衛生・環境試験所 ・環境試料の試験の遂行

情　伝達部
・環境試料の収集 ・食品施設操業停止の第一責任機

・疑わしい場所の検査 覆

衛生工学部 匿
田
匿

灘羅灘　　　購i、 i；i翅

・食品起源調査の支援 ・州内の汚染食品回収の第一責任1
　機関
　　　　　　　　　　　　　　　1

　　　　　　　　　　　　　　　聾

品質保証・規制部 I
l
置
蓬
］

，i療i欝

懸

塵

駿　獺i　　　簸・麟　　…i癬i

・環境試料の試験の補佐

卍
”

著

貞
・　

ー
く
“

2
　
娩 舜

． 欄2

苫

＊メイン州の組織と現地の公衆衛生機関は中央集権的と見なされる。但し、ポートランド市には独自の衛生事務所と調査能力がある。

翼

や
”

障
”
”



“
GQ

メリーランド州＊保健・精神衛生省

i……・

壽縣．韻鞭鷲　’鐵僻 会鼎慕雛桝　　’1秘ぎ 奮贈離壇像　槻握諺5・　蛭

＝　　熱議

・市民、臨床医、ラボから食品事叢お報告を受

　理し、現地保健機関に転送
・複数郡にまたがって発生中あるいは必婁置応

　じて、現地の食品事故発生調査を主導及び／
・州主導の食品事故発生調査中、食品事故発生
　調査部は正式チームを召集

又は監督

疫学及び防疫計画局
・24時間応答体制をとり、食品事故報告を待機
　中の疫学者に転送

・州主導の調査では全調査の責任を負うか又は
　協力

・臨床医、疾病管理予防センター（CDC）、州緊急

　対応システム（ERS）及び他州に警告を送る
・州をまたぐ発生、多数の患者、大規模回収を伴

う場合、州知事に発生を報告

・食品事故発生中の食晶取扱業者と管理者の
　教育

・州のラボは3つの地域ラボとともに、臨床試料

の試験を遂行
衛生試験所 ・食物性病原体の抗菌薬耐性の試験

・メリーランド州立大学から支援を受けて、食物

性病原体の抗菌薬耐性を試験

情報源管理部 ・自動警告FAXシステムの技術支援を行い、常
　に利用可能な状態を確保

食品安全保護・消費者
保健業務局

灘騰帽灘灘
・”1・、、　　　　　　　　　　　　　　　、

・市民、臨床医、ラボから食品事故の報告を受

　理
・大半の調査の第一責任機関 ・州主導の調査チームに参加し、人的資源を提

　供
・メリーランド州電子報告システム（MERS）に報 ・州の疫学計画に調査中の報告を行い、進行状

告を入力 況を把握させておく

・州保健省に発生を通知 ・州疫学計画と協力して症例定義を確立

・調査検分の展開
・患者聴き取り調査の遂行

・臨床試料の収集

・医療記録の精査
・データ入力を担当

・積極的患者発見を遂行
・免疫グロブリン投与の監督

・現地の公衆衛生担当看護士は食品取扱業者
、の病歴を調査



メリーランド州保健・精神衛生省（続き）

　　　　　　コじ
薗　藩’。

疫学及び防疫計画局

　　’生試験所
　　源管理。

　　広報室

食品安全保護・消費者

　保健業務局

．套一籔繋　妻鰭

　1　　、馨鼎錐蹴　　　 窪監鮭雛▼瓢　 義

　　鵠塑護轟i　　　　　　　　齢

・食品事故套生が複数郡にまたが　・食品事故発生調査を主導する場l　l
る場合の7一タの分析と解釈の第　　合、最終報告書を作成

薦撫発生対応報告書．　　順贈
　　　　　　　　・環境試料の試験を遂行

・食品起源調査の第一責任機関

・卵関連食品の起源調査を遂行　　・州内の卵回収を支
麻
“

・食品施設の操業停止の管理

＊メリーランド州の組織と現地公衆衛生機関は中央集権制をとりながら、現地での活動を進めているとみなされる。州保健衛生官代理としての職能を持つ現地衛生当局
者及び現地衛生局は州保健省の構成単位である。現地衛生局は自らが管理すべき人的資源による調査は主導するが、州保健省にその状況を伝え、常に最新情報を提
供する。



ミシガン州＊公衆衛生省

賃星　　　難認器

難灘繊ii毒翻鱗，　鐡縫．

僻
㎝

伝染病・免疫部、疫学局

衛生試験局

め
灘泌・灘．

・現地衛生局から食品事故の報告を受理

・24時間緊急電話回線を運営し、食品安全に関
　する質問や問題に対処

・複数郡にまたがる食品事故発生調査を指揮

・特別保護区の食品事故発生調査を支援

・症例定義の確立を補佐

・調査実施の指導

・複数郡にまたがる食品事故発生での患者聴き
　取り調査を補佐

・大規模かつ複数郡にまたがる食品事故発生で
　のデータ入力の支援

・臨床試料の試験の第一責任機関
・サルモネラDT104及びサルモネラ・ニューポート

　の抗菌薬耐性の監視－

・疾病管理予防センター（CDC）と他猟に　告

・大規模な食品事故発生申の食品事故発生調
　査チームの手配と指揮

・伝染病専門家は食晶事故発生調査チームに
　参加

・公衆衛生省長官は必要に応じて州知事に食品
　事故発生の情報を伝える

・ラボの技術者は食品事故発生調査チームに参
　加

食品・乳製品部

衛生試験部

・24時間緊、電話回線を運営し、食品安全に関
　する質問や問題に対処

醗　　蓑 鞘還鱗

鑓撚　灘il，　i遜i

・
心
　
聴 き取り調査の補佐（要請に応じて）

・食品事故発生調査に関連する州農業省管轄下
　にある食品施設（食品加工、流通、食品小売り

　店）の査定の遂行

・食品安全対策班のスタッフ及　副部長は食品
　事故発生調査チームに参加

・農業省長官は必要に応じて州知事に食品事故
　の発生の情報を伝える

・ラ小の技術者は食品事故発生調査チームに参
　加

薩、雛雛一
・特別保護区のすべての食品事故発生を調査

・市民、臨床医、ラ小から食品事故発生の報告を

　受理

・農業省と公衆衛生省の職員に警告

・管轄地域の食品事故発生調査の第一責任機
　関

・症例定義の確立

・調査検分の展開

・患者聴き取り調査の遂行

・臨床試料の収集
・データ入力を担当

・積極的患者発見の遂行
・免疫グロブリン投与の監督

・食品取扱業者の病歴調査
・地域のラボはサル毛ネラ、赤痢菌㌧大腸菌、カ

　ンピロバクターの試験を実施’

・食品事故発生調査に関連する現地衛生局管轄
　下にある食品施設（飲食物提供サービス）の査

　定を遂行

・管轄地域内の臨床医に警告

・管轄地域内での発生に関する食品事故発生調
　査チームに関与



添
①

ミシガン州公衆衛生省（続き）

撒藷
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召

難翻　翻鑓…．………，謹i畿iii一一 1嚢…iiiiii嚢iliiii嚢i……

疫学局

・食品事故発生データの分析と解
釈を支援 匿

l
l
l
寳
唇
1
匿

衛生試験局
・環境試料の試験を分担

咀

難灘…設…　　　盟

食品・乳製品部

・食品事故発生データの分析と解
　釈を支援

・食品の起源調査を納入業者に至
　るまで遂行

・食料品店と加工工場の操業停止
　の第一責任機関　　　　　　　1

・州内の汚染食品回収中、業界を1

指導　　　　　　　　　　1
・現地衛生局に、疫学・ラボ試験、1
　方法論、発生状況の調査結果を1
　詳述した報告書の提出を要求

衛生試験部
・環境試料の試験 璽

灘裟　騨　翻 謝欝鞭鐵

薗
圏

繋繋　螺　　i薩 、

1
，鞭騨醐

繍顯’
．，聾

・環境試料の収集

・食品事故発生データの分析と解
　釈

・食品の起源調査を食品施設に至
　るまで遂行

・管轄地域内の食品施設の操業停1
　止の第一責任機関　　　　　　1
・食品事故発生概要報告書の発行l

　　　　　　　　　　　　　　　I

　　　　　　　　　　　　　　　l

凌

陸艦

『

＊ミシガン州は分権的な州とみなされ、45の現地衛生局が管轄地域内の食品事故発生調査の第一義的責任を担う。ミシガン州公衆衛生省とミシガン州農業省は要請
があれば指導と支援を行い、複数郡にまたがる調査では指揮することもある。



“
刈

ニューハンプシャー州＊保健・福祉省

鱒　’

峯　識＝墜

輩綜．鹸鞭叡　’憩撒 壽緊蓮轟雌　　’1，蟹 窒贈藻蹴砦　備崖鞭“．蛭

i難顯繍辮灘．、，
　　　　　　　　，”．『，’．、．門臼
・市民、臨床医、ラボ、レストラン、養舘萎餐襟護

　局から食品事故報告を受理

『　一　■・すべての食品事故発生調査を指葎叢マンチェ

　スターとナシュアの調査を監督する
・正式の調査チームを発足

・症例定義の確立 ・他州とCDCに警告
・調査検分の展開 ・必要に応じて一般市民に食品事故発生を発表
・患者聴き取り調査 ・食品事故発生が深刻かつ大規模な場合に州

腸疾患疫学計画
・臨床試料の収集

知事に報告

・医療記録の精査
・・データ入力を担当

・積極的患者発見を遂行
・免疫グロブリンの投与（民間臨床医が補佐）

・食品取扱業者の病歴調査
・臨床試料の試験遂行（民間ラボが補佐する場

公衆衛生試験所 合もある）

・サルモネラ・ニューポート、DT404、カンピロバク

ターの抗菌薬耐性の監視
食品安全保護局

鑓鑓一撚翻　灘懸翻難 醐醗
、

難i霧鰯購縣＿，驚難繍…． ，鑛顯…

議雛’…．’．i

、　、　　　　　　　　　　　　　　、

・マンチェスタ｝とナシュアの現地保健機関は食
　品事故報告を受理

・マンチェスターとナシュァ： ・現地の臨床医に食品事故発生を警告

O発生中、独自の調査チームを指揮

O調査検分を展開

・O医療記録の精査
O積極的患者発見を遂行
O免疫グロブリン投与と患者聴き取り調査の遂

行
O
臨
床
試
料 の収集

Oデータ入力を担当
O食品取扱業者の病歴調査



ニューハンプシャー州保健・福祉省（続き）

湛
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薫　濫

…　　　、馨鼎豊躍 箋。費．羅塀鼎　　　蓑

鶉闘」　轟i 欝

器　　藩縦

欝i鐡一撚難…雲il．，縣顯輔．顯．購 懸i

腸疾患疫学計画

・食品起源調査の遂行

・食品事故発生データの分析と解釈

・食品事故発生概要報告書の作成
　または承認

・州内の汚染食品回収の遂行
・食品施設操業停止の監督

畳
1
巴
蓬
1
塞

公衆爾生試験所 ・環境試料の試験

・環境試料の収集 ・食品事故発生に関する勧告遵守
の確保 匪

・起源調査の遂行 醤

食品安全保護局 1
・食品安全抜き取り検査の実施

・施設の教育

翼
遷

鰭無一講隙．撚難一繍霧 揚　雛
墨

馨

麟i鰯榊鎌騨　撚難糊 ，i講榊騰灘

聾

濫

i簸．，
iil鶏i

・環境試料の収集 ・場合によっては管轄地域内の食品

・食品事故発生データの分析と解釈 事故発生概要報告書を作成し、州1

当局に送付 塵

・14の自主検査実施都市は食品施 匿
設の操業停止の権限を有する 匿

“

＊ニューハンプシャー州の組織と現地公衆衛生機関は混成組織とみなされ、現地衛生局は州の保健機関と現地の自治体及び衛生委員会の権限下にある。14の自主検

査実施都市には、規制及び検査を司る能力がある。



淋
O

ニューヨーク州＊保健省

褻　’

窯鼎艶鍬㌻　」愚撒 壽薪．蕪鞭魚　」轟巽 藝鼎蕪雛戯　　樋饗遜　．蛭

雷　識鍍

蝋li辮1＿，，，
iliiiiiiliiiii 、．．．蕪iiiiiiiiiiiiiiiiliii……灘辮撚ミ……ミミ……ミ．，N一，，，

・複数の郡または州にまたがる食品事故発生中 ・臨床医、疾病管理予防センター（CDδ）、他州に

の調査の指揮を、特に患者支援において分担 警告

防疫局、疫学部 ・食品事故発生中、食贔安全と食品事故発生に
ついての電話会議に参加

・複数郡で食品事故が発生している間、一般市
　民に警告するために広報室に情報を提供

地域衛生・食品安全保護
・地域当局または現地衛生局によって食品事故

発生が通知される
・複数の郡または州にまたカる食品事故発生中
　の調査の指揮を、特に他機関と連絡において

・食品事故発生電話会議に参加

局、環境衛生センター 分担する

・広報室提出用の発生に関する勧告を作成

ウォズワース試験センター
・分離検体の異常パターンを監視し、環境衛生
　センターと防疫局に警告

・臨床試料のボツリヌス菌など食品事故特異的
　病原体に関する試験の遂行（病院、民間ラボが

・食品事故発生電話会議に参加

所定の腸検査を実施）

5つの地域事務所
・現地衛生局から発生の通知を受理し、情報を
　他州の保健当局に伝える

・食品事故発生電話会議に参加

．，・．・一’”、辱一・臼

・食品事故発生電話会議に参加
難躍一瀕鱗ii・ン議

’脚甲甲”・㌧、

線難ii，．繍
・食品事故発生電話会議に参加

．　6”・、”，”レ
””、”、”，

・市民、臨床医、ラボから食品事故発生の報告 ・　．例定義の確立 ・食品事故発生電話会議に参加1
を受理

・現地環境事務所と疫学者は調査検分を展開
・患者聴き取り調査

・臨床試料の収集

・医療記録の精査
・データ入力を担当

・積極的患者発見の遂行
・公衆衛生看護士は免疫グロブリンを投与

・食品取扱業者の病歴調査



ニューヨーク州保健省（続き〉

α
O

　　　　　　　　　薫慧
　　　　　　　　　　　　　　　・…　　　　、套鼎豊蹴　　　　　　箋．融薫．蘭韓　　　蓑
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防疫局、疫学部
璽
響

地域衛生・食品安全保護
局、環境衛生センター

・現地衛生局の食品事故発生報告
　を処理し、報告を疾病管理予防セ1

　ンター（CDC）に送る　　　　　　l

　　　　　　　　　　　　　　　I

　　　　　　　　　　　　　　　翼

　　　　　　　　　　　　　　　璽

置ウォ　ワース試験センター ・環境試料の試験の遂行

5つの地域事務所
鷺’

、
難難顯購講撒i

・甲殻類の起源調査の遂行
懸難榊頸補繊翻

・食品起源調査の第一責任機関 ・州内の汚染加工食品回収を遂行1

　　　　　　　　　　　　　　　雪

　　　　　　　　　　　　　　　璽

・環境試料の収集

・4～5つの郡は現地ラボで環境試
　料の試験を実施
・食品事故発生データの分析と解釈

・食品起源調査の補佐

・食品事故発生最終概要資料の作
成　　　　　　　　　　　1

・食品施設操業停止の第一責任機1

　関　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　墨

　　　　　　　　　　　　　　　量

　　　　　　　　　　　　　　　書

lliiiii灘

”

x

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　iliiil……liiiiiiiiiiiiiiiき欄iliil、，、，、，，、睡劉…盟講麟遡鰯、，…、，、，、

＊ニューヨーク州は分権的な州とみなされ、現地衛生局及び地域の保健衛生事務所は管轄区内の食品事故発生調査の第一義的責任を担う。州保健省は複数の郡また
は州にまたがる発生の調査を指揮する。



㎝
一

ノースカロライナ州＊保健福祉省

灘　一

套鼎蕪蹴莞　’伊愚・婁 会罧．蒲蹴㌢　’i巽蟹 窯鼎熱鞭馨　’・謄聖　　騒．

轟　鍮叢
，馨一灘鐡i難鐡灘i搬翻iii婁．『iiii醸鑓

・市民、臨床医、ラボから食品事故報告を受理 ・複数郡にまたがる食品事故発生の際の指揮と ・食品事故発生が大規模または複数郡にまた
監督、また要請があれば、地域の調査チーム がっている間、DENRの代表、州試験所、現地

一般防疫部門、疫学課 ・年中無休で食品事故発生報告に対応
　及び／または現地衛生局の調査を支援

・必要に応じて、ノースカロライナ大学公衆衛生
　の伝染病看護士を含む調査チームを動員

・州の疫学者はCDCと他州に必要に応じて警告
学部のボランティアと連携

・必要に応じて、疾病管理予防センター（CDC）に ・州衛生当局者は食品事故発生状況が大規模
調査の補佐を要請（EpiAid） かつ広範囲に広がる場合に州知事に警告

7地域監視チーム、 ・7地域監視チームは必要に応じて現地衛生局
公衆　生●　働対 を支援

・PulseNet（米国食品　故菌分子亜型ネットワー ・臨床試料の試験を遂行（民間ラボが臨床試料

州公衆衛生試験所
ク）に参加 　の試験を補佐する場合もある）

・抗菌薬耐性試験のために他州の地域ラボに試
料を送付する場合がある

譲繍蕪…鶏灘難灘．、，　………葬……1…1騰 撒．…源，惹膿麹麟

・8地域の食品安全の専門家は必要に応じて現 ・食品安全と健康教　の専門家が必要に応じ
乳製品・食品安全保護局 地衛生局に職員と助言を提供 て、データ表、ポスター、冊子などの教材を提

供
，簗職灘鋤灘灘縫難，，，．　，，議、， ．灘灘瞳難，’

食品；鷹薬品安全保曇部
賜雛il…．．…

＝i＝i：iiiii；蛾iiiiiiiiiiii
i≦：i：i：i：i：ili

・”自治、，方式をとり、医師に現地保健機関置 ・大半の調査の第一責任機関 ・臨床医に警告
発生を通知するよう奨励

・州疫学課に発生を通知する義務がある（NCGS ・症例定義の確立 ・地域のマスコミ、一般市民、食品取扱業者・管
130Aにより）

・調査検分の展開

理者に必要に応じて食品事故発生の情報を提
』
供

・患者聴き取り調査の遂行

・臨床試料の収集

・医療記録の精査
・データ入力を担当

・マスコミと連携して積極的患者発見を遂行

・免疫グロブリン投与の監督

・現地環境衛生機関は食費取扱業者の病歴を
調査

’



ノースカロライナ州保健福祉省（続き）
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一般防疫部門、疫学課

・必要に応じて、食品事故発生7一
　タの分析と解釈を指揮または補佐

・　病管理予防センター（CDC）に発1

　生の報告書を穿FORS（食品事故1
番生電子報告ソステム）経由で提1

　　　　　　　　　　　　　　　猛

7地域監視チーム、 ・必要に応じて食品事故発生アータ

公衆嚇生準　・対策 の分析と解釈を補佐

・環境試料の試験 ・保菌者の除外（腸チフス等）

州公衆衛生試験所
・人体試料の試験

灘一i薦．．蕪鐡鱗灘i　　・簿 ，i撒購韓麟

・環境試料収集の補佐 ・乳製品回収の第一責任機関

・甲殻類製品回攻の第一責任機関1

　　　　　　　　　　　　　　　藍

繋撚麟綱魏i撚灘i　　　華、， ．灘灘，，漏

食品・医薬品安全保護部
・食品起源調査の第一責任機関 ・州内の大半の汚染加工食品回収

　の第一責任機関
…嚢鱗灘il＿K，＾．．．

・環境衛生専門家が環児試料を収
　集

・食品事故発生データの分析と解釈

・食品　故発生概要報告闘を作成1
　し、州疫学課に送付　　　　　　1
・州当局に回収の可能性を通知　　1

・現地保健当局長は食品施設操業
停止を遂行

i購

＊ノースカロライナ州の組織と現地公衆衛生機関は分権化しているとみなされる・現地保健機関は管轄区域内に限定された食品事故肇生調査の第一義的責任を担い、
州保健福祉省は必要に応じて支援と監督を行う。
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オレゴン州＊福祉省

急性伝染病予防（ACDP）、

　　　防疫・疫学室

オレゴン州公衆衛生
　　　試験所

食品安全保護　ログラム、

　　環境業務・相置部

・市民、臨床医、ラボから食品事故発生報告を

　受理
？疫学者が待機し、いかなる食品事故発生の報
　告も受ける

・食品　故発生調査の指揮と指導

・症例定義の確立

・調査質問表の作成

・患者聴き取り調査の遂行

・医療記録の精査
・データ入力を担当

・積極的患者発見の遂行
・臨床試料の試験（マルトノマ郡にはこの機能が
　ある）

・CDCのNARMS（耐性菌監視システム）プログラ
　ムに参加し、食物性病原体の抗菌薬耐性を監
　視

・患者聴き取り調査の遂行

・発生調査チームの発足と指揮

・臨床医、疾病管理予防センター（CDC）、他州に

　警告

・州保健衛生当局者は非常事態における州知事
　への報告の必要性を決定する

・食品事故発生チームに参加

・食品事故発生チームに参加

・市民、臨床医、ラボから食品　故発生の報告
　を受け3州疫学プログラムに報告

・患者聴き取り調査の補佐

・臨床試料収集の指揮
・積極的患者発見の補佐
・免疫グロブリン投与の監督

・食品取扱業者の病歴調査

・食品事故発生チームに参加



オレゴン福祉省（続き〉

α
“

鷺葱

i　　　、議繍、豊蹴 叢霊，錘鍵轍　　　雛

鵠閃誕　嘉i 鵜

盤灘・覇鑛………1…｝1………1………………1嚢＿

鰻iiiiiiiii嚢を，iiiiiiiiiiiiiiiii郵　繍iiiiiiiiiiii萎瞬躍

・食品事故饗笙撃一タの分霧讐擁鞘
　　i繋iiiiii嚢i嚢iiii，…＝贈…，き…iiiiiiiliiiiliiililiiiiiiiiii灘iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii騰￥

驚要に応じて正式概要報告書の『

急性伝染病予防（ACDP）、

　　　防疫・疫学室
作成と提出　　　　　　　　1

　　　　　　　　　　　　　　1

オレゴン州公衆衛生
　　　試験所

・環境試料の試験の遂行
璽

食品安全保護プログラム、

’1置

環境業務・相談部 量

妻灘灘きi…i繊騨　　…i当・iiiiii

…響饗難瀟饗講響難灘鰹 響矯諾勤難…欝叢講讐1
任機関　　　　　　　　　　1

　　　　　　　　　　　　　　0
　　　　　　　　　　　　　　薩

購i嚢iii萎i

響…灘叢雛収野 響…饗器雛欝灘灘響難欝
　　　　　　　　　　　　　　　　聾
　　関
　　　　　　　　　　　　　　　　瓢

　　　　　　　　　　　　　　　　置

置
匪

ヨ『

蕪欝……iii…iii，、，，

懸鍵……i…嚢

＊オレゴン州の組織と現地公衆衛生機関は分権的とみなされる。郡保健機関は州疫学プログラムの指揮下で、発生の調査と対応の物理的基盤の大半を遂行する。
ACDPが擁する環境衛生の専門家は食品事故発生への対応を補佐し、州と郡の保健機関の連絡役として活動する。



ロードアイランド州＊保健省
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＝　　謝錫
…懲嚢……………1…葦……………………………1…
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・市民、臨床医、ラボから食品事故の報告を受

　理
・症例定義の確立 ・非公式の食品　故発生調査チームを指揮

・調査検分の展開 ・地域の臨床医、疾病管理予防センター（CDC）、

他州の疫学局に警告

伝染病室、防疫部
・患者聴き取り調査 ・長官室は週1回の定期更新を介して州知事に

　食品事故発生を報告することがある

・医療記録の精査
・データ入力を担当

・積極的患者発見の遂行
・免疫グロブリン投与（民間医療機関が補佐）

州保健’生研究所 ・臨床試料の試験の遂行 ・食品事故発生調査チームに参加
・食品事故報告受理の支 ・調査検分の　佐 ・食品事故発生調査チームを補佐
・食品及び食品施設に関連した苦情の受理と調 ・環境調査の遂行 ・他州の食品規制当局者に警告を送り、必要に

査 応じて、連邦食品規制当局に通知
食品安全保護室、 ・職員が24時間待機して、24時間緊急ホットライ ・必要に応じて患者聴き取り調査を補佐

環境衛生部 ンを運営

・必要に応じて臨床試料の収集

・積極的患者発見の補佐
・食品取扱業者の聴き取り調査
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ロードアイランド州保健省（続き）
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＝　　　、窪賑置難蹴 轟．諫錘蹴瓢　　　4

鵠閃葦　羅 欝

昌 簗鵬

’
セ

＝　きi

ひ欄：：摘轍聴　…ミ肇……；…麟羅…1…ミミ灘………………iiiiミミ……ミミ…………………………1 蕪灘嚢嚢嚢講…ミ1……i嚢嚢嚢iiiiii奪
璽iiiiiiiii1iii

伝染病局、防疫部
・食品事故発生7一タの分析と解釈 ・食品事故発生概要資料の作

　提出

≧．1

州保健衛生試験所 ・環境試料の試験遂行
・暫定診断、環境調査、疫学データ ・食品事故発生概要資料に寄稿

聾
、 調査（時間／温度、病気の従業

員、汚染された市販食品等）に基 5
づく環境試料の収集 1

・食品起源調査の第一責任機関 ・州内の汚染食品回収の第一責任 1
機関 雇

食品安全保護局、 置

環境衛生部 ・食品施設操業停止、汚染が疑わ
　れる食品の出荷停止及び食品施1
　設への他の規制措置の第一責任雪
機関　　　　　　　　　　　1

聾
1
監

＊ロードァイランド州の公衆衛生業務は中央集権的であり、現地の保健担当部署はない。州の食品安全保護局と伝染病局が

る事象の調査と対応にあたっている。

㎝
①
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サウスカロライナ州＊保健・環境衛生省

輔　一

壽鼎蒸蹴蓼　」瓢撒 窒罧．蒸蹴愚　‘i黒賢 会騙．鰭蹴う　‘’響轡　　離

＝　機繊

難i＿liliii蓼…
彰；1一’㌔、

　・臼綴

：liiiiiiiミ　i

・現地の医師及び看護士から食品事故発生の ・正例定義の確立の　任を分担 ・疾病管理予防センター（CDC）、他州、“床医に

緊急疫学部、防疫局
報告を受理

・患者聴き取り調査を補佐

　警告

・食品安全調査チームに参加

・食品取扱業者の病歴調査

試験局 ・細菌学ラボが臨床試料の試験を遂行 ・食品安全調査チームに参加
・市民、臨床医、ラボから食品事故の報告を受 ・調査過程の中間機関として機能 ・他州の同等機関に　告

食品安全保護部、

　環境衛生局

　理

・急性疫学部と食品事故発生情報を共有 ・大規模な食品事故発生中の食品安全調査
　チームの指揮
・食品安全調査チームに参加

・市民から食品事故の電話連絡を受理し、州の ・圧例定義の確立の責任を分担 ・食品安全調査チームに参加
食品安全保護部に転送

・患者聴き取り調査の遂行

・調査検分の展開

12保健衛生地匿 ・臨床試料の収集
・データ入力を担当、

・積極的患者発見の遂行
・免疫グロブリン投与の監督

・食品取扱業者の病歴調査の補佐
i灘鱗鐡繕i灘騰繍磁，，，・

i鱗　鱗　　　　，，…騨 難i一羅灘 1：i：iiiliiiiliiiiiiiiiiiii　liiiiiii搬iiiiミiiiiiiiiiiii



サウスカロライナ州保健・環境衛生省（続き）

薫　艦

；　　　、窪罧．鎧鞭 霊綜。羅雛マ轍　　　穎

題閃」　嘉… 瀧

呂　　　讐13

i鞭ii襲灘i…li…li難ii雛　　，，ii㈱i． 朧一iiiiiii　　　　　：＝蝋1＝顎＝31漱：：：

＝1：i；i辮きi＝i：iIi＝i：きi

緊急疫学部
・食品事故発生データの分析と解釈
　の責任を分担

・食品事故発生概要資料の検討

試験局 ・環境試料の試験遂行
・食品事故発生データの分析と解釈
　の責任を分担

・必要に応じて食品事故発生概要
　　　　　　　　　　　　　　　塵
　資料の検討と修正
・地区に対する食品施設操業停止1

　の支援と指導　　　　　　　　　1

　　　　　　　　　　　　　　　置

食品安全保護部、

　環境衛生局

食品事故発生データの分析と解釈
の責任を分担

・食品施設操業停止の第一責任機
　関

12保健衛生地区
・食品事故発生後概要報告書の作1

成

i鱗懸
・肉以外の卸売り製品に関する州内

の汚染食品回収の第一責任機関1

灘羅illi欄ilii 嚢iiiiii藝

・卸売り肉製品回収の遂行

口

誘　　　　　　　　　、liili，騨iiii…i讐響覇・　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢羅＿蓬，、、講iiiiiiiiiiiiiiiliii鞘…盟き覇嚢ii羅

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，盧…，、，、、、、、、，，、、、馨、，嚢響……lii羅…………………・……i…………i……　iiii嚢1……………………………………　聾i覇1冊鰻甜翻

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　口……萎…鑓野瓢灘．…顯萎譲…………………雛縣……………灘灘雛鐘1…、…羅…………………難灘……萎1……葦……………萎1鎚弩、灘…………1…………灘

　＊サウスカロライナ州は中央集権的とみなされ、州の保健・環境衛生省は食品事故発生調査の第一責任を担う。12の地区事務所は州保健衛生省の支援と指導を受け

　て、調査過程を指揮する。



ワシントン州＊保健省

藁　・

甕網離鍬鳶　」恩・婁 壽貯．熱鞭㌻　’i，釜 会鼎蒲蹴憂　’撫鰯τ．難

墨　識翼墜

駅、灘難騰綴蠣

・市民、臨床医、現地保健機関、ラボから食品事 ・複数郡にまたがる食品事故発生中、又は必要 ・マスコミと一般市民に発表する目報を承認
故の報告を受理 に応じて、現地の食品事故発生調査を指揮及

び／又は監督
・医療従事者の食品事故発生報告用の24時間 ・州が食品事故発生調査の主導権をとる場合、 ・必要に応じて、疾病管理予防センタ［（CDC）と

疫学局、伝染病疫学
　伝染病ホットラインを運営

・疾患及び潜在的食品事故発生に関する定期
調査活動全ての責任を担うか又は協力する 　他州に警告

・現地の保健管轄区域や他の関係州当局に通
査察の遂行 知

・週1回、州知事に送る1ぺ一ジの「月曜ニュー
ス』に食品事故発生の最新情報を含めることが
ある

公衆衛生試験所
・特定因子に関する検査の増加に注意する

1
・
特
定 因子の遺伝子クラスタ検出試験の遂行

・臨床試料の試験の遂行（キン　郡は臨床試料
　の試験をある程度行える）

・必要に応じて他の機関との試験を手配

・小犯り食品の安全問題に関する食品事故の報 ・州レベルの指揮または調整が必要な場合、州 ・マスコミと一般市民に発表する情報を承認
告及び州の機関からの報告を受理 の伝染病疫学局と協力して食品事故発生調査

食品安全と甲殻類事業 にあたる

局、環境衛生 ・州の機関から甲殻類に関連した食品事故の報 ・要請に応じて、現地保健機関の調査を補佐 ・週1回、州知事に送る1ぺ一ジの「月曜ニュー
告を受理 ス』に食品事故発生の最新情報を含めることが

ある

情報伝達局
・食品事故発生中、予防策など一般市民向けの
　情報メッセージを発行

謙灘灘騨．．．

F食品安全事業
・ワシントン州で製造された卸売り食品に関連し

　た食品事故発生の報告を受理
・卸売り施設に関連した食品事故発生調査を補
　佐

・必要に応じて州保健省及び連邦当局と連絡

観灘．，

・市民は食品事故の報告は現地保健機関に直 ・管轄区内の食品事故発生の大半の調査に対 ・食品事故発生中、予防策など一般市民向けの
接行うよう奨励されている する第一責任機関 情報メッセージを発行

・食品事故発生の惰報を州の伝染病疫学局に ・症例定義の確立
転送する ・調査検分の展開

・患者と対照群の聴き取り調査

・臨床試料の収集

・医療記録の精査

・データ入力の手配

・積極的患者発見の遂行
・免疫グロブリンの投与（民問臨床医が補佐）

・適切な介入措置の遂行（検査、職場や学校の
制限、，治療）
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ワシントン州保健省（続き）
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・州力調査を　揮する場合の7一タ ・食品事故発生概要報告書の作　1

伝染病疫学、疫学局
　の分析と解釈の第一責任機関
・必要に応じて現地保健管轄区の

補佐

又は承認　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　璽

公衆葡生試験所 ・環境試料の試験
・食品事故発生・アータの分析と解釈

　の補佐
・州内の汚染食品回収の際の全関

係者への連絡　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　量

食品安全と甲殻類事業
　　局、環境衛生

・甲殻類に関連して発生した場合の

　環境試料の収集

1一

雇
贋

・公的施設の食品起源調査の遂行 1
・甲殻類及び小売り食品の起源調 口

査の遂行

ぞ報伝達局
ili諒’・iil…iii

…iiii……iii麟iiii三ii套i

くi＝i；i辮きiこi＝i；i；きi：i　　　＝：＝：＝i＝i＝i幸きi＝i＝i：i：i二きi

食品安全事業

・環　試料収集の補佐

・卸売り食品施設の起源調査の遂
　行

6潔麓籍品回収の際の全関1
　　　　　　　　　　　　　　　露

　　　　　　　　　　　　　　　璽

・環境試料の収集 ・管轄区に影響を及1した食品事故
発生に関する最終報告書の作成1

・管轄区内の汚染食品起源調査の 置
第一責任機関 口

1
羅

＊ワシントン州の組織と現地保健機関は分権的とみなされ、現地保健機関は管轄区内の食品事故発生の調査に対する第一義的責任を担う。



第5章　米国の食品安全確保における各政府（連邦、州、地方等）機関の関係

　米国では、食品の安全性について、社会経済の発展と多様化が進むにつれ、一

省庁又は一部門だけで解決できる事案は少なくなっている。そのため、食品の安

全を確保する上で米国内の各政府（連邦、州、地方等）機関の緊密かつ横断的な

連携が不可欠となっている。

　これらの連携体制については、2001．年2月に全国食品安全システム・プロジ

ェクト（NFSS：：National　Food　Sa艶ty　System　proJect）が作成した報告書

「Multistate　Foodbome　Outbre＆k　Investigations：Guidelines　fbr　Impmving

Cqordination　and　Communicationjに掲載されている複数州’での食品媒介疾病

発生時の機関別役割分担一覧（表1）及び複数州での食品媒介疾病発生時の機能

別役割分担一覧（表2）に簡潔にまとめられている。この報告書の詳細について

はFDAホームページ内の連邦州機関（http：〃www．fda．govlora／fbd」state／NFSS／）

に関する記述を参照下さい。

　米国の連邦政府間の分担は、農務省（USDA）が食肉、家禽肉、卵加工品を所

管し、食品医薬品烏（FDA）が魚介類等その他の食品を所管しており、一見単

純な分担区分のように捉えられているが、食品の種類によっては部外者には理解

が困難な分担の線引きがなされている（表3）。

　この代表的な例として、GAOの報告書「FOOD　SAFETY　AND　SECURITY：
Fundamental　Ch＆nges　Needed　to　Ens皿e、Safb　Food」にも掲載され、所管官庁

の複雑さを指摘する場合に、各種の報告書に良く取り上げられているハムチーズ

サンドイッチの例がある（図2）。図2によれば、生産資材段階では、動物飼料

及び動物医薬品がFDAに、農薬がEPAに、種子がAMS及びAPHISに関連し、

農場段階では小麦がFDA、APHIS等4省庁に、レタス・トマトがFDA、AMS

等4省庁に関連し、加工の第一段階ではハムがFSISに、チーズがFDA及びAMS

に、小麦がFDAに関連しており、ハムチーズサンドイッチの安全性の確保には

多くの省庁が関わっている。

　次に、加工の第二段階（販売時）では、ハムチーズサンドイッチの販売形態に

より、その汚染リスクが同程度にもかかわらず検査頻度が異なる。パンで挟まれ

ない形態のハムチーズサンドイッチを製造する事業者はFSISにより毎目検査が

行われるが、パンで挟まれる形態のハムチーズサンドィッチを製造する事業者は

FDAにより平均で5年に1回検査が行われるといった違いである。

　さらに、上記に加えて、環境保護庁（EPA）が農薬、水を所管していること

から問題は一層複雑となっている。そのため、・食品事故発生時における連邦の監

督官庁の管轄については、様々な事例に応じて所管の重複を考慮した上で決定さ

れる（図3）。
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図

表1 複数州での食品媒介疾病発生時の機関別役割分担一覧

機関 監視 検出 調査 関連食晶 追跡 情報供給源調査

地　　　域 ●　報告義務のある疾病 ●　疾病群の特定 ●　調査チームの召集 ●　記述的疫学研究 ●　情報源の収集 ●　　州及び連邦調査のサポ

（：LocaD ●　散発性の疾病 ●　病気の追跡調査 ●　現在の状況確認 ●　統計上の結びつき ●　州や連邦と検出事項 一ト

●　患者への聞き込み調査 ●　環境学的調査 の共有

●　診断の検証 ●　実験分離株の照合

●　他機関への警告

州（State） ●　地域職員との協議 ●　地域職員との協議 ●　　地域職員のサポート ●　他機関への警告 ●　情報源の収集 ●　連邦調査のサポート

●　　地域職員からの報告入手 ●　　地域職員からの報告 ●　　調査範囲の拡大 ●　地域職員のサポート ●　連邦との検出事項の ●　　情報供給源調査の実施

●　　流行の同定 の入手 ●　調査の連携 ●　州全体の連携 共有 ●　　要因の特定

●　公共への誓告

連　　　邦 ●　州及び地域職員との協議 ●　　州及び地域職員との ●　調査の連携 ●　調査の連携 ●　食品流通の全ての段 ●　　情報供給源調査の指揮

（Federa1） ●　公衆衛生研究所 協議 ●　疫学的支援 ●　関連食晶の検証 階における情報収集 ●　　違反及び要因の特定

●　FDA及びUSDAの研究 ●　実験室追加検査 ●　　実験室における検査実施 ●　調査範囲の拡大 ●　　追跡した情報の分析 ●　　規制措置及び介入の施

所 ●　疫学的支援 ●　他機関への警告 ●　公共への警告及びリコ ●　情報源の特定 行

●　源泉指向データ収集 一ル（自主回収）の勧

（SODA：Source－oriented 出
口

data　acquisition）、

FoodNet、PulseNet、

食品農薬研究所
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表2 複数州での食品媒介疾病発生時の機能別役割分担一覧

機能 監視 検出 調査 関連食品 追跡

疫学室 ●　　消極的（報告義務のあ ●　疾病群の特定 ●　調査範囲の拡大 ●　記述的疫学研究 ●　情報移

るSODA） ●　病気の追跡調査 ●　症例の検出 ●　統計上の結びつき

●　積極的（FoodNet） ●　診断の検証 ●　調査チームの召集 ●　関連食品の検証

●　　病気対応 ●　調査の連携 ●　公共への警告及びリ

コールの勧告

実験室 ●　臨床研究所 ●　患者から採取した分 ●　　患者から採取した分離 ●　食品や環境のサンプ ●　検出屡

●　・PulseNet 離株の照合 株の照合 ル分析 のサボ

●　公衆衛生研究所 ●　二次試験 ●　二次試験 ●　患者の分離株と食品

（FoodHealthlabs） ●　　これまでの分離株の の分離株の照合

●　食品農薬研究所 レビュー（検査・再検

●　FDA／USDA研究所 討）

●　食品サンプル

環境 ●　病気対応調査 ●　疫学的警告 ●　調査範囲の拡大 ●　調理場の調査 ●　流通塗

●　検査データ ●　病気の追跡調査
●
，
　
調 理場の調査 ●　　関連食品・水の検証 源の収

●　　調理段階で汚染が発 ●　追跡鄙

　　　　　　　　　、生したか否かの判定 情報の

，●　公共への警告及びリ ●　情報供

コールの勧告

情報供給源の確定

検出事項の共有及び調査

流通全体を通しての情報

追跡調査により得られた

情報の収集及び分析

情報供給源の確定’

情報供給源調査

●　　情報源の環境的調査の

　　サポート

●　食晶や環境のサンプル

　　分析

●
●
●
●

情報源調査の指揮

要因や違反の特定

サンプル収集

規制措置及び介入の施

行



表3　　市販品におけるFDA及びUSDAの管轄の重複

製品 FDA USDA
赤身肉製品 指定されていない赤身肉

例；バイソン（野牛）、ウサギ、

狩猟動物、動物園の動物、

エルク（ヘラジカ）、ワピチ、ムース

畜牛、羊、豚、山羊、馬、ラバ、

他の馬系の動物

家禽類 指定されていない鳥類：野生七面鳥、

野生鴨、野生ガチョウ、エミュー、．

平胸類の鳥

家畜鳥類：ニワトリ、七面鳥、鴨、

ガチョウ、ホロホロ鳥

他の食肉製品 赤身肉含有量3％未満の製品（保存

用）、パンで挟まれる形態のサンドイ

ッチ

3％以上の赤身肉を含む製晶（保存

用）、パンで挟まれない形態のサンド

イッチ（通称オープンサンド）

他の家禽類 2％未満の家禽類を含む製品（保存用） 2％以上の家禽類を含む製品（保存用）

卵 殻付卵、卵製品を含んでいる製品及び

USDAの管轄外である卵加工施設

’（例；レストラン、ケーキミックス

工場、べ一カリー）

殻付卵の表示やラベリングの施行

殺菌加工卵製品、卵加工工場（洗浄、

仕分け、割卵、殺菌）

スープ USDA管轄外のスープ全て 3％以上の赤身肉又は2％以上の家禽

類を含んだスープ（例；チキンヌード

ル）

他の製品 チーズ、たまねぎ、マッシュルーム、

ピザ、スパゲティソース（赤身肉含有

量3％未満）、マッシルーム及び2％の

食肉を含んだスパゲティソース、ポー

クビーンズ、パンで挟んだ形態でスラ

イスした卵が入っているサンドイッ

チ、冷凍魚製品、ウサギシチュー、エ

ビ風味のインスタントヌードル、鹿肉

のジャーキー、野牛のハンバーガー、

ワニのナゲット

ペパローニピザ、ミートラバーズピ

ザ、ミートソース（3％以上の赤身肉

を含む）、ミートボール入りのスパゲ

ティソース、ローストビーフのオ「プ

ンサンド、ホットドック、ビーフ又は

ベジタブルポットパイ（肉入りのパ

イ）、チキンのオープンサンド

上記規則の例外 他州へ渡る船舶、飛行機、電車、バス

上で発生した食品事故に関連する全

ての食品

64



l 

~ ~ ~~; ~; ~ 

~~e~~ 

Artha~l~eecl -

ee~is 

e~e~ea!~ 
~s.S･* ter~~z~~s 

~$# ~~~ct･ ･ '-~i;,de~,*.. _~; 

Anjmaj e~Jge 

On~ Fa~t 

eows (~i~!~. Hegs 

Wheat 

L~~L!~ 

Itn~~e~ 

RrshLuti. P~eesvs 

I 

N~n 

e~e~ 
~e~~ 

. ., 

. 
i 

-~> 

seevcLsnj p~~~e 

tpe~rbee 8asd~ith 
Pf~s~er tas~ee!~ti njajty 

by Fe~S (VsnA) 

~NeREDIENTe~ S@mj* H~m* 

eta~~. ~~ eolmjch 
P~~s~~ mj~ee en ~enge eD~ 
~ev s pa~ by PeA 

~l2 

(GAO ~~~~~ 

l~~T~ -~~h~/ ~~ ~/ 7~ O)~~~+~O)~~~;~-~c=~f ~f O)^~~j~ ~~ 

(GA0-02-47T) http://www.gao.gov/new.items/d0247t.pdf J; ~ ~I ;~] ) 

65 



図3　　食品事故を管轄する連邦監督官庁の決定

事故に関連して

いる又はその可

能性がある食晶

管轄する監督官庁を決定するた

めに表2を参照する

FSIS又はFDA

食品又は動物飼料

製晶中の化学又は

農薬汚染

EPA

管轄する監督官庁を決定するた

めに表2を参照する
FSIS又はFDA

食品事故に関連して

いる又はその可能性

があるボトル入り水

及び氷

EPA（情報源）

FDA（製品）

食品を加工するにあ

たり使用した、食品事

故に関連している又

はその可能性がある

汚染水

E：PA

管轄する監督官庁を決定するた

めに表2を参照する
FSIS又はFDA

食品事故に関連してい

る、又はその可能性があ

る水道水又は再生水

EPA

国際運行 CDC

船舶上で発生した食品事

故 国内運行 FDA

飛行機など他の乗り物で発

生した食品事故

国際運行 CDC

国内運行 FDA
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第6章　米国の食品安全確保における事業者及び消費者の関係

1　生産・製造段階における食晶の安全確保への取り組み

　米困では食晶の安全性確保に関する消費者の関心が高くなっていることから、

生産者団体等で、生産者の自主的な食品の安全性も含めた品質確保のための取り

組みとして、品質保証プログラム（QAPs　l　Quality　Assurance：Programs）が作

成され、実施されるようになった。QAPsはζ飼育中の家畜の疾病を予防し、安

全な食肉等を提供するために、生産者に対し、動物用医薬品や農薬の正しい使い

方等を周知させ、主に化学物質の残留抑止を目指すものである。また、管理業務

を改善し、生産費用削減と食品安全性への関心への認識を高めるため設計された

管理教育プログラムの形態を1とっているものもある。．

　QAPsの作成は、以下に取り上げた豚肉、牛肉のほか、乳製品、子牛、羊、七

面鳥、鶏肉、鶏卵等、ほぼ全ての食肉関連業界で作成されている。これらのQAPs

に共通しているのは、危害分析重要管理点（HACCP：Hazard　Analysis　and

Critical　Control　Point）方式をべ一スとして作成されていることである。

1・1豚肉品質保証（PQA）プログラム

　豚肉品質保証（pQA　l　Pork　Qua五ty　Assurance）プログラムは、米国養豚業

界の全国組織である全米豚肉生産者協議会が、豚の疾病を予防し、動物用医薬

品や農薬の正しい使い方を推進するために独自にHACC：Pの考え方に沿って策

定したプログラムである。

　PQAプログラムは、全米豚肉生産者協議会（NPPC）が作成したレベル1～

皿までの指導用ブックレットに従い、養豚業者が在宅で豚肉の品質保証のため

のマニュアルを習得することが可能であり、段階的に生産者を教育するシステ

ムになっている。

　レベル1～Hでは、動物用匿薬品の取り扱いと適正な使用方法の習得を目指

し、最終段階のレベル皿は、生産者各自が独自に工程の改善を実施できるよう、

豚肉の品質を保証するためのガイドブックになっており、以下の7つの基本

原則が明示されている。

　①　豚肉の生産から出荷まで、危害が発生する恐れがあると予想される危険

　　度を明らかにする。

　②　危害度を見極めて、コントロールしなければならない重要管理点（CCP）

　　　を決定する。

　③　各々の重要管理点を確認して、管理基準値を定める。

　④　重要管理点をモニターするための手順を作成する。
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⑤　モニターによって管理基準からの逸脱が認められた場合は、それをどの

　ように矯正するべきか決めておく。

⑥　HACCP計画書に、記録の保存方法を記載しておく。

⑦　HACCP方式が、正確に行われていることを検証する方法を定めておく。

（参考）PQAプログラムで挙げられている養豚における管理点

　効率的かつ効果的な健康管理計画の策定

　獣医、生産者そして患者のリレーションシップの確立

　全ての医薬品を正しく保管する

　専門の獣医の指導と共にFDAが認可した薬だけを使う

　全ての注射薬と経口薬は正しく投与し、処置された家畜が識別できるよ

一うにする

　飼料添加物を使う時は、表示された規定に従う

　医療の記録と処置された動物の識別は適切に保持し、使用する

　適宜、医薬晶が残留していないかスクリーニングテストを行う

　従業員や家族に、・適切な医薬品使用を意識させる

　獣医や専門家の協力を得て、毎年チェックリストを補充する

1・2　牛肉品質保証（BQA）プログラム

　牛肉品質保証（BQA）プログラムは、全国肉牛生産者・牛肉協会（NCBA）

により有害物質が残留していない安全で衛生的な牛肉を生産するために開発さ

れたプログラムである。

　従来、食用牛の適正な飼育方法のプログラムは、米国内の各州や関連団体で

それぞれ作成されていたが、BQAプログラムを統一的な食肉生産者の品質保

証プログラムとして今後普及させることを目指している。そのためにNCBA

は、BQAプログラムを生産者のトレーニング・プログラムと位置付けており・

教育材料の提供等を推進している。

　現在、教育されるべきカリキュラムとして、消費者の意向、集団健康管理の

ためのチーム・アプローチ、獣医の診断と検死の援助、記録の保持、動物の識

別、動物用医薬品の適切な取り扱いと管理、貯蔵、注射と処置、残留テスト、

動物の世話と取り扱い、蓑境との関連、関連する規制と機関等が挙げられてい

る。
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2　流通段階における食品の安全確保への取り組み

2・1米国におけるトレーサビリティ

　民間における食品流通を網羅した取り組みとして、食品を特定するための情

報が、生産から販売まで一貫して記録される仕組み（トレーサビリティシステ

、ム）が挙げられる。トレーサビリティとは、英語のrトレース」とrアビリテ

ィ」の合成語で、国際標準化機構（ISO）では「記録物によって、その履歴、

転用又は所在を追求できる能力」・と定義されている。

　もともと工業製品等の商品の履歴、所在を追跡する方法として構築されたが、

これを食品に適用し、農畜産物の生産者や生産過程情報、食晶加工、流通に関

する情報を各食料品に添付し、食料品の履歴を遡って確認することを可能にさ

せる仕組みである。

　米国におけるトレーサビリティの導入はEU、オーストラリア、日本等に比

べて大きく遅れている。その理由として、米国の食品安全制度はHACCP等に

代表される製造段階での病原菌制御に重点が置かれており、生産及び流通段階

で情報が共有されておらず、消費者がそれらの情報を確認できない仕組みとな

っていることによる。さ．らに、各政府機関が実施する検査制度を消費者が信頼

していることも理由としてあげられる。

　近年、農場から食卓までの食品安全確保の重要性が強調され、米国内での

BSE発生の影響もあり、トレーサビリティ及び生産及び流通段階での情報開

示を導入する動きがある。トレーサビリティの導入は、生産者や事業者が自発

的に取り組む任意のもの、すなわち民間主導によるものであり・、導入にあたっ

ては生産から小売り段階までの多数の関係企業の連携協力が必要とされる。米

国においては、経済的な効率性を考慮し、行政による規制より個別の企業によ

る自主対策を重視しており、加えて法的規制に対する業界の攻治的圧力が強い

ことから、トレーサビリティ導入の制度化は未だ困難な状況である。

2・2　テロ行為を防ぐための食品の安全管理指針

　FDAは、バイオテロリズム等のテロ行為、その他の犯罪行為を防ぐため、

あるいはその危険性を最小限に抑えるため、米国内の食品輸入業者、食品加工

業者、小売業者に向けての指針を発表している。本指針には、r食品製造業者、

加工業者、輸送業者、小売店」に対する指針及び「輸入業者」に対する指針の2

つの指針があり、構成が若干異なるが、・内容はほぽ同じとなっている。ここで

は前者の指針を中心にその概略を説明する。

　本指針は、食品の生産現場から食卓に至るフードシステム（丘oζn・to嘘able）、

すなわち、農場、養殖施設、漁船、．運送業者、包装施設、倉庫、食品サービス
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業に関連したものであり、食晶流通のそれぞれの段階における運営者に焦点を

当てで策定されている。内容は、①食品施設の安全管理、②一般的な安全管理、

③被雇用者に対する安全管理、④コンピューターシステムの安全管理、⑤給水、

空調の管理、⑥調理済み食品の管理、の6章で構成され、それぞれの章の概

略は次のとおりである。

①

②

③

④

食品施設の安全管理

　資格のある個人に安全管理の責任を委ねる

　全てのスタッフに対して、目頃の訓練や報償制度の設立を通じて、施

設や製品の異常に注意を払うよう奨励する

　不審な行動、活動に関する情報を迅速に調査する

　配達される手紙、小包を確認する検査体制を確立する

一般的な安全管理

　外部から出入りする不審な車、物に対する検査（IDの提示、持ち物

検査）を実施するとともに、訪問者の立ち入り場所を制限する

　危険物等に近づけないようフェンス等で保護する

　ドア、窓、通風口、倉庫のハッチ等から外敵の侵入を防ぐため必要な

措置を講ずる（必要以上に開口部を設置しない、モニター装置を設置す

る、鍵を適正に管理する等）

　トイレは、鍵あるいはIDカードでのみ開閉できるようにする

　危険な物質の貯蔵等については、当該場所へのアクセスを制限し、紛

失した場合には即座に調査できる体制を整える

被雇用者に対する安全管理

　事前雇用の段階で職歴、住所等を確認する

　FBIの調査を参考にして犯罪歴を調査する

　毎日の勤務状況を把握する

　個人を管理するための番号を記載した写真入りのIDを持たせ、退

職時には回収する

　衛生管理が厳しく要求される区域への私物の持ち込みを禁’じるか、

メッシュのロッカーを使用させる等して、個人の検査を定期的に実施

する

　テロ行為等が発生した場合に備え、防御方法などの対応について訓

練する

コンピュrターシステムの安全管理

アクセス権を厳しく制限する

コンピューター処理を遡って確認できるシステム及びデータのバック
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　　アップ体制を確立する

⑤　給水、空調の管理

　・　井戸を含む水の供給シヌテムの安全体制、配水業者との緊急時の連絡

　　体制を整える

　・空調施設へのアクセスに対する安全体制を確立する（フェンスの設置

　　やビデオ監視〉

⑥　調理済み食品の管理

　・　製品の追跡調査、余剰在庫、材料が紛失した場合の調査を行う

　・　倉庫業者、海運業者が適切な安全対策を講じることを相互に書面等で

　確認し、また、船主は船積み荷物の調査を無作為に行う

　以上の①～⑥の内容は、現在、米国の空港で行われているセキュリティチェ

ックを連想させる内容である。あくまでも「指針（Guidance）」であるが、そ

れぞれの管理運営者の状況に合わせてこの指針を活用すべきものとされてい
る。

3　消費段階における食晶の安全確保への取り組み

　FDA、FSIS等の調査によれぱ、近年、食品の安全性に関する米国の消費者の

知識は高くなってはいるものの、多くの消費者が食品の実際の取り扱いに関して

は自身が考えている程には適切でない行動を取っていることが明らかとなってい

る。そのため、多くの政府機関及び民間機関等で消費者への食品安全に関する広

報及び普及啓発活動が行われている。

3－1食品安全に関する消費者の意識

　米国農務省（USDA）の食品安全検査局（FSIS）では、食品の安全性確保

についての普及啓発のため、「The　Food　Safbty　Educator」、というニュースレ

ターを年4回発行している。なお、「The　Food　Safbty　Educatorjは：FSISホー

ムページ（http：〃www悉is．usda．gov／oa／educator／educator．htm〉に掲載されて

いる。2002年発行の第1号（Volume7、Number1〉には、1993年から2000

年の間に実施されてきた様々な消費者に対する調査を分析したレポートを紹介

し、消費者の食品の安全性確保に関する意識と行動、そしてその変化を取り上

げている。

　本レポートによれば、食中毒の原因になる病原菌や食品の取り扱い方法につ

いては、消費者は以前に比べ、詳しい知識を持つようになってきているとして

いる。62％の消費者が安全な食品を選び、安全に取り扱うよう努めていると
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答えている、また、ある調査では、40％の消費者が食品の安全性について非

常に詳しいと答え、44％がある程度の知識を持っていると回答している。

　その一方で、消費者が取っている実際の行動にはいくづかの重大な間違いが

あり、改善の余地があるとしている。例として以下のものを挙げている。

　・　多くの消費者は、重要な食品の安全な取り扱い方法に従っていないこと

　　がある。適切に肉を解凍し、残り物を安全に再度温め、「疑わしい時は、

　　捨てる」というルールに従っていない。

　・　多くの消費者は、安全性への心配から、より徹底的に火の通ったハンバ

　　ーガーを食べるようになってきているが、食品用の温度計を使ってチェッ

　　クしている者は3％に過ぎない。温度計を使うことが安全に料理された

　　かを確認する唯一の方法である。食品用の溢度計の使用率は低く、大きな

　　カットの肉の場合でも22％に過ぎない。別の観察調査では、5％の参加

　　者が食品用の温度計を使ったが、そのほとんどは温度をどう解釈して良い

　　かわからなかった。結果として、参加者が調理したものの内、鶏肉料理で

　　は82％、ミートローフでは46％に十分に火が通っていなかった。

　・　多くの消費者は、自分たちは手を洗い、まな板もきちんと洗っていると

　　答えているが、観察調査では、料理の前にいつも手を洗ったのは参加者の・

　　45％に過ぎず、ほとんど全ての参加者が調理済みの食品が生肉に汚染さ

　　れる危険のあるまな板の取り扱いをしていた。

　この他に注意すべき点としては、乳幼児、妊婦、高齢者等が食中毒に対して

高いリスクを抱えているグループであるという認識が十分になされていないこ

と、子供を持つ家庭ほど、まな板を洗い、適切に肉を解凍し、温度計を使うと

いうことをしていないこと等を挙げている。

　一方、食の安全性に関する知識は向上しているとしている。例として以下の

ものを挙げている。

　・　93％の消費者がサルモネラに、85％の消費者が大腸菌に注意を払う等、

　　消費者の特定の病原菌に対する関心は高くなっている（98年の調査。大

　　腸菌についてはデータがないがサルモネラについては、93年の調査では

　　79％の人が注意を払っていると答えた）。

　・　85％の消費者が食品の購入や使用にあたって、消費期限を確かめるよ

　　うにしている。冷蔵庫の中でも増殖可能なリステリア菌の感染を防ぐ上で、

　　消費期限の確認は非常に重要である。

　・　料理前に手を洗い、適切にまな板を洗い、残り物を安全に温め直し、温

　　度計を使うなど最も適切な取り扱いをしているのは、高齢者層である。
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3・2　政府機関による広報及び普及啓発活動

　USDA及びFDAでは、食肉、家禽肉｛未殺菌ジュース、鶏卵等について、

商品パッケージに取り扱い上の注意事項の記載を義務化し、注意喚起を行って

いる。

　さらに、FDA及びUSDA等の連邦政府機関を中心にインターネッ、トのホー

ムページ等を利用した消費者への普及啓発を活発に実施している。特に、FDA

（CFSA：N〉では下記の各種プログラムを実施している。その実施にあたって

は消費者団体、食品業界、産業団体及び多くの政府機関との相互協力・連携を

働きかけている。

①食品製造業者教育プログラム

　本プログラムでは、特に果物及び野菜の生産者と鶏卵製造業者に焦点を当

てている。果物と野菜における食品事故を最小限に抑えるための資料（手引

書）が特にヨーロッパ地域向けにも翻訳されている。CFSANは国内だけで

なく、特に果物や野菜の輸入先である南米諸国に職員を送って農場管理者や

農産物輸出業者等に研修を実施し、技術援助等も行っている。なお、上記の

資料（手引書）は英語だけでなくスペイン語、ポルトガル語、フランス語に

も翻訳されている。

　一方、食品テロに対しても警戒するため、食品産業界が食品に関するリス

クを最小限に抑えられるような安全対策に関する指針書を発行し、食品製造

業者、加工業者、運搬業者、輸入業者、小売業者等が安全性を確認できるよ

うな手段を用意している。なお、米国においては、ほとんど全ての食品製造

業者から食品加工業者等、食品関連業者は州によりライセンスを付与され、

検査等もされることから、・この指針書は州政府を中心に配布されている。

②　フードコード（食品規準：Food　Code）

　小売り分野では、食品安全の観点から、広範囲に渡って食品の取り扱い方

法から食品の受け取り、貯蔵方法、消費者に伝えるべき情報の種類までが記

載されているフードコードと呼ばれる手引書がある。．

　フードコー一ドは、産業界、州保健局、大学の食物学者、消費者団体、連邦

政府機関てFDA、USDA、EPA等）による食品保護会議（Conf6rence　ofFood

Protection）により2年毎に見直される。最新版は2003年発行分で、イン
ターネット上（http：〃www．cf忌an．fda．gov汐一dmslfbodcode．htm1）で入手可能で

ある。

　フードコードは、あぐまでも手引書であり規則等ではないが、連邦・州・

地方の各機関の小売業者の監督官は、フードコードをモデルとして使用しな
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がら食品安全規則を理解し最新情報を得る他、多くの州や州管轄下にある市

及び米軍までもがフードコードを参考として食晶安全に関する規則を制定し

ている。また～食品を扱う小売店の多くが、フードコードの条項を販売業務

に適用している。

③消費者教育プログラム

　米国ではUSDAとFDAが互いに協力しながら、食品の安全性を確保する

ための消費者教育キャンペーンを実施している。

　消費者教育プログラムの一環として、人々が食品安全を容易に理解・認識

できるキャラクター又はスローガンを作り、それを用いて消費者への食品安

全の普及啓発を行っている。中でも1997年から行われている「FightBAc」

をスローガンとする消費者キャンペーンがあり、次の4つの基本原則を打

ち出している。

　BACとは、「バクテリア（bacteria）」という意味と、「反撃する又は抵抗

する（fightback）」という2つの意味を掛け合わせた造語である。

clean：手や食器等の表面を良く洗うこと

separate：食品・食材等を適切に分けて保管し、間接的な汚染の防止

cook：適切な温度での調理

dh皿：迅速な冷蔵

　このスローガンは、テレビ放送等により広く周知されており、英語だけで

なくスペイン語でも放送されている。また、ポスター、店頭のチラシ、冷蔵

庫用のマグネットシールの活用、、セミナー・イベントの開催、キャンペーン

ソング等を効果的に使用した映像資料～子供向けホームペ｝ジ、食品用温度

計の使用促進等、多彩な教育プログラムが展開されており、これらの資料類

は公共施設から消費者団体に至るまで多くの団体等に無料で配布されてい

る。このスローガiンを用いたキャンペーンは、一般消費者だけでなく子供か

ら1健康・衛生等を扱う専門家、教育者、．学校、病院等の公共施設における給

食の給仕者及び責任者、マスメディア等に広く知られており、効果的なキャ

ンペーンとなっている。なお、本キャンペーンの内容については、食中毒防

止に関する最新情報と共に、インターネット上からも入手可能である
（http：〃www．fightbac．orglmain．cf血）。

　USDAとFDAによる継続した食中毒防止教育としては、2003年より食品

の安全性を促進するためのラッピングバヌを使用した全国移動教室「ON

THE　ROADjの開催や、2003年11月にはバイオテロ等の緊急時対応につ

いても説明を加えた「食品安全と食品安全保障」という消費者向け小冊子の
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発行等の様々な啓発が行われている。

　一方、各種の消費者教育プログラムを進めた結果、現在では、各段階の学

校における食晶安全教育が非常に重要であることが明らかとなったため、以

下の各種プログラム等が開発されており、全て無料で配布されている。

　・　主に幼稚園から小学校3年生位までを対象に、ゲームや歌等を盛り込

　　んだプログラム

　・　9～12歳を担当する学校の教師を対象とした、食品安全に関する物

　　語を収録したビデオ、食品の取り扱い方法、ゲーム、ポスター及び実験

　　等の手引き等が盛り込まれたキット

　・　13～18歳までを対象とした食品科学や食品産業の業種を扱い、食品

　　に関する職業等について学生の意識を高める効果を狙ったキット。本キ、

　　ットには、教師用に食品に関する専門用語をまとめた辞典類も含まれて

　　いる

　さらに、これらのプログラムについては、年1回、中学校及び高校の教

師を対象に、キットの使い方や食品安全に関する教育研修を実施しており、

旅費から滞在費まで全てCFSANが支出している。この教育研修を受けた教

師は、今度は自分が他の学校の先生に対して自分が受けた教育研修を実施す

ることにより、多くの教師に食品安全に関する教育を広げていく狙いがある。

　一方、これらのプログラムの実施にあたっては、その普及に多大な費用が

かかるという問題点もある。

　その他、老齢者を対象としたプログラムもあり、これに関連したビデオや

冊子などを養護施設等に配布している。最近では妊婦を対象としたプログラ

ムを作成し、妊婦のみならず胎児にも影響しうる食晶に対して注意を喚起し

ている。また、CDCと共同で作成した医師向けのキットもあり、医師を通

じて患者に配布して活用してもらうこと等も実施している。本キットには意

図的な食品テロや食品汚染等の特定に関する新しい情報等も含まれている。

3・3　民間機関による広報及び普及啓発活動

　消費者団体の多くが、消費者に対し、政府及び企業の食品安全に関する記者

発表内容の広報・提供や食品事故及び食品媒介の疾病等について注意喚起して

いる。また、食品添加物、遺伝子組換え食品、BSE等の課題を取り上げ、独

自に調査を実施した結果を公表すると共に、議会及び政府に対して政策提言を

活発に実施している。
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皿　米国の食品危機管理における各種制度

第1章概要

　米国の食品安全行政においては、食中毒の防止、食品添加物等の安全性確保等

の伝統的な課題に加え、近年り科学技術の発達に伴い、遺伝子組換え食品、化学

物質の未知の健康影響等、新たな課題が生じている。

　食品の安全性を損なう危害要因は、以下の3種類に大別できる。

　①　生物学的危害要因：細菌、ウイルス、寄生虫等の病原微生物

　②　化学的危害要因：残留農薬、食晶添加物、カビ毒等の化学物質

　③　物理的危害要因：金属片や鼠の死骸といった異物混入等

　これらの危害の内、食晶の製造・流通過程によって危害要因となるものは異な

る。①の細菌やウイルス等による食中毒は、食品に生ずることが最も多い危害要

因である。②の食品中の化学物質は、幅広い危害要因となり得るため、残留農薬

基準、食品添加物の使用基準等が定められ、法律・規則等により厳しく規制され

ている。③の異物混入に関しては、包装から輸送・販売に至るまでの製造及び流

通段階において注意が必要な危害要因である。

　食品の製造から消費までの各段階で、食品による危害発生につながる危険要因

を調査・分析することは、将来起こり得る危害を防止し、制御するための包括的

かつ効果的な対策を立案するのに不可欠である。

　一方、連邦政府を主体とする食品の安全性確保の取り組みとしては、USDA、

DHHS等の複数の省庁が関わっており、従来の制度・規則の見直し、新たな規

則等の策定を行い、規則を遵守するための方法に関する手引き（ガイダンス）を

提供する等している。さらに、近年では、公衆衛生強化の観点から食品の安全性

確保に向けた取り組みのより一層の強化が進められている。

　そこで、米国における食品安全行政と管轄の概観を図4に、危害要因別の食品

安全確保に関係する主要制度等の一覧を表4に記載した。なお、図4及び表4は

JTC　Intemationa1吉田氏より提供して頂いた。
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第2章　米国の食品安全確保に関係する主要な制度概要

1　HACCP（危害分析重要管理点〉方式

　HACCPは、1960年代に宇宙食開発の際に必要となる高度な安全性確保を目

的として、米国航空宇宙局（NASA）と米陸軍N＆tick技術研究所、それと宇宙

食の開発を委嘱されたPillusbury社とが共同で開発したものであり、1971年に

初めてその概要が発表された。

　その後、1970年代に、’低酸性缶詰食品の加工・輸入に対し、HACCP方式を

実質的に導入した規制が施行されているが、本格的な導入は1985年に米国科学

アカデミー（NAS）の食晶防護委員会が、この方式の有効性を評価し、行政当

局にHACCPシステムの導入を勧告したことによる。これを受けて1987年に米

国農務省（USDA）、保健福祉省食晶医薬品局（FDA）等の行政機関の他、USDA　

及びFDAの諮間機関として、微生物学や食品科学関連の専門家を構成〆ンバー

とする「食品微生物基準に関する全国諮問委員会」が設置された。本委員会で、

HACCPは従来の微生物制御方法と比較し、科学的に優れ、また有効な管理方式

であることを評価し、HACCPの法制化を推進する方針を採択した。1997年8

，月にHACC：P方式の原則と実施に関するガィドラィン（HACCP　Principle　and

Application　Guideline）が公表された。このガイドラインでは、HACCP計画の

策定に関して、下記の7原則に沿ってその具体的方法を解説している他、計画

策定に係る標準的な作業手順、原材料の搬入管理等、HACCP導入の前提となる

前提条件プログラムの作成を勧めている。なお、本ガイドラインの詳細について

は、CFSANホームページ（http：〃www．c魯an．fda．gov1～comm1nacmc恥html）で

参照可能である。

　米国では、1995年12月にHACCPが初めて法制化され、1997年1月から食

肉及び食肉製晶に、1997年12月から水産食品の衛生管理に、2001年1月から

ジュースの安全で衛生的な加工及び輸入のための手脚こ、それぞれHACCPが法

的に取り入れられ、現在では最もHACCPが普及している国となっている。

　現在、米国で実施されているHACCI》は以下のとおりであり、これらの詳細に

っいては、CFSANホームページ（http：〃www．cf鍼n．£da．gov！～1rd／haccp，htm1）で

参照可能である。

　・　食肉・家禽肉に関するr病原菌低減・HACCP」規則（USDA／FSIS〉

　・　魚介類に関するr衛生的な魚介類及び同製品の加工と輸入の方法」規則

　　（FDA）

　・　ジュースに関する「ジュースの安全で衛生的な加工及び輸入のための

　　HACCP」規則（FDA）
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　また、米国におけるHACCP制度は、基本的にはコーデックスのガイドライン

に準じており、下記の7原則及び5手順に準拠した制度となっている。

（HACCP適用のための原則）

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

危害分析（HA：｝Iaz＆rdAnalysis）の実碓

重要管理点（CCP：Critical　Control　Point）の設定

管理基準の設定

モニタリング方法の設定

改善措置の設定

検証方法の設定

記録の維持管理

（HACCP適用のための手順）

①　HACCP計画の検討チームの編成

②　対象食品とその流通過程の確認

③　当該食品の使用法と対象となる消費者の確認

④　製造工程図及び施設構造や機械器具の配置図面等、当該食品の製造工程

　に関するフローダイヤグラムの作成

⑤　作成したフローダイヤグラムの現場での確認・検証

　HACCPは、危害分析（HA）と重要管理点（CCP）の2つの作業を組み合わ

せた食品の安全・衛生管理方式であり、当初は食品中の微生物制御に主眼が置か

れていたが、その後の検討により、微生物以外の危害因子、すなわち残留物質を

含めた全ての有害物質の制御にも利用できることが判明しており、従来のような

最終製品の検査に依存するのではなく、危害発生の防止に焦点を当てた総合的な

衛生管理手法として役割を担っている。

2　連邦有機食品基準

　米国の有機食品産業は、近年最も顕著な成長を続けている農業部門のrつであ

る。米国での有機食品の需要は、国民の健康意識の向上及び環境保護への関心の

強まりから急増しており、その需要に対応すべく、大規模農家の有機野菜栽培へ

の参入、大手食品加工業者や小売業者の同市場への進出等も目立ってきた。、

　以前は、有機食品の生産・流通等に関して、連邦レベルでの規制は実施されて

いなかったため、米国内における有機食品基準は州によりまちまちで，あった。そ

のため、州政府機関又は民間機関が、各々独自に設定した基準に従って認定作業
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を実施していたが、消費現場での漉乱解消、需要の増加に応じた有機食品生産の

増大等に対応するため、有機食品認定制塵の全米統一基準の制定を求める動きが

活発化し、1990年に有機食品生産法（Organic　Foods　Production　Act　of1990）

が制定され、約10年間に渡って有機食品認定制度の検討が続けられてきた。

　その後、USDAは1997年12月に全国有機食品基準案（一次案）を発表した

が、遺伝子組換え（GMO）、放射線殺菌、汚泥肥料の使用を認める内容であった

ことから有機農産物生産者、同加工業者、消費者等から痛烈な反発を受けた。

　2000年3月に、USDAは1997年12月の一次案に寄せられた厳しい規則を求
める多くの意見を反映し、遺伝子組換え、放射線殺菌、汚泥肥料、、家畜への抗生

物質の使用等を有機農法として認めない、より厳格な有機農産物の定義、認証、

表示等を規制する連邦有機食品基準案（二次案）を発表し、若干の修正が加えら

れた後、2000年12月に連邦有機食品基準に関する最終規定（NOP：National

OrganicProgram）が2001年10月から、そして表示の要件を含めた最終規定が

2002年10，月から施行された。本規定は、有機農産物の生産及び有機農産物加工

品の加工や表示の要件、認証機関の認可等について詳細に決めたものであり、こ

れにより全米統一基準を遵守した農畜産物だけが「有機（オーガニック）」と表

示できることとなった。

　本有機食品基準法の概要については以下のとおりであり、農務省農業マーケテ

ィング局（AMS）内の専用サイト（http：〃ww．ams．usda．gov／nop）から確認す

ることが可能である。

【概要】．

　本基準は、有機的に生産された生鮮又は加工食品の国内外の市場取引を促進し、

消費者に対しては、その表示された有機食品が輸出や加工の段階において統一墓

準に見合うことを保障するものであり、以下の規定が定められている。

　①　　「米国使用認可合成物質及び使用禁止自然物質リストjに従った原材料及

　　び加工原料を使用するものとする。

　②　有機農場が認可されるには、最後の禁止物質使用から3年を経ていなけ

　ればならない。

　③　屠殺される畜産動物は、妊娠期問の最終第3期から生涯を通して有機管

　理のもとで飼育されなければならない。有機畜産には、100％有機の飼料を

　与えるものとする。

　④畜産動物には屋外への出入りが、反鰐動物には牧草地への出入りが、それ

　　ぞれ確保されなければならない。．

　⑤　有機畜産の肥育には、抗生物質及び成長ホノレモンの使用を禁止する。

　⑥　有機生産には、遺伝子組換え作物、放射線照射、下水汚泥肥料の使用を禁
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止する。

　連邦有機食品基準では、1まずUSDAが州政府、民問団体等の検査機関を審査

した上でr認証機関」として認可する。認証機関は、有機表示をしようとする生

産者、取り扱い者に対し、農耕地及び加工施設の立ち入り検査、記録の検査、土

壌や水の定期的な検査等を行い、本基準を遵守している旨の認証を行う乙生産者、

取り扱い者は、これらの認可された認証機関から農産物の生産や取り扱いが、．本

基準の規定に合致していることの認証を得ない限り、有機食品としての表示は一

切できない。

　連邦有機食品基準では、4種類の表示を定めている。

　①100％オーガニツク（100％Organic）
　　・　有機生産された原材料だけで作られているもの。

　　・　USDAオーガニックマーク（USDA　Certified　Organic）を貼付できる。

　②　オーガニツク（Organic）

　　・　水及び塩を除いた重量で、その製品の少なくとも95％が有機生産され

　　　た原材料で作られているもの。

　　・　残りの原材料の5％までが「米国使用認可合成物質及び使用禁止自然

　　　物質リスト」で認められた非農業生産物から作られている己

　　・　同一の原材料に関しては、有機と非有機の両方を同時に使用することは

　　　できない。

　　・　遺伝子組換え農産物及び下水汚泥肥料を使用することはできない。

　　・　放射線照射を行うことはできない。

　　・　有機という形で商業生産されていない原材料を除いて、全ての農産原材

　　　料は有機生産されたものでなければならない。

　　・　USDAオーガニックマーク（USDA　Cer髄ed　Organic）を貼付できる。

　③　有機で作られている（Made　with　Organic）

　　・　原材料の少なくとも70％から95％までが有機生産されたものである。

　　・　有機生産された原材料あるいは食品群の3種類までを明示することが

　　　できる。

　　・・同一の原材料に関しては、有機と非有機の両方を同時に使用することは

　　　できない。・

　　・　この表示に適格となるためには、非有機農産原材料には遺伝子組換え農

　　産物及び下水汚泥肥料を使用することはできない。・また、放射線照射を行

　　　うこともできない。

　　・・USDAオーガニックマーク（USDA　Cert迅ed　O塘anic）の貼付は許され

　　　ない。「有機材料を原料として製造（Made　wit五〇rganic　Ingredients）」

85



　　の表示が認められる。

④　有機原材料が70％未満の製品

　・　原材料表示欄の原材料名に「有機」と記載できる。

　・　USDAオーガニックマーク（USDA『Cert出ed　OrganiC）の貼付は許され

　　ない。

　上記の規制のほか、本基準では、生産者は有機原材料の厳密な割合を明示する

こともできる。例えば、97％オーガニックといった表示も可能である。また、

表示の規則は同等の有機基準を持つ外国からの輸入有機農産品にも適用される。

　本基準の施行以降、米国内の各州でも有機食晶流通の一般化が特に進み、大手

スーパーの有機食品コーナーも定着している。有機栽培農家にとって全米共通の

USDA有機表示は売り上げに貢献しているが、小規模農家の中には、有機農産

物価格の低下、小売業者からの数量及びサイズ・等級均一化の要求、．認証のため

の文書提出義務の追加など不利な点を感じる生産者も存在し、有機認証を取り止

める小規模農家も出てきている。

　一方、本基準について有機業者協会（Organic　Trade　Association）は、有

機食品又は有機原料使用の食晶にはGMOの混入が全く認められないこととされ

ている点等について、小規模の業者には厳しすぎる要件であり、一部の農家は有

機農業から撤退する可能性があるとしている。有機農業研究財団（Organic

Farming　Research　Foundation）は、「農場の外でのGMOの混入から有機農

家を守るための規定の有無について確認する必要がある」としている。米国の加

工食品業界を代表する全国食品加工業協会（NFPA：National　Food　Processors

　Association〉は、「バイオテクノロジーや放射線殺菌は化学物質の使用の削減

や安全な食品の供給に役立つものであり、「有機産品」の基準として認められる

べきである」としている。

3　原産国表示制度

　2003年10月、米国農務省農業マーケティング局（AMS）は、2002年農業法

により盛り込まれた原産地表示制度（COOL：CountryofOriginLabeling）の義

務化に従い、牛肉、羊肉、豚肉、養殖及び野生の魚介類、生鮮・冷凍野菜及び果

実、ピーナッツを対象に、2004年9月からの実施が予定されている原産国表示

制度の義務化に関する規則を発表した。本規則により、上記製品を「米国産」と

表示するためには、米国で生まれ、育ち、加工されることが必要となる。

　本規則は、2002年10月に発表された原産国表示ガイドラインに寄せられた様

々な意見を踏まえて、以下の①～④の修正が加えられている。本規則の詳細につ

86



いては、AMS内の専用サイト（http：〃www．amsrusda。govlcool11sO304。pdf）で確

認することが可能である。

①　　「加工品」。の定義の明確化

　加工品については、原産国表示制度の対象外とされており、その定義をめぐ

って様々な意見が提出されていた。AMSは、加工品について21つの目安を示

している。

　・　対象となっている農産物に物理的又は化学的変化が加えられ、元の農産

　　物から性格が変わってしまったもの（例：オレンジジュース、ハム、ピー

　　ナッツバター等）

　・一他の農産物と組み合わせられるか、他の材料が加えられることにより、

　　その農産物としては小売りの対象とされないようなもの（例：ミックスサ

　　ラダ、ピーナッッ入りキャンディバー、具入りポークチョップ、ミックス

　　シーフード等〉

　原産国表示ガイドラインでは、ミックスサラダのように他の農産物と組み合

わせられたものは加工品の範疇には含まれておらず表示の対象とされていた

が、今回の規則では表示の対象外となった。

②　複数の原産国に関する表示方法の変更

　例えぱ、挽肉の原材料として複数の原産国の肉が使われている場合、原産国

表示ガィドラィンでは重量の比率の大きい順に原産国を表示することが求めら

れていた。しかし、非常に煩雑であり、コストがかかるとの指摘が多く出たこ

とから、規則では重量比に関係なくアルファベット順に原産国を表示すれば良

いこととされた。

③　遠隔地販売における表示方法の変更

　通信販売などの遠隔地販売については、原産国表示ガイドラインでは消費者

が購入を決める時点で原産国が表示されなければならず、通信販売のカタログ

やインターネットのサイトに原産国を記述することが求められていた。しかし、

原材料の原産国が変更になる場合に、これに合わせて事前にカタログなどを変

更することには無理があるとの指摘が多く出たことから、規則では商品が消費

者に届けられる時点で原産国が表示されれば良いこととされた。
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④　記録の保持期間の短縮

　小売業者は、USDAの担当者が検査できるよう、原産国を記録した書類 を

一定期問保持しなければならず、原産国表示ガイドラインでは小売り店舗も含

め、その期問は2年問とされていた。しかし、これは不必要で過大な負担を

業者に強いるものだとの指摘が多く出たことから、小売り店舗については7

日間で足りることとし、本社、配送センター等、店舗以外の場所で原産国を把

握している所が2年間書類を保持すれば良いこととされた。

　原産国表示制度の義務化に伴う生産者、加工・流通業者、小売業者が負う負担

は、初年度で5億8，200万～39億ドル（原産国の記録に関するコスト、生産・

流通ラインの変更等に伴う様々な出費を含む）になるとAMSでは試算している。

一方、AMSでは、米国民が米国原産の食品に対する需要を増やし、より対価を

支払うという信頼に足るだけの証拠はほとんどなく、原産国表示制度のメリット

は小さいものにとどまるとしている。

　小売業者、製造業者、食肉関係者の主な団体は、原産国表示制度の義務化につ

いては、2002年農業法の議論以来反対の立場を取っている。食品加工業者の団

体である全国食品加工業協会（NFPA）、小売業者、卸売業者の組織する団体で

ある食品マーケティング協会（FMI）、食料品店等の団体であるグローサリー・

マニュファクチュアラーズ・オブ・アメリカ（GMA）のほか、全国豚肉生産者

協議会（NPPC：National　Pork　Producers　Counci1）、全国肉牛生産者・牛肉協会

（NCBA：National　Cattlemen’s　BeefAssociation〉がその例である。

　NF：PAとGMAは、原産国表示の開始と記録保持に伴うコストが、予想される

需要の増加に見合っていないと指摘している。FMIは、原産国表示制度は米国

の流通システムの効率性を阻害するだろうと指摘している。NPPCは、原産国表

示制度は、消費者に安全性の面で何のメリットももたらさないプログラムである

と批判している。また、貿易相手国からWTO提訴の可能性をほのめかされてい

る点も指摘した。NCBAは生産者に追加的コストを課すこととなる義務化には

反対しており、あらためて任意の原産国表示制度の支持を表明した。

　諸外国からも、本制度の義務化に反対する声が上がっている。ニュージーラン

ド政府は、原産国表示制度は食品の安全性確保のための措置よりも大きな貿易障

壁であると批判し、2004年以降も任意の枠組みでの実施を求めている。メキシ

コ政府も、反対の意見を提出している。オーストラリア政府はもっと直接的に、

「原産国表示は輸入食品を差別するものだ」と批判している。

　国内農業団体の反応は様々で、大規模農業経営者を主体とするアメリカン・フ

アーム・ビューロー・フェデレーション（AFBF：American　Farm　Bureau

Federation）、家族農業経営者を主体と’するナショナル・ファーマーズ・ユニオ

88



ン（NFU：National　Farmers　Union）共に、原産国表示制度を歓迎している。

但し、両団体共に原産地の証明の難しさから生産者に負担がかかる点にっいては

懸念を示している。フロリダ果実・野菜協会（Florida　Fruit　and、Vegetable
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨノ
Association）は、ガイドラインを品目毎に分け、それぞれの食品に最もふさわ

しいものにすべきであると主張している。一方、食肉業界は、原産国表示制度に

は批判的で、米国食肉協会（AMI：American　Meat　Institute）は、ガイドライ

ンを誤った概念であるとしている。米国の挽肉の生産者は、コスト亭供給状況に

応じて、時間や日によって異なる原産地の肉を使っているため、ガイドラインに

基づく表示システムは管理不可能であり、自由市場を阻害するものであると批判

している。全国肉牛生産者・牛肉協会（National　C琴ttlemen曾s　BeefAssociation）

は、原産国表示制度の目的には賛成するとしながらも、任意のシステムによるこ

とが望ましいとしている。このように、食肉関係者からは、原産国表示制度を実

施するためのコストや食肉の原産地を追跡するための負担を懸念する声、そして、

任意のシステムの継続を求める声が聞かれる。

　300の消費者団体の連合体であるアメリカ消費者連盟（Consumer　Federation

of　America）は、当初から原産国表示制度を支持してきた。消費者が食品を選ぶ

時にできる限り多くの情報を受け取るべきであると考えているためである。また、

カナダ、メキシコ、日本など他国においても生鮮食料品については原産国表示制

度が導入されている点を理由に挙げている。EIUも牛肉については、小売り段階『

での原産国表示を義務付けている。

　煩雑な手続きとコストの増大には生産流通関係者から多くの批判が出ている。

一方、制度の支持者はUSDAが当初から原産国表示制度に反対し続けているこ

とは明らかで、生産者や消費者が受けるメリットを十分に伝えず、コストを過大

に見積もり、この制度への反発を煽っているようであると苛立ちを募らせている。

　このように、、それぞれの業界の事情を反映して様々な意見が提出されており、

原産地表示の義務化には紆余曲折が予想される。

4　病原菌低減化プログラム

　米国農務省食品安全検査局（FSIS）では、生産から流通、消費までの一連の

流れの中で病原菌の低減化を図るため、病原菌低減化プログラムを推進している。

　病原菌の低減化を推進するにあたって、生鮮食肉の実際の微生物レベルのデー

タを得るため、微生物数についての基礎的な調査を実施している。牛肉に関して

は、1993年10月から1年間調査をした結果、解体直後の牛肉には病原菌がほと

んど存在していないことが確認されたが、その後の流通過程の取り扱いについて

は監視が必要であることが示唆されている。
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　これに併せて、1993年8月に公衆衛生上必要な屠畜の病原菌検出のための迅

速微生物試験のガイドラインが発表された。例えば、抗原抗体反応を応用した迅

避試験法等では数時間～2日位で結果判定が可能であるため、流通過程等で微

生物検査を随意に実施することが可能である。

5　残留検査プログラム

　FSISは、1967年に食肉中に残留する化学物質の種類と程度について監視し、

問題のある食肉の流通を防止する目的で、残留検査プログラム・（NRP：National

Residue　Program）という残留物質の検査制度を発足させた。

　NRPでは、以下の通常検査（モニタリング）及び強化検査（エンフォースメ

ント・テスト）の2つの検査方法を併用することにより安全性を確保している。

①通常検査（モニタリング）

　通常検査は、食肉加工工場で検体を採取し、食用に供される組織中の違法な

残留物質の有無を調べるため通常行われる検査のことであり、検体は生体検査

及び解体時検査に合格した健全な家畜の中から、統計的に無作為抽出される。

　本検査により、家畜や化学物質の種類別に残留違反の発生率とその規模に関

する情報等を年間を通じて収集できると共に、生産者への教育・指導及び残留

違反が確認された場合の必要な予防措置を講じること等にも利用されている。

　また、残留違反が確認された場合、その生産者の家畜は強制検査の対象とな
る。

②　強制検査（エンフォースメント・テスト）

　強制検査は、通常検査で残留違反が確認された場合及び違反の可能性が高い

食肉を対象に強制的に実施される検査のことであり、検体は検査結果が判明す

るまで食肉加工工場に留め置かれ、検査結果によっては廃棄処分となる。

　本検査は、3州（ジョージア、ミズーリ、カリフォルニア）に設置されてい

る検査センターで集中的に実施されている。

6　輸入検疫

①　動物検疫

　動物検疫は、USDAの所管であり、1930年関税法（19U．S．C．1306）、動物

の輸入及び検疫に関する法律（21U．S．C．101～105）、その他の関係法律に基

づいて動物の伝染病蔓延を防止しなければならないと定められている。
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　食肉及び家禽肉等の米国への輸入については、原則禁止となっているが、伝

染病の存在が認められず、衛生基準が一定の水準以上の場合のみ、品目・地域

を限定して輸入が認められている。但し、以下の条件を満たす必要がある。

　・　米国と同水準又はそれ以上の衛生基準と認定された食肉加工施設で処理

　　されたもの

　・　輸出国政府の検疫証明書の添付

　動物等の輸入時における検疫業務については、農務省動植物検査局（A：PHIS）

が実施しており、連邦規則集タイトル9（9CFR）のP＆rt92～96及びPart327

に定められている。

②植物防疫
　植物防疫は、USDAの所管であり、1912年植物検疫法（7U．S．C．7b）に基づ

いて植物の病害虫の蔓延を阻止しなくてはならないと定められている。

　果実及び野菜の米国への輸入については、動物検疫と同様に原則禁止とされ

ているが、病害虫の存在が認められない場合に限り、輸入が認められている。

　植物等の輸入時における検疫業務については、農務省動植物検査局（APH：IS）

が実施しており、連邦規則集タイトル7（7CFR）の：Part319で、品目毎に検

疫・輸入に関する条件等が定められている。、

7　食品添加物・食品色素

　食品添加物に対する規制にっいては、連邦食品医薬品化粧品法くFFDCA）第409

条（21U．S．C．348）に基づき実施されでいる。食晶添加物の定義、安全性評価、

許可申請、、食品添加物リスト等の具体的な運用については、連邦規則集タイトル

21（21C：FR）のPart170～189に定められ、食品色素については、21CFRPart

70～82に定められている。

使用が認められている食品添加物は、21CFR　Part172～186にポジティブリ

スト化されており、食品毎に使用許容量が細かく規定されている。一方、ポジテ

ィブリストから削除された食品添加物については、21CFR　Part189にネガティ

ブリスト化されている。

8　残留農薬

残留農薬については、連邦食品医薬品化粧品法（FFDCA）第408条
（21U．S．C．346a）に基づき、環境保護庁（：EPA）は生鮮農産物の残留農薬の法
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的許容量を設定し、消費者が飲食することにより、危険なレベルの残留農薬に汚

染されるのを防止しなくてはならないとされている。

　具体的な許容量等は、EPAがFIFRAに基づき、連邦規則集タイトル40
（40CFR）の：Part180により許可される残留農薬の種類及び基準等を定めてい

る。また、40CFR　Part40には農産物及び食品毎の残留農薬許容量リストが掲載

されている。

　一方、FDAは、9U．S．C．374に基づき、EPAにより決定された残留農薬許容量

が遵守されているか否かについて監視・規制する役割を担っている。・

9　動物用医薬品

　動物用医薬品については、FDAが休薬期間と残留基準を設定し、FSISがモニ

タリングや迅速テスト等により効果的に監視している。モニタリングの結果は、

FSISが実施する残留物質検査制度（NRP：National　Residue　Program）に反映

され、家畜の種類別、化学物質の種類別に年間を通して残留違反の発生率に関す

る情報が収集されている。検体は、生体検査及び解体時の検査に合格した家畜の

中から、統計学的根拠により無作為に抽出される。

　食肉の検査結果については、毎年FSISが作成している「Domestic　Residue

Data　Book，National　Residue　Program」で閲覧可能で、FSISに請求すれば直接

入手することができる。

10　遺伝子組換え農産物・食品

　米国では、遺伝子組換え作物の安全性に関する規制を、農務省（USDA）、環

境保護庁（EPA）、食品医薬品局（FDA）の3省庁が分担して行っている。

　USDAにおいては、動植物検査局（AP且IS）が作物に対する害虫、雑草、病

害の拡大防止等の観点から、連邦植物病害虫法（Federal　Plant　Pset　Act）及び

連邦規則集（7CFR　Part340）に基づき規制を行っている。

　APH：ISは、米国の農業を害虫や病気から保護し、またバイオテクノロジー産

物が農業に使用される際の安全性を確保する。APHISは、バイオテクノロジー

を応用した新種の植物及び特定の微生物に関する野外試験が安全に実施されるよ

う監督する米国政府の主要機関である。APHISは、動物ワクチンを含む動物医

療用生体物質の承認・認可も行っているが、その中にはバイオテクノロジー産物

も含まれることもある。

　FDAにおいては、食品及び飼料の安全性の確保という観点から、連邦食品医

薬品化粧品法（：FFDCA）に基づき規制を行っている。
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　FDAは、新種のバイオテクノロジー植物を使った食品が、他の食品と同様の

高い安全基準を満たし、安全で健康にも良いことを確保する己FDAにはまた、

バイオテクノロジー関連も含む全ての食品・飼料のラベル表示が真実に基づき、

誤解を招かないことを確保するために規制を実施する責任がある。

　EPAにおいては、農薬を規制する観点から、連邦殺虫剤殺菌剤殺鼠剤法

（FIFRA）に基づき、．農薬を含む作物及び微生物の規制を、連邦食品医薬品化

粧品法（FFDCA）に基づき、残留農薬基準の規制を行っている。

　：EPAは、新たに開発された除草性物質や殺虫性物質を承認する権限を持ち、

新たな殺虫性物質を含むバイオテクノロジー応用植物や除草剤の大規模テストを

許可する権限を持っている。殺虫剤の新製品登録の是非を判断する際に、EPA

は、人（作業者）への安全性、その殺虫剤が環境内でどうなっていくか、人問に

対する安全性、標的害虫に対する効果及び他のいわゆる非標的生物に対する影響’

を考慮する。EPAは、遺伝子組換えによる生産物で殺虫剤に分類されるものが、

環境内で安全に使用されるのを確保する。

　なお、米国で商業用に栽培される遺伝子組換え植物の品種は全て、APHIS、

EPA、FDAで必要な規制プロセスを経ている。

11　新食品成分

　機能性食品には現在特別の規制はなく、食品全般を規制する連邦食晶医薬晶化

粍品法（FFDCA）が適用される。具体的には・加工食品にある成分を加えて機
能性食品を製造する場合、ごの成分は食品添加物とみなされ、一般的に安全と認

められるもの（GRAS）でない限り、食品医薬品局（FDA）の審査と許可が必要

となる。一見すると強い規制で、はあるが、実際には機能性食品に添加される成分

はFDAの許可を必要としないGRASに該当するものが多い。

　一方、機能性食品に似たものに食品補助剤（Dietary　Supplement）がある。通

一常、錠剤、カプセル、液状、粉末で販売されており、食品とは区別して取り扱わ

れる。食品補助剤健康教育法（DSHEA）により「食品補助剤」の表示を義務付

けられ、添加する成分は販売前にFDAへ安全であると判断する証拠を提出する

必要がある。

　一般的に食品についての栄養（効用）面での表示は2種類に分けて規制され

ている。一つは健康表示（H：ealth　Claim）で、摂取の効果として病気のリスク

の軽減を表示するものである。栄養表示教育法（NLEA）に基づき、当該表示の

正当性が科学的に明確に証明されていなければならず、長期に渡るFDAの審査、

を要する。現在認められているものは、低塩に対する高血圧のリスク軽減効果な

ど11件に過ぎない。
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　もう一つは、構造・機能表示（Structure　l　Function　Claim〉で、一般的な健

康への効用を表示するものである。FFDCAはこの表示について、虚偽・誤解を

与えるものであってはならないとしているが、FDAの承認は不要である。

　FDAは食品補助剤について、老化、妊娠、更年期障害等に対する一般的な効

用は構造・機能表示として認められるが、妊娠中毒症、骨粗しょう症のような深

刻な症状についての効用の表示は認められないとしている。食品補助剤は販売後

に構造・機能表示をFDAに通知すること、製品にrこの表示はFDAにより評

価されたものではない。この製品は病気の診断、治療、治癒、予防のためのもの

ではない」との注意書きを付記することを義務付けられている。

　機能性食晶についてはこのような規制はなく、構造・機能表示の一部には、・「免

疫機能の強化」「血流の改善」「記憶力の維持」等の曖昧な表現もみられる。

　機能性食品は、特定の成分が添加されていることをあまり意識されずに一般の

食品と同様に消費される可能性があり、食品補助剤よりも規制を強化すべきとの

考え方もある。米国会計検査院（GAO）は議会に対し、FFDCAを改正し、機能

性食品も食品補助剤同様に販売前に添加する成分をFDAに届け出ること、構造

・機能表示をFDAに通知し、製品に注意書きの付記を義務付けるよう求めてい
る。
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W　米国の食晶安全確保における課題

第1章　米国の食品安全におけるシングルエージエンシーの構想と経緯

　食品安全に関する現在の米国の連邦政府間の分担は、農務省（USDA）が食肉、

家禽肉、卵加工品を所管し、食品医薬品局（FDA）が魚介類等その他の食品を

所管し、環境保護庁が農薬を所管しており、一見単純な分担区分のように捉えら

れているが、食品の種類により理解が困難な分担の線引きがなされている。

　米国では、リスク評価部門とリスク管理部門は分離されていないが、以上のよ

うな複雑な所管区分は、食品の安全性に関するリスク評価にも影響を及ぼすこと

になる。このような状況に対して消費者団体は、所管官庁の複雑性を問題にし、

一つの官庁にするように要求しており、米国会計検査院（GAO）も数回に渡り

一つの省庁の所管とするよう勧告を出す等、品目別に行政機能がかなりまとめら

れているにもかかわらず、従来から食品安全行政を単一組織に集中するべきとい

う構想（シングルエージェンシー〉が出され、論議が続いている。

　連邦政府は、上記の弊害を改善し、食品安全の有効管理を図る目的で、・1997

年に「大統領食品安全計画j（The　President’s　Food　Sa飴ty　Initiative）を策定し、

食品安全に関係する省庁間の連携強化を図ることとした。これに基づいて、FDA、

：E：PA、USDAが共同で省庁問リスクアセスメント・コンソーシアム〈lnteragency

RiskAssessmentConsortium）を発足させている。さらに、1998年8月には、

全米科学アカデミー（NAS）が、食晶安全に関する法律・組織の見直しを勧告

する調査報告書を議会に提出した。この報告書には、食品安全行政に関する全て

を担当する単一組織の必要性を強調し、具体案を提案している。これを受けて、

1998年に食品の安全に関する大統領諮問委員会（The　President響s　Council　on

Food　Sa｛bty）が組織され、食品安全政策及びシングルエージェンシーに関する

検討が進められた後、2001年1月に、食品安全戦略（Food　Saf6ty　Strategic　Plan）

が発表された。

　一方、2001年9月に発生した同時多発テロ事件、その後の炭疽菌事件等、米

国では国民の身近な場所で重大な事件が発生し、バイオセキュリティという新た

な観点から食品安全行政の強化が進められ、その中でシングルエージェンシーの

必要性が議論されている。

　また、米国の場合、従来から関係省庁が参加して一つの課題の解決に取り組む

例が少なくないが、省庁の合併となると新たな問題が発生したり、基本的な問題

の解決にならないとの意見もあるため、結論が出ていない状況である。
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第2章　米国の食品安全確保における提言等の概要，

1　食品安全戦略

　1998年に組織された食晶の安全に関する大統領諮問委員会は、2001年1月19

目、食品安全戦略（Food　S曲ty　Strategic　Plan）を大統領に提出した。

　本戦略では、食品安全と公衆衛生の展望、目標と具体的な目的の概要、これか

らの5年間に必要とされる行動を明確にしている。また、連邦の食品安全シス

テムのための既存の法制や、組織構成についての検討が述べられている。具体的

には、連邦の食品安全に関する法律を改正することにより、食品由来の被害から

公衆衛生を高い水準で守ることを可能にし、既存プログラムをより効率的で効果

的にすることができるとしている。

　本戦略に関する記載内容の概要は以下のとおりであり、詳細については食品の

安全に関する大統領諮問委員会（The　President’s　Council　on　Food　Safbty）のホ

ームページ（http：〃www．fbodsaf◎ty．gov！～f忌g！presidentscounci1．：htm1）内の食品安

全戦略のぺ一ジ（http：〃ww．fbodsafbty．gov1～f忌glcstrp｝4．htn‡1）で参照可能であ

る。

【概要】

　クリントン政権は、過去7年間、米国が食糧供給に関して世界でも屈指の安

全性を確保するために多大な功績を挙げてきた。さらにこの3年間だけで、主

な細菌性の食品媒介の病原体は全米で20％減少した。しかしながら、こうし之

進歩がある一方で、食品媒介疾病は公衆衛生に多大な損害を与え続けている。毎

年、数百万人の米国民が食品媒介の病原体により発病しており、死亡する場合も

ある。食品媒介の病原体の犠牲になる可能性が高い人口（高齢者、免疫システム

異常者等）は増加し続けている。このような食品媒介の病原体や食品中の危険性

のある化学物質によるリスクに対する国民の認識と懸念は一層高まっている。

　食品の生産・製造、流通、消費方法が変化したことで、米国の食品の安全性確

保には新たな課題が提起されている。米国の食品輸入依存度は高くなっており、

多くの食品が長距離輸送され、外食の頻度も増えている。こうした傾向にはそれ

ぞれ利点もあるが、米国の食糧供給の安全性確保上、新たな問題も提起している。

　クリントン大統領の指揮の下、食品安全諮問委員会は、クリントン政権がこれ

までに成功してきた施策に基づいて、この包括的戦略計画を策定した。

　本報告書の第1章は、本計画の進展背景について触れている。本計画は、「生

産から消費に至るプロセスにおける食品の安全性確保」に関する全米科学アカデ

ミー（NAS）の報告書やこの問題に関する一淳の協議・公開会議の結果得られ
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た一般の意見等、これまでの食品安全システムの分析を主に参考として進展して

きた。諮問委員会は、政府の各レベル、産業界、大学、消費者団体、一般市民等

を始めとする食品安全システムに関わるあらゆる分野から意見を聞いてきた。

　本報告書の第2章は、食品安全と公衆衛生に関する本計画の構想と詳細に触

れ、計画の目標と課題の概要を示し、今後5年間に必要な活動を規定している。

本計画の3つの目標は、諮問委員会によるリスクに基づく食品安全管理方法を

反映し、リスク査定、リスク管理、リスクに関する意見・情報交換となっている。

　本報告書の第3・4章は、国家食品安全システムに関連する現行の法律制度及

び組織構造に関する議論が示されている。諮問委員会は、食品安全に関わる現行

の7つの主要な連邦法規は、現行の関連プログラム及び本計画が提示する新た

な政策を実施するために必要な権限を保証しているという結論を出した。しかし

ながら、現行の食品安全に係る連邦法規の改正を実施することにより、公衆衛生

を食品による危害からより高いレベルで保護し、現行のプログラムをより効率的

・効果的にすることが可能になると考えられる。これと同様に、現行の国家食品

安全システムの組織構造は、現在、食品媒介疾病から国民を保護しているが、こ

のままの組織構造では、重複、検査と実施の非効率、リスクを基本としない方法

を採用している等の問題が残ると諮問委員会は指摘した。

　本報告書の第5章には、以下の提言が示されている。

　・　予防機能、法律・基準の施行機能、記録保存機能を強化するために、食品

　　安全に関する現行法規を強化する法案を早急に策定する。

　・　連邦食品安全システムによる食品安全対策を、より効率的・効果的にする

　　ために諸機関間の連携を強化する取り組みを早急に実施する。

　・　包括的で統一された法律制度を策定し、その後これに伴う組織改革計画を

　　進め、リスクに基づく資源配分と科学に基づく規制、法規・基準の施行、教

　　育を実現することによって公衆衛生を保護していく。この包括的枠組みは、

　　食品安全基準の設定、検査、法律・基準の施行、調査・研究及び教育を対象

　　とする。

　米国の食糧供給は豊富で、世界で最も安全であると一般的に認識されているが、

我々は、さらに高い安全性を確保するために一層の努力を払わなければならない。

本計画は、この目的を達成するための道路地図の役割を果たすものである。しか

しながら、計画を実施するには、諮問委員会が、自らが負う責任をさらに強く認

識し、国家、部族、地方レベルの行政、産業界、大学、消費者との協力体制を強

化していく必要があると思われる。さらに十分な資源（人材、物資、資金、情報）

を諮問委員会が配分し、必要な法案を提出できるよう議会と協力する必要が出て

くるであろう。
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2　会計検査院報告書

　米国会計検査院（GAO）は、定期的に会計検査院報告書（Food　Safbty　and

Sec皿ity）を発行し、数回に渡り食品安全行政を一つの省庁の所管とするよう勧

告を出している。

　1999年発行の会計検査院報告書では、現行の食品安全管理システムは合理的

な原則に基づいて構築されたものではないとしており、以下の問題点を指摘して

いる。

　①　検査資源の非効率的活用。

　②　同一レベルのリスクを有する食品に対する検査頻度が検査機関により異な

　　る。

　③　残留検査ゐ責任がFDA、：FSIS、：EPAに分散され、同一レベルのリスクを

　　有する残留化学物質の取り扱い・残留基準が担当機関で異なる。

　④　輸入食品の監視は一貫性がなく信頼できない。

　また、2001年発行の会計検査院報告書には、食品安全性を一元的に扱う組織

の設立の必要性を報告しており、以下の問題点を指摘している。

　①　連邦政府の予算支出は個々の法律に基づいており、安全性のリスクそのも

　　のに基づいていない。

　②　食品の安全性に関する各省庁の権限が異なる。

　③　USDA及びFDA双方の食品の安全性確保のための新たな取り組みの足並

　　みが揃っていない。

　④　輸入食品の監視制度が省庁問で異なっており信頼できない。

　⑤　異なる法律による管理により、省庁間の調整を限定的にしている。

　⑥　食品の安全性の問題に関し、省庁間の調整を行うことにより、最終的な結

　論が出るのに時間がかかっている。

　⑦　政権交代による調整の遅れ

　米国の食品安全に関わる省庁は多く、GAOはこれらの省庁に食品の安全性確

保が委ねられていることにより、食品安全性確保のシステムは、体系的に整備さ

れておらず、各機関の連携がとれていないため、緊急時に適切な対応ができない

と指摘している。この状況を解決するにはこれらの機関を統合し、食品安全を取

り扱う一つの省庁を設立し、関連する法律の整理が必要であり、併せて組織の合

理化も必要であると結論付けている。

　GAOは議会に対する調査機関であり、議会がその立法責任を果たすことをサ

ポートし、連邦政府の米国民に対する業績とアカウンタビリティ（説明責任）の
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改善を支援するために存在する。GAOは、・公的資金の使途を検証し、連邦政府

が実施する各種のプログラムや政策を評価し、議会が監視の結果や政策決定及び

予算に関する決定について十分に適切な情報を与えられるよう、分析、勧告、さ

らにはその他の支援を議会に提供するとされている。GAOは一般に国会権力の

追求者あるいは国会の番犬と呼ばれており、独立した無所属の機関であり、アカ

ウンタビリティ、完全性及び信頼性に中核となる価値を置いている。

　本報告書に関する記載内容の詳細にっいては、GAOホームページ
（http：〃www』gao．gov／）で検索することが可能である。

3　省庁間リスクアセスメント・コンソーシアム

　省庁間リスクアセスメント・コンソ｝シアム（連絡協議会：Interag6ncy　Risk

Assessment　Consortium）、は、リスクアセスメント機関の他、リスクマネジメン

ト機関が参加している。当時のクリントン大統領の意向を受けたものと言われて

、いる。

　現在参加している機関は、食品の安全性に関係する連邦政府の17の局と研究

所で、農務省（USDA）からは食品安全検査局、農業研究局、経済研究局、リス

クアセスメント・コスト便益分析室、動植物衛生局及び協同州研究教育普及局が、

保健福祉省（DHHS）からは食品医薬品局食品安全栄養センター、獣医薬センタ
ー
、
国 立食品安全技術センタr及び国立毒性研究センターの他、同省疾病管理予

防センター及び国立衛生研究所が、環境保護庁からは水質局、予防農薬毒性物質

局及び研究開発局が、商務省からは国立海洋漁業局が、国防省からは退役軍人局

が参加している。

　コンソーシアムの設立綱領の第1条には、rコンソーシアムの目的は、データ

のギャップや重要研究の二一ズを特定することにより、リスクアセスメントに内

在する不明確な点を減らす。不必要で過剰な研究を減らし、学際的な取り組みを

奨励することによってリスクアセスメントを改善する」と規定している。これは、

効果的・効率的なリスクアセスメントを実施することを表明したものである。

　この目的を達成するため、コンソーシアムには政策委員会と作業部会が設置さ

れ、年間4回の会合が持たれている。なお、専門委員の提言を基に政策委員会

の承認を得て現在6つの作業部会が設置されている。
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V　米国の食晶事故における対処事例の概要

第1章　米国で発生した食品事故の変遷

　米国で発生した疾病については、CDCが食品を媒介とする疾病の監視、疾病

の発生を発見・監視するための新たな疾病検査手法の開発、地方（市・郡）機関

・州機関・連邦政府機関で取り扱った疾病の原因を特定し、監視能力の向上・強

化等の活動を行っている。

　また、CDCは、疫学週報（MMWR：Morbidity　andMortalityWeeklyReport）

を定期的に発行し、感染症及び疾病による事故事例について紹介している。

　この中から、1900年から1999年の食品安全について調査された「食品の安全

性と衛生一公衆衛生の業績、1900～1999年（Achievements　in　Public　Health，

1900・1999：Safbr　and　Healthier　Foods」（MMWRWeekly　October15，1999／48

（40）1905・913）の概要を紹介する。なお、詳細については、CDCのMMWRホ

ームページ（http：〃www．cdc．govlmmw／preview／mmwrhtm1／mm4840瓠．htm）を

参照頂きたい。

　さらに、1990年1月1日～2002年3月15目までにCDCに報告された食品
を媒介とする疾病の発生状況についても併せて紹介する。

1　食品の安全性と衛生一公衆衛生の業績（1900～1999年）

　20世紀初期、汚染した食品、ミルク、水により食品を媒介する感染症が発生

した。感染症の原因や性質が解明されると、手洗い、消毒、冷蔵、殺菌、殺虫剤

による感染の抑制が可能となり、また家畜のケアや給餌が向上し食品の安全性が

高まった。1900年にチフスの発生率は10万人対約100であったが、1950年ま

でに1．7に減少した。1940年代には毎年300～400症例の旋毛虫症が報告され、

10～20人が死亡したが、1991～1996年には3人の死者と毎年平均38症例に
減少した。

　また、くる病、壊血病、脚気、ペラグラ等の栄養欠乏性疾患は感染症と考えら

れ、ミネラルやビタミンが不可欠であることが認識されていなかったが、1916

年までにビタミンの存在と欠乏症が発見された。20世紀前半はこれらの発見と

栄養強化により栄養欠乏症は著しく減少した。20世紀後半は栄養コントロール

による心血管疾患や肥満等の慢性疾患の抑制が行われた。

食品の安全性：サルモネラやブドウ球菌等の細菌は食品内で増殖して疾患を引

100



き起こすが、急速冷蔵により増殖が抑えられ、食品を新鮮な状態に保つことが可

能になった。1920年代に冷凍庫付きの家庭用冷蔵庫が登場し、またフラ；ンスの

化学者・細菌学者であるルイ・パスツールが考案した低温殺菌により、食晶を媒

・介する感染症の原因菌が排除された。1924年、アラバマ州でミルク殺菌事業が

実施され、それは後にGrade　A　Pasteurized斑i1：k　Qrdi阜＆nce　（A級低温殺菌乳

規制）という、．「A級ミルクの各州間貨物輸送に関1して、均一な衛生設備基準を

構築した自主協定」に発展し、現在50の州及びプエルトリコで適用されている

ミルク安全法（milk　s＆f6ty1＆ws）の基礎となった。殺虫剤や除草剤により穀物

の生産が増加したが、残留農薬が健康上のリスクとなった。1910年に殺虫剤が

規制（不正確、不適切な製品表示から消費者を守るための殺虫剤法案が制定）さ

れ、1950年代から1960年代には、農薬規定により、殺虫剤の残留許容量の上限

と、安全でない、又は効果的でない食品の認可登録の却下が定められた。1970

年代には、これらの規制法に基づき、新たに環境保護法（EPA：：Environment

Protection　Act）が制定され、DDT等の残留性の高い殺虫剤を廃止した。1996

年には食品品質保護法（FQpA：the　Food　Quality　ProtectionAct）により、さら

に厳格な安全基準が設定され、今までの農薬残留許容量が安全であるかどうかを

判定するための再検討が要請された。1999年、，連邦及び州の規定は、安全性基

準規定に合致する農薬を要請し、EPAは各製品が使用される前にレビュー（調

査、検査）を実施して登録を認可し、食品又は家畜飼料に使用される各製品につ

いて残留許容量及び制限を設定した。1970年代終盤には、．農作業や食品加工過’

程の変化や食料供給の拡大が要因となり、1980年代に鶏卵によるサルモネラ（全

米の採卵鶏群約45％が感染したと推定され、米国内の卵に関連する食品を媒介

とする感染症を拡大した）や牛肉による病原大腸菌0157：H：7等の新たな病原体

が出現した。1993年には、熱処理されていない牛挽肉による病原大腸菌0157：R7

による食品事故が、501症例の疾病、151名の入院患者及び3名の死者を引き起
こすという深刻な事態を受けオ食肉検査工程の見直しが実施された。放射線照射

食品を含む食品内の病原体の減少につながる家畜や食肉製品を改善するには、危

害分析重要管理点（HACCP：HazardAnaユysis　and　Critical　Control　Point）方式、

動物飼育規定（better　animal　fbe戯ng　regulations）、食品製造工程における汚染

されていない水の使用、効果的な食品防腐剤、食品を加工する器具や設備を消毒

する抗菌薬の向上、食品処理及び準備方法の適切な監視がある。監視や流行調査

により汚染のメカニズムが判明した精肉工場では細菌感染が減少したが、1998

年にある工場で製造されたホットドッグ及びデリミート（ハム、ソーセージ、パ

テ等の総称）によるリステリア菌感染（約100症例の疾病と22名の死者を引き

起こした）、1998年には輸入パセリによる赤痢が発生し之。1997年から1998年

にかけて、米国ではレタスが混じったハーブサラダ、バジル又はバジル含有製品、
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グアテマラ産のラズベリーに関連したサイクロスポラ症による食品事故が発生し、

た。これらの事例から、食晶製造段階で汚染を予防する必要が示唆される。

　食品の安全性は、診断技術とネットワーク情報網により、さらに向上した。

PulseNet、（パルスネット）は州保健部門、疾病管理予防センター（CDC）、食品

協会の研究室のネットワークで、病原体のDNAフィンガープリント法（特異的

なDNA構造の違いをバー丘一ド様のバンドパターンに可視化して検出する方

法）による同定を行い、CDCの寄生虫による疾病部門（DPDx：Identification　and

Diagnosis　of　Par＆sites　of　Public　Health　Concem）では寄生虫の同定を行う。こ

れらと疫学調査を組み合わせて、食品を媒介する感染症の発生の同定や抑制が可

能となった。CDC、食品医薬品局（FDA〉、農務省（USDA）、他の連邦政府機

関及び民間機関は、教育丸訓練、調査、技術、情報の分野で協力して食晶の安全

性を高めた。

　栄養：必須栄養素とその役割を発見したことで、栄養欠乏症が減少した。1922

～1927年、州全体に渡る予防プログラムによって、ミシガン州ではヨウ素予防

投与により甲状腺腫が38．6％から9．0％に減少し、1921年、ニューヨークの約75

％の幼児がくる病であったが、1940年代にビタミンD添加ミ’ルクの普及により

減少した。第一次世界大戦中の食事制限や食糧不足により、栄養素の科学的発見

は即座に公衆衛生規定に活用され、1917年にUSDAは5つの食品群に基づき、

初めて食事に関するアドバイスを発行した。1924年には甲状腺腫の予防のため

食塩にヨウ素を投与した。1921乍1929年にはMaterialandInfancyActlこよっ

て州衛生局に栄養士（nutritionist）が雇用された。1930年代には、連邦政府が

学校給食や栄養教育プログラム等の食糧救援や食糧配給を行い、国家食糧消費調

査を実施した。ナイアシンの不足で生じるペラグラは1907年に最初の流行が報

告され、1909年には13の州及びコロンビア地区からの報告により1000件以上

もの疾病が推定され、翌年には約3000症例が国内で発症したと推測された。1911

年宋には、ペラグラは9つの州を除いて全州で、推定羅患率が9倍に増加した。

1906年～1940年に約300万症例と10万人の死者が生じた。Public　Health

Serviceの医師であったジョセフ・ゴールドバーグ氏は1914年から亡、くなる

1929年まで画期的な研究を実施し、ペラグラは感染病ではなく貧困や貧しい食

生活により引き起こされる病気であることを実証した（明確な根拠のある実証に

もかかわらず、彼の研究成果は論議を呼び、1937年まで未確認のままであった）。

経済の回復と食事や健康の向上、ナイアシンを含む小麦が豊富になったことで40

年代の終わりにはペラグラはみられなくなった。

　1940年代初頭には、被徴兵者の25％が低栄養状態にある（虫歯や欠歯による

徴兵の拒否が頻繁に起こった）という報告により、公的に出資された栄養プログ
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ラムが促進した。1941年にフランクリン・ルーズベルト大統領は、theNational

Nutrition　Con免rence　fbr　Defbnseを召集し、推奨される栄養所要量を初めて策定

し、、War　Order　Number　Oneというビタミンや鉄分を小麦に投与するプログラ

ムを発行した。最近では、1998年に水溶性ビタミンである葉酸が、神経管欠損

症の予防のためにシリアルや穀物に添加されるプログラムが開始された。今世紀

前半は栄養不足による疾病の予防及び制御に費やされ、今世紀の後半は慢性疾患

の予防が注目された。米国民の総脂肪摂取量は、1977～1978年の総カロリー摂

取量の40％から、1994～1996年には30％に減少した。飽和脂肪酸の摂取量
及び血清コレステロール値も減少した。果物や野菜を多く摂取している人』々は、

様々なタイプのガンに侵されるリスクが少ない。1991年には、the：National

CancerInstitute及びProducefbrBetterHealthFoundationは1日に最低5種
類の果物と野菜の摂取を奨励するプログラムを開始した。このメッセージは広く

公共に認知されたが、現在でもおよそ36％の米国民（2歳以上）しか実践して

いない。心血管疾患は食事や座位の多い生活が起因していること、高コレステロ

ールが冠動脈心疾患のリスクとなっていることが判明した。栄養計画で栄養素の

ラベル化、低脂肪の製品の開発が行われたことで脂肪摂取量は減少し、心臓病や

脳卒中による死亡が著しく減少した。

　21世紀の栄養衛生の最木の課題は肥満であり、豊富で安価な食品供給、座位

が多いこと、，栄養過剰が要因となっている。1902年に農務省のW．O．Atwater

氏は食事摂取と健康を結びつけた。米国の成人の間では特に1970年代から過体

重（BMIが25kg／平方メートル以上）と肥満（BMIが30kg／平方メートル以
上）が増加しており、第3回全米健康栄養調査（：National　Health　and　Nutrition

Examination　S皿vey、NHANES皿、1988～1994年）では、20歳以上の人口54．9

％が標準体重を上回っていることが明らかとなった。肥満に関しては、1976～

1980年に実施されたNHANES　Hでは14．5％であったが、1988～1994年に実

施されたNHAN：ES皿では22．5％に増加した。これに付随して高血圧、高脂質

血症、糖尿病、冠動脈心疾患等の慢性疾患が増加し、肥満に対するコストは年間

1000億ドルに達した。肥満は発展途上国でも間題となっているが、一方で約20

億人が、鉄、ヨウ素、ビタミンAの栄養不足となっている。

　高齢化に伴い、栄養と食品の安全はさらに重要となり、年齢に適した栄養状態

の維持や向上が必要となる。今後の公衆衛生の課題としては、幼児や妊娠適齢期

の女性の鉄分欠乏者の減少、授乳の開始や期間の改善、妊娠適齢期の女性の葉酸

摂取、栄養知識を日々の食事に適用させることが挙げられる。
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2　CDCに報告された食品を媒介とする疾病の発生状況

　　（CDC発行、1990～2002年）

　1990年1月1日～2002年3，月15日までにCDCに報告された食品を媒介と

する疾病の発生状況については図5のとおりである。

　これは、食品媒介疾病発生の監視制度（the　Foodbome　Disease　Outbrea：k

Surveillance　System）を通じて、州の衛生局が報告した食品事故についてのデ

ータである。

　なお、米国で発生した個別の食品事故事例については、別途作成した「国際機

関及び米国における食品の規格基準・安全確保対策に関する調査報告書（米国食

品事故対処事例集）」で参照可能である。
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o

図5　1990年1月1目～2002年3月15目までにCDCに報告された食品
　　　を媒介とする疾病の発生

　　　（CDCホームページ（（kttp：〃www。cdc。gov／fbodbomequtbreaks！outbreak＿

　　　satistics！cdc』reported．htm）より引用）

当該データに関する重要なポイント

①　上記グラフは2002年3月15日現在までに食品媒介疾病発生の監視制度

　によりCDCに報告された食品事故数の推移を示しており、個々の食品事故

　の詳細は、CDCホームページ（http：〃www．cdc．govlfbodbomeoutbreaksノ）で
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　閲覧可能である。これはCDCに報告された検証済みデータに基づいている。

　この資料は他のシステムやレポートによって微修正される可能性があり、州

　を通して提供された最新版の資料に基づいて変更される。 2000年版の食晶

　事故リストは、残りの11州から最終変更データを受領次第、公開する予定

　である（全ての州からCDCへの報告が完了していないためである）。・

②　1998年当初より、CDCの政策変更により食晶事故報告形式が改訂され、

　各州は提出されたデータを文書で検証することを要請された結果、1998年

　以降の食品事故件数が前年と比較して急激に上昇している（年間平均約600

　件の食品事故報告が1300件を超える急激な増加をみせた〉が、それはこの

　改訂が実施されたためであり、実際に食品事故件数が増加したという誤った

　解釈がなされないように注意するべきである。

③2001年6月、CDCは食品事故報告電子システム（：EFORS：theElectronic

　Foodbome　Outbreak　Reporting　System）の構築を完了した。これにより、

　時問のかかる食晶事故のコード化やデータの再分類が必要なくなり、コンピ

　ューターで食品媒介の感染症による事故を報告できる確実なWebベースの

　レポートシステムが完成した。
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第2章　米国で発生した代表的食品事故における対処事例の概要

1　病原大腸菌0157：E7による食品事故の概要（CDC発行、2001年）

　2002年6月28目付で、疾病管理予防センター・（CDC〉の細菌及び真菌症部

門（Division　ofBacterial　and　Mycotic　Diseases）長から、州及び地域の疫学専門

家、公衆衛生研究室長あてに、r2001年の1月1日から12月31目までにCDC
に報告された志賀毒素産生大腸菌による食品事故発生の年間報告概要」データが

送付された（表5）。本データには「志賀毒素産生病原大腸菌起因の食品事故2001

年サーベイランスデータの概要」というタイトルの手紙が添付されており、その

内容はPulseNetの活用を奨励し、食品事故に関するCDCへの報告をEFORSを
通じて行うよう呼びかけている。

Appendix（付録）A
病原大腸菌0157：H7（志賀毒素産生）起因の食品事故

2001年1月1日力、ら12月31目

　2001年、23の州の衛生局は36症例の大腸菌感染症をCDCに報告した。全て

の事故は病原大腸菌0157：H7に起因しており、3件は複数の州にまたがって発

生した。総合すると、925症例の疾病、培養で確認された359の感染症、126名

の入院患者、31症例の溶血性尿毒症症侯群（HUS）、2名の死者を引き起こした。

前年と比較すると事故件数は減少したものの大規模な事故が多かった。2001年

の食品事故の中央値は9症例であるが、2000年は4症例であった。病原大腸菌

感染の媒介物は28件（全体の78％）で確認され、その中の17件（61％）は食

品媒介であり、5件（18％）は動物との接触又は環境汚染によるもので、4件（14

％）が人から人への感染、2件（7％）が水泳での感染であった。36件中の5件

（14％）は催事会場や動物園で発生しており、4件（11％）はレストラン、4

件（11％）はデイケアセンター（保育所）、4件（11％）は刑務所や更生施設、3

件（8％）は小学校や中学校で発生した。36件の確認済み食品事故に加えて、8

件の病原大腸菌0157：H7感染群が特定された。これらは識別不可能なパルスフ

ィールド電気泳動パターンを持つ病原大腸菌0157：H7により発生した。これら8

件の内、1件が4州にまたがって発生した以外は、各州内の発生で留まった。総

合すると、59の病原大腸菌0157：H7感染症と5名の入院患者及び4症例のHUS

を引き起こした。

106



表5　2001年1月1目から12月31目までに報告された病原大腸菌

　　　0157：H7による食品事故
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2・加工調理済み食品中のリステリア菌による公衆衛生への相対的リスクの

　定量的評価（DHHS発行、2003年9月）

　本書は、リステリア菌（ゐおめ酉θ加o皿oo鈎塑皿θβ）リスク評価改訂版の木要で

あり、本書の目的はリスク評価完全版（「技術文書」とも呼ばれる）で扱ったデ

ータを、リステリア菌とリステリア症に関する背景データ、リスク評価の実施に

使用された手法とデータ、リスク評価の結果及びこれらの知見の限界と関連性も

含めて、専門用語を使用せずに平易に記載することである。この目的塗達成する

ために、リスク評価完全版で定量的に扱われたデータの多くは本書で定性的に記

載されている。リスク評価の内容を十分理解するためには、読者はリスク評価完

全版を考察する必要がある。また、リスク評価の徹底的検証を望む場合にはリス

ク評価完全版を読むことが推奨されている。

　本書に関する記載内容の概要は以下のとおりであり、本書の完全版については

以下のホームページ（http：〃ww癖．cf3an．fda．gov、http：〃www．f忌is。usda．gov、

httpl〃www．fbodsa｛bty㌔gov、http：〃www．fbodriskcle＆rin帥ouse．um＆edu）で検索

可能である。なお、同完全版のハードコピー一についてはFAXで請求可能である。

（FAX番号：CFSAN、1－877・366－3322〉

【概要】

　リステリア菌（Li56θ藍a　mo蝦o碗（撰皿θβ）は、農業（土壌、植物及び水〉、食品

加工において広く分布する細菌である。リステリア菌を摂取するとリステリア症

を発症することがあり、このリステリア症は人が感染する重篤な疾患である．。

1998年にフードネット（FoodNet）で追跡した集団の中で、リステリア菌以外

の食品媒介の病原菌により発生した疾患よりリステリア症の方が入院率は高く、

食品媒介疾病が原因と報告された死亡件数の1／3以上はリステリア症によって発

生した。疾病管理予防センター（CDC）による2000年の報告では、CDCが追

跡した全食品媒介病原菌の内、リステリア菌は症例の死亡率（21％）が2番目に

高く、入院率（90．5％）は最高であった。重篤な疾患はそのほとんどが通常、高

齢者や免疫機能が低下する疾患を以前から有する患者等、リスクが高いとみなさ

れる人々で発生する。妊婦が食品媒介のリステリア菌に曝露したために発生する

周産期リステリア症は、胎児の子宮内曝露から胎児のリステリア感染を引き起こ

し、・ひいては胎児の死亡、早産又は新生児疾患及び新生児の死亡をもたらす。リ

ステリア菌はまた、健常人には通常軽度の胃腸症状をもたらす、リステリア胃腸

炎を引き起こすが、本リスク評価ではリステリア症が公衆衛生に及ぼす重大な結

果に焦点を合わせる。

　リステリア菌が公衆衛生上の大きな問題となる食品媒介疾病を引き起こすこと
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が認識されるようになったのは、つい最近になってのことである。米国、カナダ、

及びヨー．ロッパでリステリア菌の集団発生が数回報告され、リステリア菌に汚染

された食品が主要感染源となり、人に悪影響をもたらすことが最終的に確認され、

1980』年代にひときわ注目されるようになった。（1996－1997年の監視データを用

いた）CDCによるべ一スライン評価では、リステリア菌に汚染された食品によ

り毎年米国で約2，500例が罹患し、そのうち死者が約500例に達している。CDC

の勧告に従い、リスク評価ではべ一スラインの数値として2，078例のリステリア

症患者と390例の死者を用いて、リステリア症による米国全土における公衆衛

生への年間影響度を求めた。べ一スラインの数値はCDCによる監視データ（1997

～2000年）の平均値から算出されている。リステリア症感染はほとんどの場合、

食品媒介であるが、ごくまれにリステリア症を引き起こす特定食品を同定できる

場合がある。特定食晶による媒介を同定するためには通常、まずリステリア症の

集団発生を認識することが先決であり、次にこの集団発生を徹底的に調査するこ

とが肝心である。しかし、リステリア症はそのほとんどが集団発生の一部として

認識されることはまずありえない。

　リステリア症の集団発生調査により、リステリア菌感染モデルにっいて有益な

情報が得られる一方、この調査で感染源となった食品を同定できるとは必ずしも

限らない。

　食品媒介によるリステリア菌の潜在性の幅を最大限に広げると、感染源を最も
　　う
同定しにくくなる一方、様々な食品におけるリスク評価を最新の疫学的記録だけ

に頼ることもできない。そこで、最新のリスク評価は食品摂取データと汚染デー

タを信頼して、米国の消費者における相対的曝露リスクを見積もった上で、様々

な食品群が国民の健康に重大な結果を及ぼしそうな確率を推定する。

　食品業界及び関係行政機関が1gOO年代始めから奮闘した結果、リステリア症

発生率は約44％低下した。44％という低下は研究、調査、リステリア症集団発

生に対する対応策、及び規制する行政機関による監視を含めた様々な要因が結実

した結果である。これらの奮闘努力には研究と研究とのすき間の同定、 衛生設備

の改善、設備のデザイン改良及び不断の監視が挙げられる。リステリア症発生率

をさらに低下させようとしても、食品業界による食品の安全性を求める努力が奏

効しない理由として一部に、リステリア菌防除がこれまでに例のない挑戦であり、

食品の流通法、調理法、消費法がこれまでとは異なることが挙げられる。食品の

購入、調理、及び消費に反映されているように、消費者は利便性を求め続けてい

る。冷蔵保存期間を延長した食品を含め、加工調理済み食品の使用量は引き続き

増大している。示売店、食料品店、デリカテッセンのカウンタ廿で加工調理済み

食品として購入される食品の量は増え続けているが、食品を販売する現場では食

晶の安全性基準が十分でないため、リス．テリア菌による汚染を防除するのに必要
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な高レベルの衛生基準を満たしていない6加えて、家庭以外の場で調理された食

品の消費量が増大し、加工調理済み食品の消費量も増大している現在、食品製造

業者、食品流通業者、食品加工業者、及び消費者は細菌汚染を最小限に抑えるた

めに、食品の取り扱い方と保存行為に対して類のない難題を突きつけられたこと

になる。リステリア菌は食品加工、食品流通、及び食晶小売りの現場で、さらに

は家庭で通常検出されるだけでなく、細菌防除に一般的に実施される処理や条件

に対して多くの食品媒介病原菌より強力な耐性を持つ。「特に、リステリア菌は冷

蔵温度で食品を保存したとしても、多くの食品で増殖する可能性がある。

　本リスク評価はリステリア症が国民の健康に及ぼす全般的な悪影響に焦点を合

わせ、臼散発性疾患（集団発生が記録に残っていない疾患）の発生率と集団発生し

た疾患の発生率を対象としている。記録に残るリステリア菌の集団発生に起因し

た疾患は、推定年間リステリア症発症例全体の一部であった。リステリア菌の集

団発生はしばしば、食糧生産、食品製造又は食品流通の各段階におけるリステリ

ア菌汚染防止体制の崩壊を意味する。例えば、リステリア症の集団発生は、工場

の改築が原因の環境汚染からフランクフルトソーセージの加工ラインを防護でき

なかった（1998・1999年）、チョコレートミルクを製造する際、欠陥のある加工

装置を使用した（1994年）、メキシカンスタイルのソフトチーズに使用する牛乳

の低温殺菌が不十分であった（1985年）等から発生した己逆に言えば、散発的

リステリア症の発生は、食品の安全性が守られている体制の中で「防除されてい

る」食品が偶発的に汚染する可能性を示している。いずれにしても、リステリア

症発生率をより一層低下させるためには、新たな防除法又は改善された防除法を

設定目標に合わせて導入することで、食品の安全性強化ンステムを継続的に向上

させる必要がある。

　本リスク評価と、加工調理済み食品によるリスクを評価しようとする別の取り

組みにおけるアプローチとの大きな違いは、ハザード特性で考察された複雑な因

子にあった。本リスク評価では全般的な用量反応関係を確立し、その他に3つ

の年齢別下位集団毎のモデルを構築し、リステリア菌の分離菌株によって引き起

こされる幅広い毒性を評価するためのモデルも構築した。人の感受性の可変性と

病原菌による毒性の多様性を考慮すれば、特定の用量に相関したリスク推定値は

低下する。さらに、集団の中にリステリア菌への感受性が高い層があるとしても、

リステリア菌に曝露した結果、リステリア症を発症することはめったにないとい

う事実も強調されている。
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3　米国におけるBSE対応及び政府機関・業界の対応経緯（1988～2003年）

　米国では、食品安全検査局（FSIS）、動植物衛生検査局（AP：HIS〉、、食品医薬

品局（FDA）等の政府機関が、全米肉牛生産者牛肉協会（NCBA）等の業界団体

を始め、政府・大学の研究所と共同でBSEの撲滅に取り組んでいる。

　米国では、2003年12月にワシントン州でBSE感染牛が発見されたが、従来

からBSE拡大を防ぐため、肉骨粉（MBM：Meat・and《Bone’Mea1）を反傷動物

に飼料として与えることは、1996年に業界が率先して禁止を打ち出しており、

翌年にはFDAが哺乳類蛋白質の飼料を反傷動物に与えるのを禁止する最終規則

（連邦規則集：21CFR　Part589．2000）を1997年6月に制定し、199ブ年8月以

降施行している。

　米国におけるBSE防止に関する法律、対応経緯は以下のとおりである。

①連邦政府による規定

　連邦政府規則集9CFR309では、屠畜前に生体の動体検査を行い、動作等に

異常が認められた時は隔離し、さらなる検査又は即、廃棄処分とすることを加

工工場に義務付けている。フィードロット（飼育場）での動体検査も目常的に

行われており、家畜の四肢運動機能異常が認められた時は隔離され、それが神

経系の異常である場合は解剖した後、脳組織等の検査が行われる。

　同規則集21CFR589．2000によると、哺乳動物を原料とするMBM：飼料は反

萄動物に与えてはならないとされている。また、製造業者の形態（油脂業者、

飼料配合業者、飼料製造業者等）別に詳細が規定されている。例えば、飼料の

製造業者は原料入手先、製造記録、販売先等の記録の維持を義務付けられてお

り、表示についても反鰐動物用飼料でない場合はその旨明記することも法的に

要求されている。

②　米国政府機関・業界の対応経緯

　1988年

　・　BSE研究チームの編成による科学技術的対応及び政策的対応の調査開

　始。

　1989年

　・．牛、山羊、羊等の反甥動物の生体とそれを原料とした製品について、英

　　国、その他BSEの発生がみられた国からの輸入を禁止。

　1990年

　・　獣医、生産農家、研究機関の関係者等に臨床学的特徴、診断方法等の教

　育開始。同時に、米国内で飼育されている牛の脳細胞検査による狂牛病監
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　視・検査システム（BSEサーベイランス）を開始。

1991年

・　米国におけるBSEに関する危険度評価を実施。特に羊からの油脂用生

　産量において英国との大きな差を確認。

1993年

・　APHISはBSEサーベイランスによる脳組織検査を老廃牛まで拡大。危

　険度評価を再実施。

1994年

・　BSEサーベイランスに免疫組織化学を導入し、脳細胞組織検査に伝染

　性海綿状脳障害（TSE）の指標となるプリオン蛋白に関する抗体反応判定

　法を導入。

1996年
・　米国業界は哺乳動物を原料とし飼料の反編動物への使用を自主的に停

　止。危険度評価を再度実施。

1997年
・　8月、米国政府は法律的に肉骨粉の反窃動物への使用を禁止。

・　12月、反編動物の生体とそれを原料とする畜産物のヨーロッパ全域か

　らの輸入を禁‡。

1998年

・　1月、スクレイピー病撲滅に関する体制強化案を作成。

・　4月、より効果的な対応策の確立を目的として、ハーバード大学公衆衛

　生学部と共同で農務省（USDA）の予防策評価を開始。

・　10．月、BSEに汚染された飼料を与えられたオランダ産とベルギー産羊

　を検疫、隔離。

1999年
・　11月、スクレイピー病撲滅を目的とした規則案を公表。

2000年
・　BSEサーベイランスの地域分けによる監視強化策を導入。

・　7月、輸入された4頭の羊が（米国には存在しない）TSEに感染してい

　ることが判明し、USDA長官の緊急対応指示により接触があったとされ

　る羊と併せて処理される。

・　12月、APHISはあらゆる畜種を原料とする精製蛋白商品のヨーロッパ

　からの輸入を全面禁止。

2001年
・　11月、ハーバード大学の研究により、米国におけるBSEのリスクが非

　常に低いことが判明。
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2002年

・　1月、USDAは日本向け輸出証明書にBSE清浄国の文言付加を義務付
　ける。

2003年

・　5月、カナダでのBSE発生を受け、カナダからの反鯛動物の生体とそ

　れを原料とする畜産物の輸入を禁止。カナダに米国から専門家を派遣し、

　原因の究明に協力。

・　12月、米国ワシントン州においてBSE感染牛の発見。

・　12月、FSISはクラス2分類の回収措置を指示すると共に当該牛の子牛

　3頭の殺処分を決定。その後、英国の研究所による検査でBSE発生が確
　定。

・　12月、USDAの遡及調査から当該牛は2001年にカナダから輸入された

　乳牛である『ことが判明。FSISは引き続きリコール肉の調査を継続し、第

　三次流通業者を通じてアラスカ州、モンタナ州、ハワイ州、アイダホ州と

　米国領グアム島に流通していたことが判明。第一次流通地域のオレゴン州鵯、

　ワシントン州、ネバダ州、カリフォルニア州以外での新たな流通地域とし

　て確認。

・　12月、USDA長官は米国の対BSE防御、及び公衆衛生保護システムの

　強化のための追加措置を発表。USDAは直ちに全ての歩行困難な牛の特

　定部位及び組織の食用としての供給を禁止する。30ヶ月齢以上の牛の頭

　蓋、脳、三叉神経節、眼球、脊柱、脊髄、背根神経節、並びに全ての月齢

　の牛の小腸の一部を特定部位と指定し、これらの食用への供給を禁止する。

　また、脊柱に沿った脊髄に付随している神経細胞組織塊である背根神経節

　を食肉と表示することを禁止する。屠殺における空気注入気絶法を禁止す

　る。機械的に分離した食肉の食用肉への使用を禁止する。

　　これらの詳細については、USDAの2003年12月30目のプレスリリー
　ス（http：〃www．usda－gov1Newsroom／0449．03．html）で参照可能である。
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第3章米国における食品事故発生時の対応計画の概要

　米国保健福祉省食品医薬品局（FDA）’及び農務省食晶安全検査局（FSIS）は

食品事故発生に対応するため、体系的な製品回収の仕組み及び製品回収に関する

ガイドラインを定めている。

　また、米国保健福祉省（DHHS〉及び米国農務省（USDA〉は、以下で紹介す

るリステリア菌行動計画の他、BSE、口蹄疫等について緊急事態に対応するため

の計画を作成している。また、USDAの2002・2007年度の戦略計画においては、

加工済み食肉や鶏肉製品のリステリア菌による汚染を減少させるために目標値を

算出しており、その活動内容をリスク分析に基づいて行うことを明記している。

1　米・国における製品回収の手続き

1・1概要

　米国では、食品一般（食肉、家禽製品、卵製品を除く）の安全性に関する業

務を保健福祉省食品医薬品局（FDA）で、食肉等製品の安全性を農務省食品

安全検査局（FSIS）で、小売り段階の安全性を州政府で、各々分担して実施

している。

　また、米国では、行政が介在して消費者の安全を確実に担保する一元的なリ

コールの通報・公表システムが確立しており、食品の製品回収は、FDAの場

合、連邦食品医薬品化粧品法（：FFDCA）に基づくリコール制度により実施さ

れており、：FSISの場合は、連邦食肉検査法（FMIA）、連邦家禽製品検査法

（P：PIA）、連邦卵製品検査法（EPIA）に基づいて実施されており、製品回収

に関するガイドラインも定めている。

　米国の製品回収の特徴は、事業者の自主性に依存している点である。FDA

の場合、必要に応じて事業者に対し、自主的なリコールを実施するよう要請し

ているが、FDA自身による強制的なリコールを実施することはまれで、行政

措置が不可欠であると判断される場合に限られる。FSISの場合もFDAと同

様に、基本的に事業者が実施する製品回収を監視、監督するのが業務の中心で

あり、製品回収を強制する権限は与えられていないが、リコールの場合は有害

な製品を放置できないことから一定の権限を有している。

　製品回収の実施には、対象となる製品に関する情報の収集が重要である。情

報の入手ルートは通常、事業者から公的機関への報告、公的機関による検査結

果、公的機関の検査官による情報収集、連邦政府や州等の公的機関からの情報

等がある。
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1－2FDAによるリコール制度

　FDAは、目常的に食品の安全性について監視活動を行い、欠陥がみられる

製品を発見した揚合、当該事業者に対してその製品の欠陥を通知又は警告し、

必要に応じて自主的なリコ」ルを実施するよう要請している。

　FDA自身による強制的なリコールの実施は、極めてまれであるが、疾病等

を引き起こすリスクに対し、一国民の健康・福祉を確保するために行政措置が不

可欠であると判断され、当該事業者がFDAのリコール要請に従わない場合に

適用される。また、リコールの適用に際して、FDAは当該製品の没収を認め

る裁判所命令を求める手続きを経て実施している。

　なお、事業者自らが製品の欠陥を知った場合に、訴訟を予防する観点等から

自主的にリコールを実施する際には、同時にFDAに通知するのが一般的であ
る。

（1）　リコールの要求手続き

一般的なリコールの流れは以下のとおりである。

①　消費者、FDAの調査官～製造業者、その他行政機関、通信社等から、

　欠陥製品についての情報を入手する。

②　全米の現地事務所が欠陥製品に関する情報を収集する。

③　現地事務所は欠陥製品を調査し、調査結果を：FDA本部に通知する。

④　専門家からなる委員会が健康危害の特定評価ランク付けを行う．

⑤　ランク付けの後、FDAは警告を発令し、欠陥製品によって起こり得る

　悪影響について公表することができる。

⑥　FDAは以下の場合、リコールを要求することができる。

　・　製造業者がリコールを実施しておらず、状況が深刻である

　・　その際、製品が疾病、傷害等のリスクを引き起こす

　・．市民の健康・福祉を保護するために行政措置が不可欠である

⑦　製造業者が行政措置に従わない時はFDAは欠陥製品の没収を実施する

　ことができる。また、刑事罰が適用される事案では欠陥製品の没収を求め

　る。

（リコール区分）

1　その製晶の使用又はその製品に曝された状態が、重大な健康被害や死亡

　を引き起こす恐れがある状況。

H　その製品の使用又はその製品に曝された状態が、一時的もしくは治療可

　能な健康被害を引き起こす恐れがある状況、又は重大な健康被害を引き起

　こす確率が低い状況。
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皿　その製品の使用又はその製品に曝露された状態が、健康被害を引き起こ

　す確率が低い状況。

（ランク付けの判断要因）

・　製品の使用によって、既に疾病、傷害が発生したか。

・　現状のままにしておくと、人体に対する健康危害が増大する恐れがある

　か。

・　その製品に接する可能性がある消費者の内、幼児や病人等、特にリスク

　が高いと考えられる階層に及ぼす影響はどの程度か。

・　リスクが高い階層に対する健康危害の重大性は、どの程度か。

・　危害発生の蓋然性はどの程度か。

・　危害発生の短期的、長期的影響。

（消費者への公表方法）

・　リコール製品の使用を防ぐその他の方法が不適切であることが明らかな

　緊急の場合に限られ、FDAは通常、企業と協議の上、公表を行う。

・　クラス毎にリコールをリストアップした「FDA執行報告書」を毎週発

　行。

・　自主的に公表を決定した企業は、公表の計画をFDAに提出して検討・

　意見を求める。

（製品の没収）

・　企業が自主的にリコールを開始しない時、又はFDAの要求に従わない

　時は、FDAは製品を没収することができる。

・　FDAは、欠陥製品について、不純物が混入していること（不純製品又

　は偽商標）を証明する。ここで「不純製品」とは、製造、包装が不適切な

　製品、腐敗もしくは不衛生な物質に曝露され、人体に有害である製品も含

　まれる。

（2）　リコールの実施・監視手続き

　製品のリコールを実施しようとする製造業者はリコール計画（recall

strategy）を立て、FDAに提出する。リコール計画には、少なくとも以下の項

目が盛り込まれる。

　・　リコールの範囲

　・　一般向け警告の内容（公表内容：商品名、製品コード、生産者名、対象

　　品の出回り、地域対象品の数量、回収理由）
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・　有効性評価

．また、リコールを実施する製造業者は、リコールの実施状況に関する報告書

を定期的にFDAの支局に提出することを求められる。FDAは、この報告書に

よってリコールの進捗状況を評価する。報告の頻度はリコールの緊急性『とクラ

スに応じて決定されるが、2～4週間毎が一般的である。報告書には以下の内

容が記載される。

リコールの通知対象者の数

通知の期日と方法

リコールに応じた者の数

戻った製品の数

特定されたがリコール通知に応じなかった者の数

リコール完了時期の見通し

（3）　消費者の啓発と情報提供

　毎週「執行報告書」が発行され、FDAの行政権限に基づいてとられた以下

の措置が掲載されている。

　・　リコール

　・　警告

　・　裁判所の差し止め命令

　・　没収

　・　行政裁判所、州裁判所、連邦裁判所の訴訟

　また、FDAのホームページ（http：〃www．fda．gov）には、執行報告書、記者

発表紙（：FDA　News）、機関紙（FDA　Talk　Paper）、消費者との交信コーナー一

等が掲載されている。記者発表紙には、多くの場合、製品のリコールに関する．

情報が掲載される。さらに、リコールの対象とはなっていないものの、公衆衛

生を損なう恐れがあるとFDAが判断した製品に関する情報も掲載される。機

関紙には、製品やサービスに関する、記者発表文書よりも詳細な情報が掲載さ

れている。

1・3FSISによる製品回収に関する手続き及びガイドライン

　FDAと同様に、USDAのFSISでは目常的に食品の安全性について監視活

動を行っており、必要に応じて事業者が実施する製品回収を監視、監督してい
る。
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（1）　情報収集から製品回収勧告まで

　製品回収の実施には、通常、事業者からFSISへの報告、：FSISによる検査

結果、FSISの検査官による情報収集、連邦政府や州等の公的機関からの情報

等に基づいて、対象となる製品に関する情報収集を行う。

　情報を入手後、FSISは予備調査を行う。問題の商品の収集とサンプル検査、

事業者からの聞き取り調査等を実施’し、危害の特徴、疾病や傷害の発生又は発

生の可能性、発生すると思われる疾病や傷害の種類について検討する。

　予備調査の結果、製品回収の必要性が予想されると、FSISの公衆衛生部門

（OPHS）にあるリコール対策課（RMD）がOPHSに警告を出す。同時に事

業者にもできるだけ早く警告を出し、事業者がFSISに提出する必要のある情

報のリストを送る。さらに、FSISの各部署から構成されるリコール委員会が

招集される。

　なお、必要に応じてFDA等、他の連邦機関又は州機関が参加する。また、

リスクが特殊なものの場合は、科学者で構成され、リコール委員会に勧告を行

う機関であるFSISの健康被害評価会議が召集される。

　委員会は、対象となる商品の流通量、流通範囲（消費者、小売店、卸売業者

等）、製品回収の分類等に関する情報について検証し、対象製品の汚染や表示

の間違いを断定できる根拠があるーと判断した場合には事業者に対して製品回収

実施の勧告を行う。RMDは勧告を事業者に伝達し、連邦政府及び州政府の関

係機関に通知する。

　分類には、以下の1、H、皿：の3種類がある。

　1　死亡を含む健康上の重大な問題を引き起こす可能性がかなり高いケース

　　　（例、病原大腸菌0157に汚染された挽肉等）

　H　健康上の影響を引き起こす可能性がそれほど高くないケース

　皿　特に健康上への影響はないケース（加工食肉の表示の欠如等）

（2）　製品回収の実施

　事業者は、勧告を受けて製品回収を実施するか否かを決定する。事業者が自

ら率先して製晶回収を実施する場合は、RMDあるいは地区事務所に連絡し、

地区事務所はRMDに通報する。州政府が検査対象としているプラントや小売

り段階に関しては、州が製品回収実施の監視役を担う。FSISは州政府に情報

提供等の面で協力する。

　製品回収は、製造業者や卸売業者、流通業者、小売業者のいすれもが実施す

ることができる。また、どのような事業規模、事業形態でも製品を回収するこ

とができる。なお、FSISは事業者が製品回収を実施するにあたって「ガイド

ライン」を作成して、事業者のとるべき対応策を記している。
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　事業者が、製品回収を拒否した場合、FSISは裁判所の差『し押さえ命令を得

て商品を押収することができるが、これまで製品回収勧告を拒否されたことは

なく、仮に事業者が回収を拒否した場合、FSISが供給先の業者と連絡を取り

商品を回収する。

　製晶回収実施が決まると、FSISはプレスリリースとリコール通知書で製品

回収について詳細な情報を公表し、関係機関には電子メール等で送付する。リ

コール通知書は、FSISのホームページでも閲覧可能である。

　リコール通知書には、日付とリコール番号の他、以下の内容が記載されてい
る。

回収の対象となる商品とその商品番号及び包装にある商標

回収を実施する企業名と企業側の窓口担当者と電話番号

回収される商品数量

回収の理由、商品の問題点とそれらが発見された経緯

流通範囲

回収の分類と程度

回収企業のリコール戦略とFSISの対応策

FSISの担当窓口とその電話番号

（3）製品回収の検証と解除手続き

　製品回収の実施について検証するために、FSISは効果測定を実施する。調

査を実施するにあたっては、供給相手先と連絡を取って問題の商品が撤去され

ているかを確認する。また、その結果を記録する。さらに、以下の点について

検証を行って、対応が十分でない場合には商品を押収する等の強制措置を取る。

製品回収が実施されたと認められた場合には、RMDはOPHSに対して終結勧

告を提出し、同意が得られれば事業者に文書で通知する。

　・　製品回収について十分な通知がなされているか

　・　供給先の業者が、問題の商品を特定し、指示に従って取り除いているか

　・　規則どおりに問題の商品を処分しているか

（4）FSISが定めているガイドラインの概要

　事業者は、製品回収を実施するに際し、事業内容を熟知している者をコーデ

ィネーターに任命する。コーディネーターは、製品回収実施の決定権を有し、

定期的に経営層に報告すると共に、製品回収実施のためのリコールチームのメ

ンバーを選出する。

　事業者は、事前にHACCPプランにリコールプランを組み込まなければなら

ない。その主な内容は以下のとおりである。
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・　製品回収に関わる内部及び外部の関係者を特定する。内部関係者につい

ては個々の役割を明らかにする

・　健康に対する危害分析を実施する。特に、疾病や傷害の発生の有無、子

供や高齢者のような高リスク層に対する影響評価、危害の程度等について

分析を行う。その上で、製晶回収の範囲を決める。これは製品回収の対象

となる商晶の数量と種類で、危害の程度によって消費者、小売り、業務用、

卸売りのどの段階までカバーするかを決める。その際に重要なのが生産及

び流通に関する記録で、一定期間の保存が義務付けられている。

　製晶回収を告知する手段は、リコールプランに記載される。FSISは、前述

のプレスリリースやリコール通知書で製品回収の内容について情報公開を行う

が、その前に事業者はFSISに以下のような点について報告する。

商品の包括的かつ正確な中身

製品回収を実施する理由と問題点が発見された時期と発見の方法

商品の消費に伴うリスク評価と評価の手法

問題の商品が生産された数量と期間

流通における数量と期間

問題商品の流通地域（州又は郡）

問題商品の取引に関する情報

生産等に関する記録

プレスリリース案文

リコールコーディネーターの名前、資格、地位、電話番号

　以上の情報については、緊急時には口頭で行うことができるが、最終的には

文書で確認されなければならない。このような情報を提示した上で回収を進め、

最終的には製品回収の実施について評価を行わなければならない。製品回収の

通知や回収措置が適切であったかを確認するための作業で、、連絡手段や評価方

法はプランに記載される。確認作業は事業者が実施し、確認した内容について

はFSISに報告する。なお、FSISは農務省令に従って独自に製品回収実施に

関する効果測定を実施する。
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2　リステリア菌の危害を低減するFDAICDCのリステリア菌行動計画

　　（2003年改訂版〉（DHH：S発行、2003年1L月）

　本行動計画は、米国内で実施されているリステリア菌の予防と抑制のための活

動を再検討し、リステリア菌に起因する疾病についての重大な問題に取り組む活

動を含んでいる。現時点での科学的な考察とそこから開発されたモデルを一つの

手段として用いることにより、食品安全に関わる規制当局は、リステリア菌の公

衆衛生に対する影響を最小限に抑えるための現在及び未来の政策、計画並びに規

制措置の有効性を評価することができるとされている。

　2001年に、保健福祉省（DHHS）と農務省（USDA）は進行中のリステリア

菌の予防と抑制のための活動を再検討し、リステリア菌に起因する疾病について

の重大な問題に取り組む活動を含む行動計画を作成し、2001年に発表した。こ

の2001年の行動計画には、危険食品に対する規制措置の検討、加工業者、小売

業者及び外食産業施設向けの手引きの発行、消費者に追加的な防護策を与えるラ

ベル表示推進の検討が組み込まれた。今回の2003年行動計画は2001年行動計

画のFDAとCDCに関わる要素を改訂したものである。

　なお、本行動計画の活動はリステリア菌に起因する疾病を、現在から2005年

までに50％削減するという「ヘルシーピープル2010」の目標達成のために策定

された。本行動計画に関する記載内容の概要は以下のとおりである。

【概要】

　リステリア・モノサイトゲネス（L税θ虹a加o蜘q7如袈畑β）、通称リステリア菌

は様々な食品中に検出される可能性のある有害菌である。

　妊娠中の女性がリステリア菌に起因する病気にかかると、流産、死産あるいは

新生児の重篤な疾病又は死亡を引き起こす恐れがある。高齢者及び免疫系機能が

低下している患者の場合も、リステリア菌に汚染された食品によって重篤な病気

や死亡を招く危険性がある。

　国民の健康増進と病気予防の目標を定めた「ヘルシーピープル2010」は、食

品の安全に関わる連邦政府機関に対し、2005年末までに食品媒介性リステリア

症を50％削減するよう求めた。2001年の米国における食品原因病発生率に関す

るFoodNetの予備データによると、リステリア菌感染症発生率は、1996年から』

2001年の間に、年間10万人あたり0．5例から0．3例に減少していた。その後は

横這い状態になったため、発生率を2005年末までに10万人あたり0．25例の水

準まで減少させるには、追加的措置が必要なことが明らかになった。そこでこの

目標を支援する評価手段としてリステリア菌のリスク評価が開始された。食品医

薬品局（：FDA）及び疾病管理予防センター（CDC）は、進行中のリステリア菌

121



の予防と抑制のための活動を再検討し、リステリア菌に起因する疾病についての

重大な問題に取り組む活動を含む行動計画を作成した。

　15年以上に渡り、保健福祉省（DHHS）、FDA、CDCは、連邦政府の他の機

関、州及び地域の機関と共に、リステリア菌に起因する疾病の予防とこの病原菌

の抑制に向けた努力を行ってきた。ここ数年、DHHSは農務省（USDA）と共

に、この細菌がもたらす健康上のリスクとこの病原菌を媒介する可能性のある関

連食品の両方についてさらなる知見を得るために、リステリア菌のリスク評価（特

定加工調理済み食品グループにおけるリステリア菌の公衆衛生に対する相対リス

クの定量的評価）を実施した。このリスク評価の結果は公衆衛生に取り組む追加

的行動の必要性を裏付けている。

　本行動計画はリスク評価の結果を受けて、リステリア菌に汚染される可能性の

ある特定の加工調理済み食品に重点を置いている。今回の2003年行動計画は

2001年1月に発表された行動計画（大統領に対する共同回答：リステリア菌の

リスクの軽減）のFDAとCDCに関わる要素を改訂したものである。計画の変

更部分は既に着手されており、一部はリスク評価の2003年改訂版に反映されて

いる。本計画は危険食品に関する規制措置を検討しながら、加工調理済み食品中

のリステリア菌が引き起こす疾病及び死亡のリスクを大幅に減少させることを追

求している。

　リステリア菌によるリスクに取り組むためにFDA及びCDCは行動を起こす

分野を次の6つに特定している。

　①　加工調理済み食品を製造又は調理する加工業者のための手引きを作成及び

　　改訂し、小売業、外食産業及び、公共施設のための手引きを作成又は改訂す

　　る。

　②　業界及び食品安全規制当局職員のための教育及び技術指導を開発して遂行

　　する。

　③　消費者及び医療提供者に対する情報提供及び教育への取り組みを強化す

　　る。

　④　微生物生成物の試料採取を含め、施行方針及び規制方針の再検討、方向転

　　換及び修正を行う。

　⑤疾病の監視と疾病発生時の対応を強化する。

　⑥　研究活動の調整を図って、リスク評価の改善、予防措置の強化、規制、施

　　行及び教育活動の支援を行う。

（今回改訂された行動計画）

　今回改訂及び更新された行動計画には、FDA及びCDCが加工調理済み食晶の

消費に伴うリステリア菌に起因する疾病を減少させるために食品医薬品局
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（：FDA）の監督範囲内で講じる措置の要点がまとめられている。本計画は、：FDA

／USDAのリスク評価で、リステリア菌汚染を減少させるための追加的措置あ

るいは追加デ囲タの収集が必要であると確認された食品カテゴリーに重点を置い

ている。

　本行動は他の連邦政府機関、州及び地方の衛生当局職員、消費者、業界及び学

会と協議して着手される。下記の行動を計画及び実施する際に、FDAは利害関『

係者の意見を聞くための公開制会議の開催も予定している。

　本行動計画は、各省庁の食品安全の取り組みをまとめて掲載している食晶安全

ホームページ（http：〃www．fbodsaf6ty．gov）及びFDAホームページ

（http：〃www．cf舶n甜a．gov）に公示されている。

（実施者）

　：FDA及びCDCは本行動計画実施の第一義的責任を負う。FDA及びCDCは他

の機関と連携して、2005年までにリステリア菌に起因する疾病を現在から50％

削減するという目標達成に向けた取り組みを継続していく。

（結論〉、

　本行動計画に記載された行動に着手することによって、FPAとCDCは農務省

（USDA）と協力して、リステリア菌に起因する疾病を2005年までに現在から50

％削減するという「ヘルシーピープル2010jの目標を達成する予定である。
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3　米国農務省2002－2007年度戦略計画（USDA発行、2001年12月）

　米国農務省　2002－2007年度戦略計画（USDA　Strategic　Plan　fbr　FY2002

－2007）は、クリントン政権により策定された2000－2005年度戦略計画を全

面的に改定し、具体的にUSDAの政策の目的及び達成しようとする目標、すな

わちUSDAの予算の優先事項に組み込まれるべき重要な政策や行政運営の達成

目標を明らかにし、一連の年次業績計画を通じて説明責任を与えることを明らか

にしている。さらに、本戦略計画を支えるため、農務省のミッション分野毎に、

各行政機関毎のより詳細な計画が策定されるとしており、本戦略計画の他に政策

・部局毎に個別計画を持つとされている。

　なお、本戦略計画にっいては、USDAホームページ内の2002－2007年度戦
略計画（：http：〃www．usda．gov／ocfb／usdasplusdasp．h．tm）に関する記述を参照下さ

い。また、本戦略計画は、平成15年3月に（財）農林水産奨励会農林水産政策

情報センター一により翻訳（仮訳）されている。

　USDAが示す2002－2007年度の戦略計画の内、食品分野に関する記載内容

の概要は以下のとおりとなっている。

【概要】

（戦略目的）米国の農業と食品供給の保護と安全を強化する。

　USDAには、米国の食品や繊維の供給チェー一ンの安全性や農業生産システム

の安全性確保の支援という独特で極めて重大な責務があり、民間部門、他の連邦

政府機関、州政府と協力して、現行のシステムの評価を継続し、農場や牧場に対

する脅威への対策を確立する。

（戦略目的に関する重要な外部要因）

　偶発的であると意図的であるとを問わず、有害物質の移入は、人間の健康や環

境に対する脅威となる可能性があるため、予防、早期探知、・識別・特定、迅速な

制御あるいは撲滅は極めて重要な課題である。緊急事態対応の準備においては、

公的部門と民間部門の連携が大きな役割を果たす。

　2001－2002年度にUSDAは、米国科学アカデミー（NAS）や米国食品微生

物基準諮問委員会（NACFCM）に対し、食品の安全性を高めるための包括的な

アプローチのr環として、微生物基準や微生物達成水準の果たす役割を研究する

よう要請した。これらの現在続行中の研究の結果が利用できるようになれば、

USDAは食晶を起因とする疾病の原因となる病原微生物の流行を抑止するため

の新しい規制戦略を提案することが可能になるだろう。
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（達成目標1）米国の食肉、家禽肉、卵製晶に関連した食品媒介疾病の発生を減

　　　　　少させる。

　USDAは、他の全ての公共保健機関の模範となるべく努力しており、農場か

ら食卓に至るまで、食品に起因する危害の流行をさらに減少させることによって

公衆衛生を改善していく方針である。新たな病原体が出現しオいることや食品に

起因する危害がダイナミックな性質を有していることを考えると｛食晶供給に対

する消費者の信頼を維持するためには、食品の安全に関わるシステムが継続的に

評価・更新されなければならない。公衆衛生問題の評価及びそれらに対処するた

めの関連政策の評価は、健全な科学原理に基づいて行われる。USDAは効果的

な行政運営と規制措置を実施し、研究、公衆衛生規制、教育を統合する協同的ア

プローチを通じて策定された国内及び国際的な規制戦略を強化することにより、

米国民に対して食肉、家禽肉、卵製品の安全を保障する。また、USDAは食品

安全のあらゆる側面を扱う規制措置や教育プログラムに関して、他の連邦政府省

庁や州政府、諸外国の協力機関との連携を拡大していく方針である。

①業績指標
　・　食肉、家禽肉、卵製品について、リスクに基づく最新の安全検査を実施

　　することによって、米国の公衆衛生を向上させる

　・　生の食肉や鶏肉製品のサルモネラによる汚染を減少させる

　・　加工済み食肉や鶏肉製品のリステリア菌による汚染を減少させる

　・　最も危険で経済的観点から重要な食晶媒介性の病原性細菌やウイルスを

　　迅速かつ正確に探知・特定・分離できるシステムを開発し、USDAの機

　　関や民間部門に移転する

②行動戦略
、USDAは、食品及び農業システムの統合性を保護するインフラ整備への投

資を引き続き拡大していかねばならない。一我々の科学活動や規制措置が、新た

に出現し続ける病原体や動物食品に起因するその他の危害が突きつける課題に

十分対応できるようにするためは、USDAには十分な人材と最新の機器を備

えた研究室が必要である。将来の活動には以下の事項が挙げられる。

　・　且ACCPに関する産業界による科学的検証と検査の継続を求めていく

　・　農務省と産業界の資源を活用して、ある種の加工調理済み食品の製造施

　　設に対し、リステリア菌を探知するための製品テストの適用範囲を拡大す

　　ると共に、環境サンプリングプログラムを立ち上げる

　・　諸外国の検査システムや州の検査プログラムを評価し、監査するための

　　手順を強化する

　・　高い科学技術と公衆衛生分野の専門知識を持つ検査要員を採用・訓練・
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配備する

・　食物学と農学の両分野において、1次世代の研究科学者、教育者、技術者

を募集し、確保し、卒業させ、配置する

・　農務省全体で、さらには他の連邦政府部局と共に、インフラ整備に対す

る投資を効率活用することにより、重複投資を減らし、データ共有を向上

させる

・　安全な取り扱い慣行、微生物テスト、革新的な食品安全技術を含む食品

の安全性のあらゆる側面を扱う福祉計画の拡大を通じて、国民に対し、食

品の安全性やバイオセキュリティに関する情報や教育を提供する

・　食肉、鶏肉、卵製品に関連した食品起因の疾病に関する利用可能なデー

タの評価を行うために、また予防可能な食品起因の疾病を減少するための

規制戦略の有効性に関する、より正確な指標を確立するために食品の安全

性に関する連邦政府機関をパートナーとして協働を推進する

・　産業界や政策決定者にとって価値の高い、食品の安全性に対する科学に

立脚した疫学的取り組みを提供する目的で食品の安全研究を行う

・　遺伝子の配列、構造、機能の特徴を明らかにするための研究に対して、

財政的支援を行う

・　バイオセキュリティ、食品の安全性、食料安全保障、栄養内容を向上す

るための教育や福祉を行う

・　調査診断活動の基礎を提供するため、微生物ゲノムデータの解析を行う

科学的に健全なプログラムを支援する

・　国民の食品の安全性に対する潜在的に高リスクの新たに出現しつつある

脅威を特定するための研究、数理的モデル化、厳格なリスク評価を拡充す

る

（達成目標2）農業病害虫の発生件数及び被害度を減少させる

　侵入病害虫から米国の動植物資源を保護することは、米国の繁栄の基礎の大部

分をなす農業貿易の強化及び米国の衣食住にとって必要不可欠である。作物や動

物の病害虫を国外に締め出すと共に、既に国内にある病害虫について管理するた

め、USDAは病害虫の発生件数を低減するための防止活動に対し財政的支援を

行うと共に、病害虫が流行した際の被害を減少させるための効果的な害虫・動物

疾病緊急事態対応システムを連携・調整している。

　また、USDAは他の連邦政府機関、州政府機関、産業界及び専門家団体と連

携して、侵入病害虫の流行を探知・対応・撲滅するための効果的な緊急事態対応

システムを開発し維持している。さらに、USDAは侵入病害虫の流行を未然に

阻止するための研究．・活動に関し、諸外国や他の連邦政府機関と連携している。
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①　業績指標

　・　農場の家畜、家禽、作物、穀物に対する偶発的な、あるいは意図的な脅

　　威から保護する（2003年3月、農務省は農業検疫検査機能を国土安全保

　　障省（DHS）に移転している）

　・　各州及び準州が動物の衛生に関する「州緊急事態管理システム」の基準

　　を満たすようにすることによって、米国における病害虫の発生件数と被害

　　の程度を減少させる

　・　動物の疾病に関する所定の連邦基準を満たす診断サービスを提供できる

　　州の数を増加させる

　・　作物診断試験場の能力を改善する

　・　新しい、もしくは大幅に改善された病害虫耐性を強化した特長を持つ晶

ρ種や生殖細胞を、伝統的な品種改良、バイオ技術のいずれかを通じて開発

　　し、潜在的な利用者に対し公開する

②行動戦略
　USDAは、食品及び農業システムの統合性を守るインフラ整備への投資を

引き続き増加しなければならない。我々の科学活動や規制措置が侵入病害虫に

よって突きつけられる課題に適切に対応できるようにするためには、我々は十

分な人材と最新の機器を備えた研究施設が必要である。将来の活動には以下の

事項が挙げられる。

　・　諸外国の検査システムや州の検査プログラムを評価し、監査するための

　　手順を強化する

　・　米国に侵入してくる病害虫を迅速に識別・特定するための研究や教育へ

　　の取り組みを強化する

　・　広範囲に渡る一連の新たに出現しつつある農業病害虫に対する科学的監

　　視を増加する

　・　家畜や家禽、作物・穀物、食品を脅かす病原体や毒素を迅速に探知する

　　ことのできる新しい識別特定手段を確立・検証・配備する

　・　動植物の免疫システムに対する遺伝子や蛋白質の役割について、食品を

　　汚染する可能性のある微生物、病原体、毒素について研究を行い、その結

　果を普及させる

　・　病気の流行を制御するための戦略を開発し、迅速に適用するため動植物．

　　の疾病の感染や疫学に関する研究、教育、情報移転を進める

　・　安全で効果的な消毒薬、ダニ殺虫剤、殺虫剤、その他の非常用合成物質

　　に対する環境保護庁（EPA）による認可や使用許諾を支援するための研

　究や教育を推進する
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w　　r米国食品事故事例収集調査、米国における食品の安全確保に

　　関する各種規制調査」に関する意見交換及び情報収集の海外調

　　査概要

1　調査期問

　平成16年2月5日（木）～2月16日（月）

2　日程等
　2‘月5目（木）

　2月6目（金〉

2月7目（土）

2月8目（日）

2月9目（月）

2月10目（火）

2月11日（水）

2月12目（木）

2月13目（金）

2月　14日　（ニヒ）

2月15目（目）

2月16目（月）

成田発（サンフランシスコ経由）サクラメント着

・カリフォルニア大学Davis校・食品保蔵研究所

　（カリフォルニア州サクラメント）

　サクラメント発（シカゴ経由）ワシントンDC着

　調査資料収集及び整理

・米国農務省（USDA）食品安全検査局（FSIS）

　（ワシントンDC）

・米国環境保護庁（EPA）（ワシントンDC）

・米国保健福祉省（DHHS）食品医薬品局（FDA）

食品安全応用栄養センター（CFSAN）（ワシントンDC）

・米国食肉協会（AMI）（バージニア州アーリントン）

・全国食品加工業協会（NFPA）（ワシントンDC）

　ワシントンDC発フィラデルフィア着

・米国農務省（USDA）東部研究センター（ERRC）

　（ペンシルベニア州ウインドモア）

　フィラデルフィア発シカゴ着

・国立食品安全技術センター（NCFST）

　（イリノイ州サミット）

調査資料収集及び整理

シカゴ発

成田着

3　出張者の所属及び氏名

　JTC　Intemational代表（兼現地通訳）

　食品総合研究所食品衛生対策チーム重点領域研究員

　農林水産消費技術センター本部交流技術課長

　農林水産消費技術センター本部交流技術課危害情報係長

吉田　隆夫

川崎　晋

堤一二三
岡安弘之
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4　調査概要

（1〉カリフォルニア大学Davis校・食晶保蔵研究所

（日　時）　平成16年2月6目（金）　10100～15：00

（場　所〉　カリフォルニア大学Davis校（UC　Dav孟s）会議室　・

　　　　　UC　D＆vis構内研究施設（施設見学）

（対応者）

University　ofCalifbmia

　・：Keith　A。Ito

　　（Director，Laborato茗y　fbr　Research　in　Food　Preserv段tion（UCLRFP））

　・Dean　O．Cliver，Ph．D．

　　（H：ead，WorldHealth　Organization，Collaborating　Center　fbr　FoodVirology〉

　・Linda　J．Harris

　　（：Food　Safbty　lMicrobiology　Specialist，Department　ofFooαScience　and

　　Technology）

（意見交換内容）

①　組織及び業務概要について

　カリフォルニア大学Davis校は、ランド1・グラント大学（連邦政府が各州に

少なくとも一つの大学を地域産業の促進、育成のために作るようにした大学）と

して地域に密着した研究やサービスを行っている。さらに、州政府や連邦政府の

政策に基づいた食贔安全での問題に関係する研究を行っている。大学が企業のた

めの食品安全に関する相談を行っており、密接な関係を有している。

　Dr．Ito氏が所属するUCLAR：P（食品保蔵研究所）は、大学内に検査機関を設

置し、企業及び州政府の検査機関に利用されることで得られる検査費用で経済的

独立を果たしており、これは目本ではみられない形の組織である。Dr．Ha皿is氏

が所属する研究所では、カリフォルニア州のアーモンドに含まれるサルモネラの

研究を業界団体からの要請により資金を得て行っている。これも目本の研究方法

では少ない例である。また、ここでは食品業界への食品安全指導を行うため、積

極的にHACCPやその他の食晶安全のための州及び連邦政府の施策に沿ったプロ

グラムを作成し業界教育を行っている。

　組織概要説明後、以下の内容について各研究者より説明があった。

②　Dr．Cliver氏との会話概要

　1975年以降、WHOのコラボレーティングコーターになっている。食品に起

因する事故の資料（リファレンス）は著書である：Foodbome　Diseases（アラブ

版も発行されている）、FoodbomeDiseases2ndEdition、PrionScience（Prion
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Scienceについては、米国のBSE発生前の刊行のため、もう一度書き直す必要

があるとのこと）を参照して頂きたい。また、米国のBSE対応については英国

より遅れている。

　現在担当している研究は、食品・水の不活性化及び検出、（アンモニアを使用

した）もやしの殺菌、カイワレ大根及び動物飼料を対象として実施している。

USDAから資金を得て、工場内で実験を行うのが困難で法律でも決まっていな

い七面鳥肉中のカンピロバクター、リ’ステリア菌、サルモネラの殺菌条件を探索

する研究についても行っている。また、チョリソー（ソーセージの一種）につい

てはほとんど検査されていないため、ガイドラインを作成中である。さらに食肉

解体の際に生ずる脊椎の挽肉中の混入、水中のクリスポリジウムに対する研究に

ついても実施している。

　クリスポリジウムの事故事例としては、1993年にウィスコンシン州で4，300

人の被害が発生している。プリオンについては特別な研究施設が必要であるため、

NAID（モンタナ州にある）という施設で実施している。ここでは微生物酵素を

上手く使用して殺菌を行う研究を実施している。また、道具にプリオンが付着す

るため、廃棄方法についての研究も含まれている。さらに、この殺菌方法がカリ

フォルニア州の下水処理場で使用が可能かについて研究を行っている。

　米国の食品安全について、（個人的には）40年来の研究から言えば政府の見解

と
，
は異なる。例えば、アレルギーは食品安全に含まれているが、これについては

違うと考えている。食品安全には食品の健全さ（Wholesomeness）が必要であり、

品質は米国では安全と結びつけられている。

　現在は、飢餓より食品安全が大きくなっている時代ではあるが、食品安全とい

う面から考えた場合、食べないより食べる方が良いと考えている。1900年以降、

食品安全に関する法律が制定されたが、現在まであまり変化していない状況であ

る。最近はアレルギーが重要であり、例えばチャイニーズシンドローム（中華料

理症侯群：化学調味料が原因と言われているが、実は原因がはっきりしていない）

等もあるため、潜在的危険（At－Risk）を考える必要がある。

　Food　Networkについては、どの段階で何が問題になっているかを調査するた

めに作成した。しかし、実際には全体の2～3％しか農業に携わっていないた

め、問題が発生した場合、生産者に苦情がいく場合が多い。

　リスク分析については、リスク評価は可能性（probability）及び重大度（severity）

を考慮し、リスク管理はいかにして影響を少なくするかを考慮し、リスクコミュ

ニケーションは双方を考慮する必要がある。既にBSE発生後、（Dr．Cliver氏は）

75回のインタビューを受けている。

　食品検査の問題点について、食中毒の多くが分析及び顕微鏡等ではすぐにはわ

からない状況である。これは試料が均一でないことも原因である。（人間に関係
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ない）家畜の病気を人に感染しないようにする必要がある。但し、発展途上国の

場合は事情が異なる。試験法として、サンプリングしてテストする方法には問題

があることからHACCP（危害分析重要管理点）が定められた。GMP（優良製

造基準）については、食品とそれ以外に分割されている（当初は一括りで想定し

ていた）。SSOPs（衛生標準作業手順）については、記録が一番大切である。HACCP

は製造工程を制御することがポイントであり、最初は宇宙食製造のために考案さ

れた。重要管理点（CCP〉で一番重要なのは分析・モニタリングが可能である

ことである。カリフオルニア州では15年以上前にチーズのリステリア菌による

大きな事故があったため導入された。

　USDAとの関係について、カリフォルニア州については検査をUSDAに依頼

している。通常、検査は州毎に実施しているが州によりそれぞれ違う。検査の委

託先はFSISでHACCPに沿って実施している。検査官による検査を実施しない

場合、操業することができない。検査の方法は、牛の場合、屠殺する前に検査し、．

鳥の場合は絞殺する際に検査を実施している。検査で除外されたものについては

流通しないシステムになっている。APHISでは、BSE関係についてFSISと連

携して業務を実施している。

　EPAについては、農薬（殺菌剤）、（食品に用いられる）水について関係があ

り、農場から流れる水についてもこれに含まれる。カリフォルニア州には、FDA『

とEPAの機能を併せた組織としてBATFという組織があり、APHISの機能も・

含まれている。

　その他、バイオテロリズムについては、今に始まった問題ではなく、消費者活

動グループの活動については、一長一短あるとの見解であった。

　遺伝子組換え（GMO）については、コーンは交配・改良されており、どのよ

うな組換え方法でも恐れてはいないとのことであり、さらに組換え、交配共にど

ちらでも同じではないかとの見解であった。

③　Dr．Harris氏との会話概要

　GMOについてであるが（個人的には）心配していない。政府と研究者との間

はオープンな関係であり、相互関係が重要であるとの見解であった。

　米国の食品安全教育システムについて、カリフォルニア州では52の市・郡で

システムを有している。加えて業界向け、消費者向けの本や冊子を作成し、配布

している。カリフォルニア大学Davis校では、消費者への講習を中心にした仕

組みを有しており、カリフォルニア州（ハートランド）では、テレビによりビデ

オ放送を行っている。食品事故が発生した際の対応方法等については、直接の対

応はないが、事故終結時に各種の相談はあるとのことであった。

　一連の意見交換終了後、UC　Davis構内研究施設の見学を行った。
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（2）米国農務省（USDA）食晶安全検査局（FSIS〉

（目　時〉　平成16年2月9目（月）　15：00～17：00

（場　所）　米国農務省（USDA）食品安全検査局（FSIS）会議室

（対応者）

United．・States　Department　ofAgricult皿e，Food　Saf6ty　and　Inspection　Service

　（USDA・：FSIS）

　・Garry：L．Mc：Kee，Ph．D．，M．P．H．

　　（Administrator）

　・Karen　L．Hulebak，Sc．D．

　　（Assist＆nt　Administrator，Public　Health　and　Science）

　　（Chair，Codex　Alimentarius　Committee　on　Food　Rygiene）

　・Perf6cto　R．Santiago，DVM

　　（Executive　Associate，O錐ce　ofPolicy　and　Program　Development）

　他1名

（意見交換内容）

①　組織及び業務概要について

　農務省食品安全検査局（FSIS）は公衆衛生管理機関で、法律『基づき施策を

実施しており、主に食肉、家禽、卵製品を担当している。FSISでは我々の取り

組みを拡大するため公衆衛生モデルの評価や保証、政策展開を利用する。FSIS

には多くの部門があるが、それをリーダーシップ委員会と呼んでおり、それには

特別な責任・任務がある。

　FSIS内の国際情勢局（OIA）では、輸出入検査や認可業務を担当し、政策・

プログラム開発局（OPPD〉では、プログラム開発や政策分析、技術的分析や規

制及び請求政策等を担当している。プログラム評価、施行及びレビュー局

（OPEER）においては、国際的な取り組みに加え、内部管理や遵守及び調査に

従事している。公衆衛生科学局（OPH：S）では、リスク評価や臨床実験等を担当

しており、食品由来の疾病発生時の対応においてはこの管轄下で行われている。

そのため、多くの疫学者（疫学の専門家）がOPHSで働いている。OPHSにお

いては法の下において研究をすることが認められていないため、OPH：Sが必要

とする研究の委託先である農業研究局（ARS）との連携を図る重要な役割を担っ

ている。

　アメリカ国内には約6，800の工場があり、それに対して約10，000人のFSIS職

員の内、約7，600人の監査官が配置されている。また約1100人が獣医である。

　：FSISは、産業界と良い関係を築くことに努めている。そのため、利害関係者

等との会議を開き、規則や規定について議論したり、意見や提案等が反映された
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新しい規定等を施行できる場を設けている。FSISにおいてはアメリカ国内の23

州で認証プログラムを実施しており、それらの州独自の検査を望む場合はFSIS

と同価値の検査が提供できるよう監視を行うている。そして、米国内に輸入され

る海外製晶を評価する手法と同様の手法で、認証プログラムを実施する23州に

ついても評価している。食肉及び家禽の州間取引においては連邦規則が適用され、

州内で屠殺から製晶販売まで行う場合は、当該州（製品の販売者が所属している

州）が管理し、当該州により検査が実施される。但し、これは州内での製品の販

売が大前提であり、またその検査の質もFSISが実施しているものと同等ないし

同等以上のものでなくてはならない。

　認証プログラムを実施している23．州以外の残りの州においてはFSISがほと・

んどの検査を実施している。こ・れには主に2つの理由がある。一つは州による

検査が不十分であるため、結果的にFSISが実施するということと、もう一っは

州における検査能力又は技術が足りないからではなく、州が検査費用を賄えない

という財政的側面がある。どちらかというと、この財政的側面が：FSISに検査を・

依頼するほとんどの理由となっている。各州で検査を実施する場合は、その検査

費用を州及び’FSISで折半する。FSIS・による検査を通じて中小規模の工場等と

の接点ができ、製造工程等を確認することができる利点がある。

Q：産業界（州内の工場等）との接触度及び関係度合いについて

A：年に一回の産業界側の取締役会議や、中小から大規模の（工場を有する）

　企業の組合等に出席することにより相互の意見交換等を行っている。また、

　　（参加者の）Ga皿y　L．Mc：Keeは管理局の長官であるため、2ヶ月に1回、

　前述の組合等の代表者として産業界の会議に出席し、議題等に沿って質疑

　応答等を行っている。また、同日の別の会議で、産業界会議で用いた同議

　題、同質疑内容等を、消費者団体に対しても説明している。産業界だけで

　なく消費者団体も同等に取り扱うことがFSISにとって非常に重要である。

②　食品由来の疾病及び病原体発生の対応等について

　人の疾患を監視する業務を担っているのは、疾病予防管理センター（CDC）

である。CDCによれば、人の疾病は増加傾向にあるため、その原因究明に着手

している。ある疾病が発生した場合、その第一段階として疾病発生調査チームを

編成し、どの食品が疾病の原因となっているか、あるいは原因である可能性が高

いか1について患者への聞き取り調査を実施している。その疾病原因が’FSISの

規制下における製品の一つと関連があることをCDCが発見次第、1FSISも原因

究明のため、調査官を派遣する場合がある。このことにより、ロット番号や患者

が摂食した食品が判明し、そこから、さらにその食品を製造した工場及びその疾
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病の原因食晶に辿り着くことが可能である。疾病の原因食品とその食品の摂食と1

の因果関係が判明した場合、FSISは疾病の原因となった食品製造工場に対し、

疾病の原因食品の回収を要請する。歴史的にみると、以前は疾病の原因食品から

FSISがサンプルを採取し、微生物分析を実施し、疾病の原因食晶から患者が摂

食した食晶から採取された細菌と同rのものが検出された場合、その食品を製造

工場に当該製品の回収を要請していた。しかし、2～3年前からは、細菌の検出

結果がない場合でも疫学的証拠がある場合については製品回収の要請を行ってい

る。これは、毎回、微生物の分析結果が得られるとは限らないにもかかわらず、

それを当てにした場合、優先すべき第一の政策である公衆衛生の保護には不＋分

であると考えられるからである。

　FSISは2～3年前に消費者から直接苦情を受ける消費者苦情モニタリング制

度（CCMS　l　Consumer　ComplaintMonitoringSystem）を設置した。従来はCDC

が食中毒や食品汚染等の調査を先に実施するが、CDCよりも先にCCMSに寄せ

られた食品に関する苦情等の情報により1製品から微生物汚染が発覚し、この

ことによりその製品の回収が行われたケースがある。疾病原因の究明にあたる際

に、FDAと協力する場合もあれば、テロ等が発生した際には、調査内容によっ

て原因解明の特定において国土安全保障省（DHS）や他の政府機関と協力する

場合もある。

Q：食品事故の情報の収集方法について

A：CDCにおいては、：FoodNet（Foodbome　Diseases　Active　Surveilance

　Network）を設置し、国内10地域（カリフォルニア州、コロラド州、コネ

　チカット州、ジョージア州、メリーランド州、ミネソタ州、ニューメキシ

　コ州、オレゴン州、テネシー州、ニューヨーク州）において医師、疫学者

　が地域の診療所や病院で患者が食品由来の疾病の可能性があるか、その報

　告を要求することが主流の情報収集方法である。これによって収集したデ

　ータから傾向等を読み取っている。FoodNetはもっぱら能動的に行動して

　いるが、CCMSはどちら「かというと受動的であり、報告される情報は収集

　するが、自らが情報を収集するために活動することはない。CCMSだけで

　はなく州の公衆衛生局から食品由来の疾病患者の情報が得られる場合があ

　る。これには二通りあるが、一つは州がCDCに報告し、CDC経由でFSIS

　に報告される場合と、もう一つは州からCDCを通さずに直接FSISに相談

　が入る場合がある。後者の場合はCDCが介入する場合もあるが、大抵は

　州とFSISの問で検査等が実施される。

Q：食品事故発生時の他官庁との連携について

A：各州において：FSISの出張所等の施設があり、そこで多くの獣医学者等が
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　現地で発生した食品事故等について連絡が取れているか確認しているので

　あまり問題はない。また、定期的にFDA等の各省庁共、公式あるいは非

　公式に連絡を取っており、現状では問題はない。

Q：食品事故発生等の削減方法について

A：定期的な法律・規定等の見直し、且ACCPの強化、検査方法やモニタリン

　グ手法等の改善等、色々な対応を実施している。また、食品事故発生時は、

　調査官チームを汚染製品を生産した工場等へ派遣し、原因究明の後、その

　改善策となる政策やガイドライン等を提供することにより、事故が再発し

　ないよう操業方法等を変更させている。これに関しては1年程前に、ペン

　シルベニア州で七面鳥の胸肉のスライス（スライスされたターキーブレス

　　ト1日本で一般的に食べられているハムと似ている）でリステリア菌の発

　生が確認された際に実施している。人が食中毒になって初めて問題が発覚

　することは最悪で一番避けたい事例である。それを未然に防ぐことが重要

　であり、独自の収集データや工場の検査等から望ましい操業を行っていな

　い等の問題になり得る要素を発見して、そこから予防的行動を行う判断を

　下している。工場等の検査により、傾向として操業状況に欠陥がある場合

　は、操業の欠陥改善を指導するため再度、調査官チームを派遣する。FSIS

　の操業欠陥のある工場等への対処方法は欠陥の度合いにより異なるが、操

　業欠陥が完全に望ましい状態に改善するまで、カウンセリングで改善する

　工場もあれば、操業停止処分を受ける工場もある。

Q：新しい危険（ハザード）への対応方法について

A：多剤耐性病原体による食品由来の疾病及び病原体が発生した場合、最初の

　段階として、まずそれを評価し、そして既存の検査方法や政策以外に病原

　体を抑えるための必要となり得る対処法があるか否かを確認する。現段階

　では、FSISにおける全ての病原体を抑えるための対処法は効果的に機能し

　ている。第二段階の例として、10年程前に病原大腸菌0157が発生した際

　には、これに対処できる十分な分析法や対処法がなかったため、追加的な

　技法や検査方法等が必要となり、その分析方法等を開発した。このことか

　ら、現時点で十分と思われる対処法について、今後現れるかもしれない未

　知の病原体においては十分に対処するこどができない場合が発生する可能

　性があるため、その際には、その病原体を抑制できるような分析方法や対

　処法を考案していく必要がある。

Q：食品安全調査の調査資金はどこから得ているかについて

A：FSISにおいては、前述のとおり、法により研究は許可されていないため

　いかなる調査資金も受け取っていない。食品安全の調査に関する調査資金

　は全て農業研究局（ARS）に割り当てられる。ARSは政府内部局の一っで

135



　研究は政府内で実施され、研究員や科学者は政府の所属である。それに対

　し、政府外部局であるCSREES（CooperatiVe　State　Research，：Education，

　anα：Extension　Service）では、評議会から資金を得て食品安全の調査及び

　他の調査を実施している。CSREESでは、大学に調査を依頼する場合もあ

　るため、資金は大学に流れることになる。

Q：食品事故の具体的塗対応方法について

A：食中毒等の症状を呈する人が地元の診療所又は病院で診察を受けた際に、

　その患者を診察した医師から郡当局、州、FSIS又はCDC等の公的機関に

　食中毒発生の報告がなされる。あるいは、患者自らがCCMCや24時間対

　応のホットライン等に連絡することにより、その食品事故等の報告がなさ

　れる。その後、疫学者等による第一次調査により原因が特定され、実験に

　より食品製品中の細菌又は微生物を特定した後、その食品事故の原因食品

　を製造した会社に製晶回収を求めるという手順で対応している。

Q：食品事故の際のFDA等との関係について

A：食肉、家禽及び卵製晶に関する食晶事故の場合、FSISの管轄であり、FDA

　とは関係がない。

Q：FDAと連絡調整する場合もあるのでは？

A：それは原因食品がその食品事故に関わっているか否かが明確でない場合又

　はFSISとFDAの双方が管理する食品による食品事故の場合、双方が協力

　して原因究明にあたるが、通常、管理する製品の分担が明確に区別されて

　おり、このようなケースはあまりない。

Q：CCMCに寄せられた報告に基づくリコール割合について。

A：CCMCによるケースは今までで1回のみである。その他のリコール割合に

　ついては現時点では把握していない。リコール数が少ない背景としては、・

　CCMC自体が設立されてからまだ目が浅いこと、疫学による病原体と製品

　の関連付けは困難であることによる。通常、食中毒の患者が医師の診察を

　受けた際に、その医師がサンプルを採取してそれを適切に検査し、検査結

　果が適切な局へ、地域から郡へ、郡から州へ、州から政府機関へと報告さ

　れるが、政府機関に報告されるまでに多くの過程を経ることで報告又は情

　報が曖昧になる場合も多く、リコール実施に至るのは非常に困難である。

Q：リスク評価における政策決定の実施者は？

A：FSISでは、リスク評価並びにリスク管理の両方を行っており、これらを

　別機関で個々に担当することはない。リスク評価は、技術的、科学的、統

　計的分析、危険識別、曝露評価の危険特徴付け（hazard　characterization　of

　expos皿e　assessment〉、リスク特徴付け（risk　characterization）等はFSIS

　のOPHSで全て実施されるが、これらの作業は事実上、：FSISのOPPDの

136



　要請に基づいている。OPPDでは政策、規定、指導をサポートするため、

　OPH：Sによるリスク評価結果を利用する。

Q：リスクコミュニケーションにおける政策決定の実施者は？

A：リスクコミュニケーションについても：FSISにおいて実施している。滋ミ

　ュニケーション及びパブリックアウトリーチ（一般社会に向けた教育普及

　・啓発活動等の働きかけ）に従事する専門スタッフにより、リスクコミュ

　ニケーションを実施している。FSISが発布するあらゆる規定又は指導に対

　してリスクコミュニケーションの要素がある。 消費者及び産業界の人達と

　リスクの認知、危険の認知及び評価についてコミュニケーションを図るこ

　とがリスク管理における一番の方法である。

Q：日本ではリスク評価やリスク管理等を一つの機関で行っていたが、米国で

　それぞれ独立して行っている理由について

A：歴史的な背景と関連があるが、1983年の国立科学アカデミー（NAC）に

　よる報告書には、公衆衛生を保護するにはリスク評価とリスク管理を別々

　の機関に分離した方が効果的である．という提案がされたため、米国政府機

　関の多くはその提案に従った。実際には労働者健康安全センター（Workers

　Health＆Sa｛bty　Center）により、 リスク評価とリスク管理は別々の機関

　に分離するよう決定された。

Q：バイオテロリズム対策について

A　lバイオテロリズムに関連した食品安全については、別の部門を設けており、

　そこで国土安全保障省（DH：S）と協調しながら対応している。またIFSIS

　自体でもバイオテロリズムの防止策についてのガイドラインを監査官に発

　行し、セキュリティ操作の向上を促す2つの文書を工場等に公開する準備

　を整えている。さらに、FDAはバイオテロリズムに関する規制を発布して

　おり、FSISがそれに関する規制を発布していないのは根本的に双方の機関’

　の役割が異なることによる。FSISは食肉や家禽製品において法定権利があ

　り、国内製品だけでなく海外から輸入する企業や工場に対しても食品安全

　のため、バイオテロ対策法と同等の規制を実施して・いることから、FDAで

　必要とされたバイオテロ対策法等の発布はFSISでは必要としない。

Q：重大な食品事故に関する概要等の有無について

A：FSISでは、食品事故に関するサマリー（概要）は用意していないが、CDC

　では色々と公表されている。
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（3）米国環境保護庁（EPA）

（日　時）　平成16年2月10日（火〉　9：30～12：30

（場　所）　：EPA（米国環境保護庁）会議室

（対応者〉

United　States　Environmental　Protection．Agency（EPA〉

　・M＆ry　Frances　Lowe（Program　Advisor，Government　and　Intema．tional

　Services　Branch，Field．and、Extema1雌atrs　Division）

　・Luis　Suguiyama（Senior　Advisor，Registration　Division）

　・Catherrine　Eiden（Acting　Branch　Chie£Reregistration　Branch3，Health

　Effbcts　Division）

　・Regina　D．Langton（Pollution　Prevention　St＆ffl　Bio　Pesticides　and　Pollution

　Prevention　Division）

（意見交換内容）

　環境保護庁（EPA）では、農薬の食品中での残留許容量、農薬の登録方法、農

薬め使用削減への努力、農薬の使用に関する教育等について説明があった。

　意見交換概要については下記のとおりである。

①　農薬の食品中での残留許容量等（Mary　Frances　Lowe）

　米国には農薬に関する制定法が2つある。一つは連邦殺虫剤殺菌剤殺鼠剤法

（FIFRA）で、農薬を登録し、ライセンスを供与する権限がある。もう一つは

食品安全の保護を目的とした連邦食品医薬品化粧品法（FFDCA）である。FFDCA

の下に、E：PAが食品中の農薬の最大残留基準値（MRL）を設定し、米国内で生

産された食品だけでなく海外から輸入される食品にも適用される。このため、米

国内でMRLが設定されていない食品及び食品中のMRLが米国内の設定基準よ

りも高い場合、その食品を米国内市場に流通させることはできない。これに関し

ては、EPAから承諾を受けた場合のみ例外が認められるケースもあるが、それ

以外の例外は認められていない。

　原則として、EPAがMRLを設定しない限り、米国内における農作物に使用さ

れる農薬は登録されないが、輸入食晶については、その輸入食品中の残留濃度が

安全基準を満たしているか否かの判断基準にする目的で、米国内で未使用農薬を

登録する場合がある。

　E：PAは安全評価やMRLの設定に責任を有するが、ほとんどの食品については

食品医薬品局（FDA）により、食肉や家禽、卵製品に関しては食品安全検査局

（FSIS）により施行されている。設定されたMR：Lは、農産品だけでなく農産加

工食品においても適用されるが、一つの食品に対して設定されるMRLは一つで
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ある。例として、リンゴに設定されたMRLはリンゴジュースにも同様に適用さ

れる。過去には、一つの食品に対して別々のMRLを設定するデラニー条項があ

ったが、1996年に削除されたため、現在は必要でない限り、一つの食品に対し

て一つのMR：Lとしており、別々のMRLは設定しない。EPAはFFDCAの下に
設定したMRLが人の健康を守るに足るか否かを確認する義務を有するため、新

規の科学情報及び科学的知見を基にMRLの見直しを行い、常に人の健康の安全

性を維持可能なMRLの設定に努めている。

　ある農薬が複数の穀物だけでなく家庭用用途や飲料水等に使用される場合は、

その農薬の曝露分析を、幼児や子供、大人等の年齢層別、性別、地域別等といっ

た細部まで分析した後、全ての用途において安全であるMRLを設定しなければ

、ならないが、同時に経済的理由に左右されてはならない。1996年にFFDCAを

改正した際に、新しいMRLを設定するだけではなく、既存のMRLが今目の安

全基準を満たしているか否かについて全て確認することになった。既存のMRL

、は約10，000あり、これらの見直し期間として10年間がEPAに与えられ、2006

年までにはこれらの見直しを終了させなければならない。現時点で、約7，000の

MRLの見直しが終了している状況である。E：PAが設定したMRLが全国で使用

されるため、各州ではMRLは設定されない。これは、各州で基準を設定した場

合、ある州で生産された食晶を他州で販売する際に非常に困難になることによる。

　既存のMRLの再設定は誰でも可能であるが、その際、申請書並びにEPAが

要求する全ての資料を提出する必要がある。申請をするのは通常く農薬製造業者

であり、登録申請書とMR：L申請書を同時に提出する場合が多い。新農薬や生物

農薬等が科学的に適切である場合、通常必要とされるその研究を免除されるケー

スがある。EPAには既存の認可されたMRLに対して追加（新規）資料を要求で

きる権限を有する。これは、新しいMRLが認可・発布され、登録された後、そ

れに関する研究がさらに必要であると判断された場合、それに関する資料を何時

でも要求できるものである。もし、要求した資料が期限内に提出されない場合は

そのMRLは無効となる。

　EPAが要求する資料の要求事項は連邦規則集（C：FR）から入手可能である。

新しいMRL設定申請書を受け取った場合は、その資料の概要も併せて連邦政府

公報（FR）にて公表すると共にパブリックコメントを設けており、EPAの行動

手順は透明性が高いものである。新しいMRLを設定、変更又は無効にした場合

は、その都度、世界貿易機関（WTO）に報告している。

　EPAはコーデックス委員会（CAC）内の残留農薬委員会に参加している。CAC

は国際間でのMRLを設定しており、EPAがFFDCAの下にCACとは異なる
MRLを設定する場合、公文書でその理由を説明する必要があるため、余程のこ

とがない限りCACと同値のMRLを設定している。但し、CACではMR：Lを設
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定するのに長い年月を要するため、EPAが設定した新しいMRLはCACには見

あたらない。新規に設定されるMRLの安全性は高いため、パイロットプロジェ

クトとして暫定的なMRLを設定することにより、CACに対して、より安全性

の高いMRLの設定を専門的にアドバイスする等、働きかけている。また、経済

協力開発機構（O：ECD）と意見交換することにより、他国のMRLや研究成果を

習得できることから、国際間の協調にも努めている。

Q　lリスク分析の実施について

A：リスク分析は実施している。法律については他の部署で担当している。

Q　l農薬の分析方法について

A：分析方法については申請者が提示する。EPAでは申請書を基に決定する。

②　農薬の登録方法（Luis　Suguiyama）

　農薬の登録に関する組織及び制度等について説明があった。農薬プログラム部

門（OPP）では、農薬の登録や残留基準の設定作業を担当しており、農薬の製

造・輸入者による申請を受け、農薬の安全性評価と有用性評価を行い、食品への

残留基準を設定すると共に、設定した残留基準が守られるように適正な使用方法

を定めている。汚染防止農薬有害物質局（OPPTS）では、環境化学物質のリス

ク評価や規制等を担当しており、農薬め使用実態の調査やその他の環境化学物質

等による環境汚染状況の調査及び予防を実施している。

③　農薬の使用削減への努力（Catherrine　Eiden）

　（説明者の所属する部門では）EPAのリスク評価について担当している。リ

スク評価の内容は、主に健康等に関すること及び動物実験等である。この部署に

は50～60人の学者がおり、それぞれが他の事項に関する業務も担当している。

　全ての農薬の曝露量の推定をする場合は、どの程度の影響があるかについてリ

スクを推定する必要がある。その理由として、曝露量は全て法律で決められてお

り、正しいデータに基づいて決定しなければならないからである。

Q：データの取り扱い及び真偽について

A：申請された時点では、データは一応正しいものとして受け付ける。データ

　の中身についてはEPAで精査・検証する。その結果、（申請内容を）却下

　する場合もあるが、通常は手順どおりである。

Q：新しい化合物の安全性の確認手順について

A：100～1，000倍のレベルで安全性を検討している。考えちれ得る各要因に

　ついては全て検討している。なお、子供等が触れる可能性のある化合物に
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　　ついては、1，000倍のレベルで安全性を検討する（データが揃っている場

　　合、，100倍のレベルで安全性を検討する場合もある〉。全てケースバイケー

　　スで実施している。

．Q：既登録農薬の再評価手順について

A：不足しているデータを申請者に要求する。提出されたデーダはEPAで再

　　評価する。データを申請者に還元して意見を聞く。以上の繰り返しである。

　　また、アトラジン（世界中で使われている除草剤）による飲料水となる水

　　系の保護プログラム等のようにデータを公開し、意見交換を実施する等の

　　ケースもある。新規化合物（農薬）との評価の違いは、データを公開する

　　か否かの部分が異なる。また、再評価の過程でデータが不足している場合、

　’1，000倍のレベルで安全性を検討する場合もある。

Q：再評価の結果、申請を認めないケースはあるか？

A：このような場合は、申請者側に対し、自主的に使用禁止の措置をとるよう

　　に指示している。E：PAが禁止するのは法的に困難であるため、申請者が自

　　主的に使用しないよう誘導するしかない。

④　農薬の使用に関する教育（ReginaD．Langt6五）

　（説明者の所属する部門では）OPPについて担当している。ここには説明者

のほか、8名の担当者がいる。テーマとしては、環境といかに同居していくかで

あり、生産者と共に実施することが一番の目的であるため、野菜の担当者（説明

者）と農家が色々共同して農薬の使用法に関する教育を共に実施したり、企業に

プログラムを作成させてEPAが監修する等の業務を実施している。

Q　l本プロジェクトの参加企業数について

A：数百社が参加している。また、EPAから研究費が提供されており’、これに、

　ついては科学的な業務に使用されている。

　現在、10地域に担当者が派遣されており、本プロジェクト（PESP：Pesticide

Environmental　Stewardship　Program）では、農家に研究費（200万ドル／年）

を与えて農薬の使用を削減する努力を実施している。これは、農家とのパートナ

ーシップを作るのが目的である。この分野については従来USDAが実施してい

たが、最近ではEPAがUSDAと共同して実施している。今年度の目標は、環境

の影響を数値で評価することである（数値化が困難なため）。例としては、各農

家が農薬の使用状況を記録して、プログラムが年問でどの程度達成されているか

について確認する。人員については、EPAが約900名、州等が約500名で、共

に連携して実施している。
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Q　l本プロジェクトの予算配分について

A：P5～10万ドルを全国に配布している。主に小豆等の小型の作物を中心に

　実施している。

Q：（先方からの質間）日本でもこのようなプロジ午クトの実施例があるか

A：ないと思われる。

Q：（先方からの質問）農薬使用のリスクについて重要視されていないのか

A：重要視されていない訳ではないが、米国のシステムと類似したプロジェク

　　トは実施されていないということである。

　次に、害虫防御プログラム（IPM：Integrated　Pest　Managements）について

は、主に州と共同して実施している。低学年の子供を対象に農薬の教育を本プロ

グラムで実施している。本プログラムは、国民の農薬使用に関する知識向上に役

立っている。最近ではインディアンの居留地を中心に実施している。理由として

は、居留地が以前よりも組織化されてきたため、教育効果が見込めることによる。

Q：本プログラムの効果はどの程度あったか

A：まだ、2年間しか実施していないため、評価についてはこれからである。

　但し、正しく実施されていない場合は資金を渡さないことにしている。

Q：農薬を使用する場合の条件は

A：厳しい使用条件を設けている。

　EPAが一連のプログラムを通じて習得したことは、農家等の協力が不可欠で

あり、重要であるということである。EPAは規制する側の官庁ではあるが、で

きるだけ農家や消費者とのパートナーシップを作り、コミュニケーションを強化

する方向で業務を実施している。
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（4）米国保健福祉省．（DEH：S）食品医薬品局（FDA）

　食品安全応用栄養セ．ンター（CFSAN）

』（目　時）　平成16年2月10目（火）　14：30～16：30

（場　所）　FDA（米国食品医薬品局）会議室
（対応者）

United　St＆tes　Food　and、Drug　Ad．ministration，Center　fbr　Food　Safbty　and

Applied　Nutrition（U．S．：FDA・CFSAN）

　・Marianne　Miliotisl　Ph．D．（Risk　Assessment　Project　Manager）

　・Howard　Seltzer（National　Food　Safbty魍and　Applied　Nutrition）

（意見交換内容）

①　リスク評価及びリスク管理について（Mariame　Miliotis，Ph．D．）

　リスク評価について、1998年にFDAは魚介類中のビブリオのリスク評価とイ

ンスタント食品（ファーストフード）中のリステリア菌のリスク評価について、

ワーキンググループを発足させた。数人がビブリオによる食中毒に罹患している

ことが判明したため、ビブリオについてリスク評価を実施した。リスク評価は決

して簡単なものではなく、計画を立案し、ワークショップを開催することにより

最初のリスク評価方法を発展させていく必要がある。

　FDAのリスクコミュニケーションに関する資料（本資料は農林水産政策情報

センターにより邦訳されている）には、リスク評価の実施方法及びアプローチの

方法が掲載されている。何人でも我々FDAに対して意見を述べることが可能で

ある。これらの意見等を収集し、リスクマネジャーと呼ばれる人達に提示した後、

リスクマネジャーがリスク評価を実施するにはもう少し情報が必要であると判断

した場合は、さらにデータや資料を収集し、リスク評価を実施するのに十分なデ

ータであるか、そのデータの利用可能性を推定する。この内容についてはCFSAN

のウェブサイト等で公開されている。

　このフレームワークは4つに分かれており、最初に概念があり、二番目に問

題の特定を実施する。．この問題の特定において、あるいはそれが規定上の要求事

項に適合しているか等を考慮した上で、リスク評価が本当に必要であるかを判断

する。三番目にデータの利用可能性の決定（評価と提案）を実施する。四番目の

ステップとして、データの利用可能性の決定を踏まえた上での提案に基づくリス

ク評価を実施する。リスク評価を実施する上で情報が不足している場合は、その

都度、情報の収集及び調査に戻るが、問題がない場合は引き続きリスク評価を実

施する。

　リスク評価を実施するにあたって、リスク評価チーム等は存在しないが、微生

物学者、疫学者、統計学者等が所属している様々な部署の人がリスク評価に関わ
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っていることから、ヴァーチャルチームと呼んでいる。（説明者が）現在担当し

ているプロジェクトは2年程前から実施しており、現段階では三番目のステッ・

プ（データの利用可能性の決定）まで終了しているが、食品由来のウイルスと食

品加工中のリステリア菌の2つについて、そのデータの可能性を確認していた。

現在はリスクマネジャーからの提案待ちの最中である。
「
ま とめとして、リスク評価は前述のFDAのリスクコミュニケーションに関す

る資料の27ぺ一ジ以降にある4つのステップに従って実施している。

　リスク管理について、リスク評価にフレームワーク（枠組み）があるのと同様、

リスク管理にも枠組みが存在する。現在のFDAにはリスク分析の風潮が強く、

リスク分析並びにリスク管理に基づいた規制やガイドラインについて言及してい

る。例えば、輸入品に対して何が問題であるか、問題の原因は何か、どの問題が

より重大であるか（例として、4から5つの問題が存在する場合、優先順位を決

定する）を決定し、それについて情報を収集し、リスク評価が必要な時はリスク

評価を行い、それに基づいて判断して行動に移す。例えば、魚介類に発生したビ

ブリオについて、加熱処理後の病原体の減少数（減少率）等を観測することで影

響度を把握し、今まで採用してきた手法又は分析法を変更する必要性について判

断する。

Q：ビブリオとリステリア菌以外のリスク評価を実施する又は実施する予定に

　ついて
A：スモークフィッシュ（魚介類）、カットした生鮮野菜、柔らかいチーズと

　乾燥したチーズの3品目におけるウイルスについて、16年3月に開催され

　るリスクマネジャー会議に提出予定であり、そこで提出された提案及びリ

　スク評価を実施する必要が生じた場合、それを実施するのに十分な資料の

　収集等を行う予定である。また、リスク評価等を実施する場合は、最初に16

　～20人程の人員が必要であるが、その多くは各局又は各部署から集めて

　いるため、本来の業務を維持しつつ1パートタイムでリスク評価をこなし

　ている状況であり、各人にかかる負担は相当のものである。そのため、リ

　スク評価を実施するにあたっては、本当にリスク評価が必要なのか熟考す

　る必要がある。（説明者の場合は〉ビブリオに関するリスク評価を実施し

　た際、上司からは本来業務とリスク評価を50％ずつ実施するよう指示さ

　れていたが、実際の割合は、本来業務は5％でリスク評価の割合が95％

　と大変な負担であった。さら、に、現時点ではウイルスの検出方法が確立さ

　れていないため、データギャップ分析を実施して欠如している分野及び情

　報等を確認して調査を実施している。我々が実施する調査は、規制に適合

　するような調査でなければならないと共に、その調査結果に基づいて判断
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　が可能でなければならない。

Q：FI）Aの職員の専門分野等について

A：化学者、毒物学者、微生物学者、疫学者、数学者等｛多岐に渡るがCFSAN

　には食物学者が多い。動物用飼料分野も扱っているため多くの獣医も所属

　している。CFSANには約900人の職員がいる。

②　食品安全、食品安全事故及びリスクコミュニケーションについて

　　（Marianne　Miliotis）Ph．D．1Howard　Seltzer〉

　1996年、ホワイトハウスから要請があったため、食品安全に関する報告書を

作成し、，その報告書を大統領に提出した。本報告書には、米国内で数多くの食品

由来の疾病及び病原体による事故（以下、食品事故）が発生し、その中の数件の

食品事故はかなり深刻であり、その他の食品事故は症状の重大性という観点から

言及した場合、さほど深刻ではないとされている。但し、多くの報道機関により

食中毒患者の数が相当数あることが報告された。

　この結果を受け、クリントン前大統領は、：FDA、USDA、EPA及び他の行政

機関が関連する「食品安全性確保対策（Food　Safbty　Initiati∀e）」を設立した。

報告書によれば、食品事故の発生が増加した主な理由として、加工食品の増加、

米国民の食生活の変化等が挙げられている。また、食品の摂食方法も変化してい

る。例えば、サラダバー等は、スーパーマーケットからレストランまで、あらゆ

る場所に設置され、学校や病院、養護施設等の公共施設における給食等によって

家庭で食事が用意されるケースが減少してきた。食晶事故の危険に曝されている

人口層は、年寄りや子供、臓器移植等の治療により免疫機能に障害がある人等で

あるが、医療技術の発達によって前述の人々も長寿命になる傾向にある。さらに、

1942年に確認されていた新種の食品由来の病原体は4種類であったが、1995年

には14～15種類が確認されている。

　食晶安全確保の対策としては、食品事故に対応するため、農場から食卓までと

いう食物連鎖を通じて安全な食品の取り扱い方等を確立するため、教育を第一の

目標とした。また、食物連鎖を考慮すると共に、国内外の農家、食品製造業者、

食品加工業者を含む食晶製造業者を対象とした教育プログラムだけでなく、食料

品店やレストラン、公共施設における給食等を対象とした小売店教育プログラム

　（retaileducationprogτam）、米国医師会（AmericanMedica1Association）や米

国看護師会（American　N皿sing　Association）を対象に、食品由来の疾病及び病

、原体の識別方法、対応及び処置方法に関する保健専門プログラム等が用意されて

いる。そのうち最大のプログラムは消費者を対象としており、消費者団体、食品

業界、産業団体及び多くの政府機関との協力をCFSANとしては働きかけている。

食品製造業者教育プログラムにおいては、特に果物及び野菜の生産者と鶏卵製造
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業者に焦点を当てている。果物と野菜における食品事故を最小限にする資料が特

にヨrロッパ地域において翻訳されている。CFSANは国内だけでなく、特に果

物や野菜の輸入先である南米諸国に職員を派遣して農場管理者や農産物輸出業者

等に研修プログラムを提供し、技術援助を実施している。果物及び野菜における

食晶疾病の病原体の発生を最小限に抽えるための手引書（指針）は英語だけでな

くスペイン語、ポルトガル語、フランス語にも翻訳されている。

　小売り分野では、食品安全という観点において広範囲に渡って食品の取り扱い

方法から食品の受け取り、貯蔵方法、消費者に伝えられるべき情報の種類までが

記されているフードコード（食品規準）というものがある。フードコードは産業

界、州の保健局、大学の食物学者、消費者団体、FDA・USDA・EPA等の政府

機関による食品保護会議により2年毎に見直される。最新版は2003年に発行さ

れており、インターネット上で入手可能である。フードコードはあくまでも手引

書であって規定するものではないが、多くの州や州管轄下にある市、軍隊までも

がこれを参考にして食品安全に関する規則を制定している。

　食品の規定は、主に食肉、家禽及び卵製品（但し、産みたての殻付き卵及びそ

の液卵は：FDAの管轄下）等の農産品の安全性においてはUSDAの管轄下である

が、それ以外の全ての食品はFDAの管轄下にある。主に、卵に注意を必要とし、

食品に関する問題や注意点等、適切な温度で調理がなされるような温度管理の指

示等が記載されている配布物等を用意して小売店からレストラン、特にレストラ

ンの責任者等に配布している。

　消費者教育プログラムにおいては、食晶安全教育のパートナーシップという組

織との連携を取り持っている。FDAはCDCのメンバーであると共に、保健福祉

省（DRH：S）、農務省（USDA）、食品産業界、マーケティング機関、食品小売店、

スーパーマーケット、産業界、米国消費者連合といった広範囲に渡って関係があ

る。このパートナーシップは、クリントン政権時に食品安全性確保対策が設立さ

れたと同時に消滅した。消費者教育プログラムには3つの原則があるが、一番

目は、人々が食品安全を容易に認識可能なキャラクター又はスローガンを作るこ

とである。スローガンとしてできたのが「：Fight　BAC」キャンペーンであり、こ

のBACはバクテリアという意味と反撃する、抵抗する（丘ght　b＆c：k）という2

つの意味を掛け合わせている。消費者へ語りかけるメッセージとしては簡単かっ

混乱させない内容である必要があるため、色々と検討した結果、以下の4つの

基本原則を打ち出している。

　　clean：手や食器等の表面を良く洗う

　　separate：食品・食材等を適切に分けて保管し、間接的な汚染を防止する

　　cook：適切な温度で調理する

　　chil：適切に冷蔵する
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　以上は、テレビによる30秒間の公共情報サービスで公開されており、非常に

有名で、英語だけでなくスペイン語でも放送されている。また、本キャンペーン

に関するポスター、チラシ、食品安全に関するパンフレット等を公共施設から消

費者団体に至るまで多くの団体等に無料で配布している。本キャンペーンは、消

費者だけでなく子供から健康・衛生等を扱う専門家、教育者、学校、病院等の公

共施設における給食の給仕者及び責任者、マスメディア等に広く知れ渡っており、

その効果は非常に価値のあるものである。また、本キャンペーンの内容について

はインターネット上（http：〃www。丘ghtbac．orglm＆in．cfm）から食中毒防止に関す

る最新情報と共に入手可能である。

　上記の取り組みから、学校における食品安全教育が非常に重要であることが明

らかとなったため、主に幼稚園から小学校3年生位までを対象に、学校教育を基

盤にゲームや歌等を盛り込んだプログラムを開発した。このプログラムの実施上

の問題点は、通常、1キット約15ドル程度の費用がかかるにもかかわらず、無

償で配布していることによる。また、9～12歳を担当する学校の教師を対象と

したキットも用意されている。このキットには食品安全に関する物語をビデオに

収録したり、食品の取り扱い方法、ゲーム、ポスター、実験等の手引き等が盛り

込まれており無料で配布されている。13～、18歳までを対象としたキットも用意

されており、食品科学や食品産業等の職業を扱ったビデオも含まれ、食品に関す

る職業等について学生の意識を高める効果も狙っている。このキットには教師用

に食品に関する専門用語をまとめた辞書的なものも含まれている。年1回、中

学校及び高校の教師をワシントンDCに招待し、このキットの使い方や食品安全

に関する教育研修を実施しており、旅費から滞在費まで全てCFSA：Nが提供して

いる。この教育研修を開始してから今年で5年目になるが、その間、教育を受

けた教師を多く輩出している。この教育研修を受けた教師により、他の学校の教

師に対して自分が受けた教育研修を実施することで、より多くの教師に食品安全

に関する教育が広まることが期待される。その他、老齢者を対象としたプログラ

ムもあり、これに関連したビデオや冊子等を養護施設等に配布している。最近で

は妊婦を対象としたプログラムを作成し、妊婦のみならず胎児にも影響しうる食
’
品 に対して注意を喚起している。また、CDCと共同で作成した医師向けのキッ

トもあり、過去2年間に渡って最新のキットに更新している。また、患者に食

品安全に関する配布物を配り活用してもらう等の取り組みを実施している。これ

には意図的な食品テロや食品汚染等の特定に関する新規情報等も掲載している。

　2001年9，月11日の同時多発テロを踏まえ、食品テロに対しても警戒するため

食品産業界が食品に関するリスクを最小限に抑えられるよう、安全対策に関する

指針書（本）を発行して、食品製造業者、加工業者、運搬業者、輸入業者、小売

業者等を中心に安全性を確認できる手段を用意している。米国においては、いく
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つかのケースでは小さな管轄権によることもあるが、ほとんどの食品製造業者か
　　　ヌら食晶加工業者等、食晶関連業者は州によりライセンスを付与され、検査等も受

けるため、この指針書は州政府を中心に配布している。2002年公衆衛生安全保

障バイオテロリズム対策法（バイオテロ対策法）においては4つの主な規定が

ある。一番目は人間用あるいは動物用の食品製造、加工、包装業者である国内食

品工場あるいは海外の所有者や操業者は、工場及び緊急時の連絡先に関する情報

をFDAに提出し、また、その工場をFDAに登録をしなけれぱならない。推定

であるが、約402，000工場が登録される予定である。登録は郵送、FAXだけで

なくオンライン上でも可能である。工場が多数ある大企業の場合は、個々の工場

のデータなどをCD・ROMにまとめて送付することも可能である。二番目に、食

品を輸入する場合は、食品が届く前にFDAに事前にその連絡がなされる必要が

あり、その通知数は毎日25，000程度に及ぶと推定されている。三番目に、食品

製造業者、加工業者、包装業者、輸入業者等はどこから食品を受注し、どこへ食

品を発注するのか明確に特定可能な記録を用意することが義務付けられている。

四番目は行政措置として、FDAは、食品が人間ないし動物において深刻な脅威

をもたらすとの確固たる証拠がある場合、その食品を最高30日間まで留置する

権力がある。一番目と二番目は2003年12月より有効であるが、三番目と四番

目に関しては未確定である。

Q　l予算について

A：色々な機関及び民間団体と共同で実施している部分があるため、あまり予

　算的には多くないが、教育プログラムに関して言えば、90万ドル程度で、

　今年度はおそらくそれ以下になる1バイオテロに関する予算は別枠にあり、

　それはかなり多額となっている（詳しい額には触れていない）。バイオテ

　ロ対策法ができる前に、その法案について様々な地域を対象に衛星を使用

　しTVのパネルディスカッションを実施している。それらの過程はビデオ

　テープやCDに収録されているが、当該法の三番目と四番目の規定が有効

　になり次第、英語、スペイン語、フランス語の3ヶ国語に翻訳される。基

　本的には海外向けに配布される予定であり、大使館を通じて入手可能にな

　るよう準備している。

Q：様々な教育プログラムを実施しているが、それによる費用対効果又は食品

　事故数の変化等、どのように把握しているかについて

A：FDAでは基本的に3年毎に食晶事故調査を行っている。一つは約2000世

　帯を対象に無作為標本で、国内電話調査による食品事故等に関する意識等

　を過去の調査結果と比較している。もう一つは、調査資金を支給されてい

　るもので、家庭に赴き、調理方法や台所での作業等をビデオに収録し観察

148



　するものである。実際に、これら2つの調査方法から食品安全教育の実施

　による成果を特定することは非常に困難である。その理由として、色々な

　所から情報を入手できるため、どの情報又は教育により、どの行動が改善

　されたのか、それらを結びつけることが困難であるからである。最も劾果

　的又はその変化が判明する食品安全の教育方法は、大きな食品事故が発生

　することである。食品事故によりメディアがその事故・事件に注目し、ま

　た、人々もより事故に対して注意深くなるので分かりやすいのだが、実際

　問題としてはそのような事態は極力避けたいと考えている。FDAはCDC

　及びFSISと協力してFoodNetを設立し、FoodNetで国内の食品由来の疾

　病及び病原体発生や、他の食品事故、食品由来の疾病及び病原体の減少に

　おける食品安全プログラムの効果等を調査・追跡している。

Q：リスク管理及びリスク評価を技術的に分割する方法について

A：基本的にリスク管理とリスク評価を実施する人は別々1；おり、リスク管理

　を実施するリスクマネジャーが求めるものについてリスク評価を行うので、

　－双方の求めるものや意見等が食い違わないよう頻繁に連絡を取り合って作

　業を進めている。また、リスクマネジャーは数学的モデルに関しては理解

　に乏しいため、何を行っているのかについて詳細を説明する必要がある。

Q：食品事故が発生した時の：FDAの対応について

A：FDAには緊急対応チームがある。もし、CDC又はある州から食品事故発生

　の連絡を受けたら、緊急対応チームが専門家をその現場に派遣してサンプ

　ルを採取し、食品事故の原因を特定し、そこから原因食品に遡る調査を進

　める等の対応を実施している。一例として、チェダーチーズが食中毒の原

　因だと仮定した場合、事前にバイオテロ対策法により食品製造業者の登録

　が必要されているため、そこから容易に事業者を絞り込むことができるた

　め、迅速に対応可能な体制が現時点では整備されている。

Q：リスク評価について、インターネット上での公開について

A：今後共、新しいリスク評価を実施する毎にインターネット上で更新・掲載

　する。

Q1：食品事故には病原菌のほか、重金属による汚染等もあるが、最優先される

　のはどの危害か

A：現段階では、おそらくメチル水銀、アクリルアミド、マイコトキシン等に

　よる食品事故だと思われる。これに関してはガイドラインが出ているたゆ、

　最新のガイドラインが発行されれば更新される。

Q：一つのプロジェクトを担当した場合、終了するまで担当するのか

A：プロジェクトのリーダー等は、プロジェグト発足から終了まで担当するが、

　担当者によっては途中で異動する場合もあり一概には言えない。
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Q：リコールに関して、目本では企業のイメージ的な問題で、実施しなくて良

　いものまでリコールする場合があり、企業に過大な負担がかかるケースが

　あるが、米国ではそのようなケーネはあるかについて

Al食品事故の原因食品が人の生命に深く関わるような場合は、FDAが企業

　に働きかけてリコールを要請する。あまり重大でない場合でFDAから指

　示が出ていない場合は、企業イメージに確かな影響があるとしても、日本

　ほどリコールを実施せず、消費者からの影響もない。乙方、米国において

　は、食品事故の被害者がその企業を相手取って訴訟を起こし、賠償金を得

　るケースが多くある。よって企業にとっては訴訟にならないよう食品の安

　全性等には十分注意を払っていると考えられる。

Q：コーデックス委員会に参加している理由について

A：FDA及びUSDAから代表者が参加しており、少なくとも最低2人は各委

　員会に参加している。委員会の分野によって参加する代表者が若干異なる。

　法の規定という観点から言えば、法律の80％はFDAが制定し、残り20

　％をUSDAが制定しているため、必然的にFDAの方がコーデックス委員

　会に出席する回数が多い。なお、コーデックス委員会の委員長はFDAか

　ら出ている（名前は不明）。コーデックスはリスクマネジャーという傾向

　があるが、WHO／FAOはリスク評価を実施している。USDA並びにFDA
　はそのリスク評価グループのメンバーであり、ビブリオやリステリア菌、

　卵におけるサルモネラ、カンピロバクター等についてリスク評価を実施し

　ている。このグループにはカナダや目本からも研究員が来ており、ビブリ

　オに関しては日本から研究員が2名来ている。2年程前、コーデックス委

　員会では基本的には資料の収集や経済的影響、食中毒の事故数等をまとめ

　たリスクプロファイルを作成し、これを基にリスク評価が必要か否かを判

　断している。また、FDA、USDA、EPA等を含む7つの政府機関の異なる18

　部署が集まって「リスク評価コンソーシアム」が発足したが、これは主に

　食品安全や食品安全に関する規制に興味がある部署が参加している。3ヶ

　月に一度会合があり、そこで各部署の代表者が、それぞれが所有している

　情報等を交換する。このことにより、同様又は類似した食品事故等の調査

　が二重に実施されることを防ぐだけではなく、時間、資源及び調査費用等

　の浪費を防いでいる。

Q　l食品に関係している政府機関を統合するような動きについて

A：FDAでは統合しても良いと考えているが、他機関の一部は賛成していな

　いため、現在はコンソーシアムを設立して情報交換等を実施している。政

　治的な意味合いも絡んでおり、この先もおそらく単一の機関としてまとま

　ることはないと考えている。
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（5）米国食肉協会（AMI）．

（日　時）　平成16年2月11日1（水）　10：00～12：00

（場　所）　AMI（アメリカ食肉協会）会議室

（対応者）

American　Meat　Institute　（AMI）

　・James　H．Hodges（President）

　・Mark　D．Dopp
　　（Senior　Vice　Plresident，Reg耳1atory　A鉦airs＆（｝eneral　Counse1）

　・Janet　M．Riley

　　（Senior　Vice　President，Public　A価airs　anδProfbssional　Development）』

　・Dan　M皿phy（Vice　President，Public　A｛魚irs）

　・John　J．Red，di：ng㌻on（Vice　Presid，ent，International　Trade）

　・Randall　Huf五nan，Ph．D．（Vice　President，Scientific雌airs）

（意見交換内容）

　米国食肉協会（AMI）は、米国最大の食肉業界の組合で、約250社が組合員

として加入している。組合員として加盟している全社の生産量内訳は、牛肉、豚

肉で全米の95％、鶏肉で70％となっている。食肉業界の代表として様々なロ

ビー活動を実施している。

本協会では別にAMI　Fomdation、という研究財団を有しており、そこでは組合

員の会費及び会員からの寄付金により賄われる研究資金を提供し、大学等に研究

を委託している。研究は全て外部で実施されており、現在、約35の研究が行わ

れている。各研究課題の一課題あたりの研究資金は、最低2，000ドル程度で、大

規模な研究の場合15万ドル程度と様々である。研究内容は主に、リスクコミュ

ニケーション、教育等の他、安全な製品等を製造するための様々な研究、具体的

には鳥肉中の0157、リステリア菌等を中心に研究を行っている。また、研究費

の3分の2は（病原菌、操業時、環境汚染に関する）予防に使用されている。

Q：組織の人数等にっいて

A：職員は35名程度である。研究者1とついてはAMI内にはおらず、大学・研

　究所等、外部へ派遣している。また、派遣先の機関から様々な提案を頂く

　ことにより情報交換を行っている。

Q：家畜にカを入れて食品事故を予防するのは何故か

A：屠殺する時点でチェックする必要があるためである。何故なら原因はその

　前の段階にあり、この段階でのコントロールが大切だからである。

Q：カンピロバクターの研究について
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A：現在、AMIでは実施していないが興味はある。政府（USDA）では実施し

　ている．AMI以外の食肉関係の団体ではカンピロバクター、サルモネラに

　関する研究を実施している。

Q：食品事故による商品回収について、AMIでの対応について

A：会員の場合、商品回収時に相談（政府との交渉、科学的なアドバイス）をP

　実施する。直接的な支援はしていない。

Q：食品事故による商品回収について、良い事例と悪い事例について

A：一例としては、CDCと共同して、DNA検査と疫学検査を組み合わせた方

　法を研究した結果、検査精度が2～3年で改善された。その結果により、

　リステリア菌（ホットドックの事例）では、早期に原因を特定可能であっ

　た（良い）事例がある。食肉の場合、FSISで常時検査しているため、早期

　に商品回収を行う場合があるが、必ずしも良い訳ではないと考えている。

　何故ならDNA検査のみで上手くいく訳ではないと考えていることによる。

Q：政府との連携（パートナーシップ）について

A：FSISとAMIとの立場は変わらない。連携は当然必要である。また、FSIS

　はAMIに良く意見を聞いている。場合によってはAMI側から先手を打っ

　て意見を提案する場合がある。

Q：食品事故時の商品回収の米国での考え方について

A：会員は商品回収に気を使っている。昔は大事故の場合のみ回収を実施して

　いた。また、米国では急落した売り上げは必ず戻づて来るが、リコール実

　施にあたっては企業イメージの低下を考慮する必要がある。AMIでは食品

　安全にはカを入れている。

Q：リコールの考え方及び経済的な援助の有無について

A：科学的な検証が重要であり、リコールをできるだけ少なくするのが大切で

　ある。米国では95％の人がBSEについて知識があり、かつ政府に対する

　信頼が高い。また、情報に透明性を持たせていることも重要である。商品

　回収についても必ず発表されるため（消費者に）免疫がある。さらに業界

　が正確に対応しているのも重要である。

　その他、AMIでは直接、研究及び検査は実施しておらず、検査はFSIS及びFDA

で実施している旨の説明があった。トレーサビリティについては、各段階で実施

しているとの説明があったが、現在、我が国で実施しているトレーサビリティと

同一ではなく、この点については引き続き改良の余地がある旨の説明があった。
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（6〉全国食品加工業協会（NFPA）

（日　時）　平成16年2月11日1（水）　14：00～・16：30

（場　所）　NF：PA（全国加工食品業協会）会議室

　　　　　NFPA内研究施設（施設見学）
（対応者）

　Nationa1’Food　Processors　Association（NFPA）

　・Richard．N．Jarman（Vice　Presi4ent，：Food　and　Envtronmental　Policy，

　　RegulatoryA伍airs）

　・Je蚤ey　T．Barach，Ph．D．（Vice　President，SpeciaLProjects，Regμ1atory

　　A懸airs）

　・Peggy　S．Rochette（Se耳io：r　Director，Intemational　Policy）

　・Jupiter　M．Yeung，Ph．D．（Principal　Scientist，Center　fbr　the　Development　of

　　Reseach　Policy　and．New　Technoloies（CDRPNT）〉

　（意見交換内容）

　全国加工食品業協会（NFPA）は、1907年に缶詰協会として発足した、、米国

の加工食品業界では最大の業界組合組織であり、行政に対しても大きな発言権を

有している。

　事務所は4ヶ所あり、その内訳はワシントンDCのほか、ダブリン、シアトル、

最近はタイ国のバンコクに事務所を開いている。バンコク以外の事務所には研究

1施設が設置されている。また、人員は全部で160名程度で、内28名が科学者で

ある。科学者は、最近問題になっている食品安全及び加工に関する研究を取り上

げ実施している。

　業務内容としては、業界内の教育のほか、会員に対し、業界の情報源として様

々な事業を提供している。その中でも重要な仕事として、行政との接点を生かし

て、行政に対する様々な業務を実施している。具体的には、会員に対し科学的な

サービスを提供し、特に食品安全情報を伝える。また、業界全体及び個々の企業

の問題についても扱っている。広い意味では国内外の食品安全、環境、加工、表

示（HACCPを含む）に関する事業を行っている。HACCPについては、1現在、

ジュースの微生物について様々な研究及び対応を実施している旨の説明があっ
た。

Q：（研究等について）どのような優先順位を置いているかについて・

A：BSE、鳥インフルエンザ、リステリァ等を優先している。研究課胆は、会

　員からの要請に応じて、会員がその重要度を決定した上で実施している。

　また、EUと共にコーデックスについて意見交換を行っている。ちなみに
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　　（先方の参加者である）Je飾ey　T．『Barach，Ph．D．はコーデックス委員会の

　メンバーである。

Q：リスク分析のタスクフォースー（作業部会）について

A：食品安全が一番の問題である。施設も保護する必要がある。会員に対し指

　導を行っている。農薬、添加物については目本でも問題になっているが、

　これにっいても行っている。

Q：NFPAの資金について
A　l会員がしっかりしているので特に問題はない。NFPAにも米国食肉協会

　　（AMI）と同様、N：FPA　Foundationという科学研究財団を有しており、そ

　の研究費はメンバーの会費及び会員からの寄付金により運営されている。

　NFPAの大きな特徴の一つとして、製品回収及び消費者からの苦情に対し

　て、会員に手助けをしていることである。具体的には、分析業務及び弁護

　士による相談等、会員（企業）の損失をいかに少なくするかについて努力

　’している。また、年間3，000件の苦情に関する分析依頼にも対応している。

　その他、リスク評価に関する説明があり、一連の意見交換が終了した後、NFPA

の施設見学を行った。
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（7）米国農務省（USDA）東部研究センター（ERRC〉

（目、時〉　，平成16年2月12日（木）　9：00～15100

（場・所）　USDA・：ERRC（米国農務省東部研究センター）会議室

　　　　　ERRC内研究施設（施設見学）
（対応者〉

United　States　Department　ofAgric母ture，Agricult1皿al　Research　Service

　（USDA・ARS）

Eastem　Regional　Research　Center（ERRC）　　　　　　　・’

　・Shu・I　Tu，：Ph．D．（Research　Lead．er，M：icrobial　Biophysics＆Resid皿e

　　Chemistry）　

　・Andrew　G．Gehring，Ph．D、（Research　Chemistl　Microbial　Biophysics＆

　　Residue　Chemistry　Research　Unit）

　・George　C．Paoli，PhD，（Microbiologist，Microbial　Biophysics＆Residue

　　Chemistry　Research　Unit）

　・Vijay　K　Juneja，Ph。D。（Acting　Research　Leader，：Foqd　Safbty　Intervention

　　Technologies　Research　Unit

　・Mich，ael　Iくozempe1（Chemical　Engineer災D＆iry　Processing　and　Products

　　Researc：h　Unit）

　・W皿iam　F．Fett，Ph．D．（Rese皐rch　Microbiologist，：Food　Safbty　Intervention

　　Tec五nologies〉

　・Dike　O．Ukuku，Ph．D．（Research　Microbiologist，Food　S＆fbty　Intervention

　　Technologies）

　・Pina　M．Fratamico，Ph．D．（Microbiologist　l　Lead　Scientist，MicrobiaユFood

　　Safbty　Research　Unit〉

　・Mark　L．Tamplin，Ph．D．（Microbiologist！Lead　Scientist，Microbial　Food

　　Safbty　Research　Unit）

　・Gary　P．Richards，Ph．D．（Microbiologist，Mic：robial　Food．Safbty　Research

　　Unit）

　・Da皿el　Bayles，Ph．D．．（Microbiologist，Microbial　Food　Safbty　Research　Unit）

（意見交換内容）

　米国農務省東部農業研究所（USDA・ERRC）には説明者（Shu・I　Tu，Ph．D．）の

他、もう1名のリサーチリーダーが所属している。組織及び業務内容について

の概要は以下のとおりである。

　ERRCの目的は、社会に研究成果を還元するのが一番の目的である。このた

め、－研究内容は応用研究中心となっている。全米に8ヶ所の研究所炉あり（エ
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リア別）、米国全体では100ヶ所以上の研究施設を有する。ERRCは農務省の農

業研究局（ARS〉傘下の機関であり、ARSは全体で年間1，000万ドルの研究費

を使用している。ERRCの施設は1939年に完成したが、老朽化のためア部改装

中である。研究内容については、最近は食品安全に関係する研究が増加している。

また、農業や食品加工に関係する研究も実施している己他にはUSDAで唯一、

革の研究を行っている（現在の技術では色落ちしない革製品を作ることが不可能

なためとのこと）。また、乳酸が含まれていない牛乳等、加工処理に関する研究

を実施しているのはERRCのみである。その他、農作物から燃料を作る、（バイ

オマス）等は全米で様々な研究がなされている。コレステローヅレを下げるコーン

油の研究、食品の放射線照射の研究等、健康で楽しい食事（食品）を提供するこ

とがERRCの最終目的である。

　施設見学の後、以下の研究成果について各研究者より説明を受けた。

○病原菌を発見するためのバイオセンサーの製法

　（Andrew　G．Gehring，Ph．D．1George　C．Paoli，Ph．D．）

　　：E・coliO157等を検出するためのバイオセンサーの開発等に関する説明

O食品安全のインターベンション技術（VijayK．Jmeja，Ph．D．）

○病原菌を制御するためのインターベンション（診察）

　（Michael　Kozem血ellWilli段m：F．Fett，Ph．D．！Dike　O．Ukuku，PhD．）

○微生物の食品安全（PinaM．Fratamico，Ph．D．）

○微生物学的予測（細菌ゲノミクス、プロテオミクス、病原菌検出）

　（Mark　L．Tamphn，Ph．D．1Gary　P．Richards，：Ph．D．／Darrell　B＆yles，Ph．D．）

（注）ゲノミクス：ゲノムの構造や機能を解析すること

　　　プロテオミクス：プロテオームの構造と機能に関する大規模研究の総称

Q　l食品の放射線照射について、米国では20年以上研究しているにもかかわ

　らず研究を続けている理由について

A　l新しい食品、特に品質・フレーバー・毒性に関する研究が不足している現

　状からである。また、照射によるDNAへの変化、他の殺菌方法との整合

　性についても研究する必要がある。

Q：食品事敢（危害）発生時の対応について

A：CDCが中心になって対応する。ERRCのような研究所が対応するケース

　はほとんどない。過去には、微生物のサンプル提供、中国産の貝類等につ

　いて連携した事例はある。また、バイオテロ対策法対応の場合は、専門家

　毎に対応する体制となっている。
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（8）国立食品安全技術センター（NCFST）

（日　時）　平成16年2月13日（金）　9：15～13：30

（場　所）　NCFST（全国食品安全技術センター）会議室

　　　　　NCFST内研究施設・（施設見学）

（対応者）

　Natioロ，al　Center　fbr　Food　Safbty　and　Technology（NCFST）

　・Pete：r　Slad．e，Ph．D．（Research　Director）

　・’Sadhana　R段vishankar，Ph．D．（Research　Assistant　Profbssor）

　・Ravishankar，Ph．D．（FResearch　Assistant　Prof6ssor）・

　・Tatiana　N．Koutc五ma，Ph．D．（Research　Assistant　Profbssor）

　・C．Sizer，Ph．D．（Researc：h　Assistant　Profbssor）

　・David　J．Armstrong，Ph．D．（Research　Director　FDA・CFSAN／NCFST）

　・Matt　Botos（Director，ICFST）

　・Dr．Wasan（1皿Vice　President，IntemationalA懸atrs　Interim　Director）

　・Carolyn　Speakmanl　M．S．（Manager，：Library＆Infbrmation　Services）

　・Peter　J．Slade，Ph．D．（Associate　Profbssor，Director　ofResearch）

　・SamuelA．Palumbo，：P五．D．（Food　Micrqbiologist）

　（意見交換内容）

　全国食品安全技術センター（NCFST）は、現在の場所に移転（1987．1）する

前は、FDA－CFSAN内に研究所が設置されていた。初期の資金はFDAから提供

されていた関係で産学官連携を実施しており、現在は主にFDA、イリノイ工科

大学工学科、民間企業との共同研究を行っている。．また、NCFSTが米国で一番

最初に食品安全に関する産学官連携（リサーチ、トレーニング、コミュニケーシ

ョン等を実施）を開始した旨の紹介があった。現在実施している研究分野は、微

生物・包装・製造・HACCPが主で、全て食品安全に関する分野となっている。

研究内容は、基礎研究は一切実施しておらず、全て規制に関係するもの、すなわ

ち応用研究のみである。また、民問企業については、資金（プロジェクト毎に8，000

ドル程度）を提供すれば会員になることができると共に研究者を送り込むことも

可能である。会員外の企業でも資金を提供すれば研究を実施することが可能であ

る。行政の影響を受けずに中立の立場から研究を行うため、現在の所在地は政府

（ワシントンDC）から離れた場所にあり、企業と協力して事業を実施している。

また、NFPA（全国加工食品業協会）と密接な関係があ、る（但し、ロビー活動は

できない〉。過去の研究成果としては且RP（高圧加工食品）、アルファルファ（こ．

．の研究成果により食中毒事件が、2年で1件に減少）、マグネティックサーモメト

リー等がある。
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　組織概要説明後、以下の研究成果について各研究者より説明を受けた。、

○包装等にっいて（Sadhana　Ravishankar，Ph．D．）

　　γ線、X線、電子ビーム等を食品の殺菌に利用する方法等について説明。関

　連法令等は連邦規則21CFR　Part179に記載されている。

○バイオセンサーによるリステリア菌の検出方法（Ravis：hank＆r，Ph．D．）

　　フィンガープリント法をリステリア菌の検出技術に応用する方法等について

　説明。

○新しい食品保存技術への挑戦（Ta七iana　N．Koutchma，Ph．D．）

　　関連法令（連邦規則21CFR　Part179．39）について説明。米国ではジュース

　ヘのUV照射は認められており、試験ではアップルタイザー中の大腸菌の殺菌

　方法等の解説があった。他には殻付き卵中のマイクロウエーブによる殺菌方法

　の解説があり、これにはNCFST内の実験用大型オートクレーブ（17L容、米

　国内では1台のみとのこと）を用いている。

○マグネティックサーモメトリーを用いた無菌製法の検証（C．Sizer，Ph．D．）

　　マグネティックサーモメトリーを食品の製造工程で殺菌のために利用する方

　法等について説明。

O　FDAとNCFSTとの関係について（DavidJ．Amstrong，Ph．D．）

　　バイオテロ法については50％以上の時間を割いており、既にFDA・CFSAN

　のホームページに掲載している。特に包装に関するFDAの研究はNCFSTで

　行っている。また、レベル3の実験室を作る計画を立てており、そこでは、

　どのような毒素でも検出可能な方法を開発する目的で、ボツリヌス菌の毒素検

　出方法を開発する。なお、1990年以降のボツリヌス菌及びアレルギー物質、

　その他のデータについてはNCFSTのホームページに掲載されている。

　その他、現在、日本の企業でNCFSTに対し、包装・ピンホールの研究につい

て研究の申し出がある旨の説明があった。また、NCFSTにはアソシエートメン

バーシップ（2，000ドル／年）という制度（但し、通常のメンバーと異なり投票

権がない）がある旨の説明があった。

　一連の意見交換が終了した後、NCFSTの施設見学を行った。
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皿　まとめ

　各国の食品安全確保に関する取り組みについて理解することは、我が国の食品

安全確保の仕組みを考える上で必要不可欠であり、極めて重要であることから、

食品の安全性確保の体制が整備され、機能しているとされる米国の食品危機管理

体制及び食品事故発生時の対処事例に係る調査を実施した。

　米国の食品安全制度は、科学的視点に基づいて制定された連邦法及び州法によ

り支えられ、実施されているが、従来から食品安全確保に関する政府の食品危機管

理体制について、実施組織間の相互建携の欠如、予算配分及び省庁問権限について

の整合性の欠如等の問題点が指摘されていた。，

　この状況を踏まえて、食品の安全性に関する大統領諮問委員会の設置（1998年）、

現行の連邦政府の組織のあり方及び従来の規則の見直し等による食品行政の一元

化の提言（2001年）がなされ、その後の政権交代及び2001年9月の同時多発テロ

以降の一連の事件を契機に、米国では食品安全確保に一層注目が集まることとなっ

た。その結果、国土安全保障省の新設による動植物の輸入検疫を含む国境での監視

の統一・強化、バイオテロ対策法による食品施設の登録・輸入の際の事前通知等の

義務付け等が実施され現在に至っている。

　しかし、現在進められている米国政府の食品安全確保に向けた一連の取り組みは、

HACCP及び自然あるいは過失等により発生する食中毒対策等、従来より実施され

ていた食品危害に対する安全対策（fbod　safb㌻y）とは一部関連しているものゐ、概‘

念が全く異なる食品安全保障（｛bod　security）を中心とした制度の強化が進められ

ている状況である。

　本調査を通じて、米国の食品安全に関係する各行政部局は、科学的な基礎に基

づいて業務を実施している上に、関係する科学及び行政の情報は全て開示され、

情報公開が定着している印象であった。このような透明性が、消費者の食品安全

での信頼度の高さにつながっているのではないかと感じられる。

　さらに、近年、行政主導で消費者及び業界とのパートナーシップを組むことを

積極的に推進する動きがあり、国内外の農家、食品製造業者、食品加工業者及び

消費者を対象とした各種の教育プログラム等を用意・実施する等、様々な食品安

全に係る取り組みがなされている。これらの取り組みが図式どおり双方で受け取

られているとは限らないが、各政府機関が一連の努力を行っている効果は見受け

られる。米国の食品業界は、行政を規制する側と捉えているが、同時に各業界団’

体は、行政が打ち出す各種規制に対し意見及び提案を積極的に提示している。

　一方、米国では現在でも食品媒介の疾病、毒性化学物質等による食品事故が多

発しており、従来から指摘されている食品安全確保に関する組織的、制度的な問
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･ DHHS (Department of Health and Human Services) : http://www.hhs.gov/ 

･ FDA ( Food and Drug Administration) : http ://www.fda.gov/ 

･ CDC (Centers for Disease Control and Prevention) : http://www.cdc.gov/ 

･ USDA (U.S. Department of Agriculture) : http://www.usda.gov/ 

･ FSIS (Food Safety and Inspection Service) : http://www.fsis.usda.gov/ 

･ APHIS (Animal and Plant Health Inspection Service) : 

http ://www . aphis .usda.gov/ 

･ ARS (Agricultural Research Service) : http ://www.ars.usda.gov/ 

･ EPA (Environmental Protection Agency) : http ://www.epa.gov/ 

･ U.S. Codex : http ://www.fsis.usda.gov/OA/codex/index.htnl 

･ NFPA (National Food Processors Association) : http ://www.nipa'food.org/ 

･ AMI (American Meat Institute) : http ://www.meatami.com/ 

･ Food Safety Gateway ( Gateway to Government Food Safety Information) : 

htt p ://wws~.foodsafety.gov/ 

･ JIFSAN (Joint Institute for Food Safety and Applied Nutrition) : 

r Food Safety Risk Analysis ClearinghouseJ 

( htt p ://www.foodriskclearinghouse .umd.edu/) 

･ FDA : r The Bioterrorism Act of 2002J 

( http ://wvrw.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.htmD 

･ FDA : rBovine Spongiform Encephalopathy (BSE) J 

( htt p ://www .fda. gov/oc/op acom/hotto p ics/bse.html ) 

･ FSIS : r Food Safety Education and Consumer InformationJ 

( htt p ://www.fsis .usda.gov/OA/consedu.htm) 

･ FSIS : rFact SheetsJ (http://www.fsis.usda.gov/Fact_Sheets/index.asp) 

･ FDA : rFDA FOOD CODEJ (http://www.cfsan.fda.gov/-dms/foodcode.htmD 

･ EPA : rpesticidesJ (http://www.epa.gov/pesticides/) 

･ FDA : r National Food Safety ProgramsJ 

(http ://vm.cfsan.fda.gov/-dms/fs-toc.htmD 
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・OECD（Transmittal　Letter　to　Organization　fbr　Eco尊omic　Coopera．tiqn　and

Development）Ad　Hoc　Group　on　FooαSaf6ty：「the　Compendium　of　National

Food　Sε曲ty　andActivities」

・米国食肉輸出連合会（USMEF）：「AmericanMeatSafbtyGuidebook」

　（http：〃www．americanmeatjp／publications！boo：kっ09．html）

・De＆n　O．Cliver，壬｛段ns　P．Riemann，H＆ns　Riemann；Food　Scien6e　and

Technology　Intemationa1：「Foodbome　Diseases（2nd　Edition）」

・JETRO（日本貿易振興機構）：「米国における食品の安全性確保の取組み」1

・一色賢司、豊田正武、西島基弘ほか「食品の安全性評価と確認」

・（社）日本缶詰協会、FDA情報No．62（2003．9）　「米国バイオテロ対策規則に

ついて」

・Donald　Nordeng、丸山豊、山下弘太郎「米国統一オーガニック基準実務解説
書」

・CDC　l「Achievements　in　Public　Health．，1900・1999：Safbr　and　Healthier

Foodsj（MMWRWeekly　October15，1999！48（40）1905－913）

　（http：〃www．cdc．govlmmwr／preview／mmwrhtmllmm4840a1』ht血）

・FDA　l「FDA　Recall　Policies」（http：〃vm．c五san．fda．govノ～1rd／recal2．htm1）

・農林水産政策情報センター：「米国における食品安全性リスクコミュニケーシ

ョンの実施状況に関する調査報告」

・農林水産政策情報センター：「米国食品医薬品局におけるリスクアナリシスの

枠組み内におけるリスクアセスメント」

・農林水産政策情報センター：「栄国農務省2002－2007年度戦略計画」

・USDA：「USDA　Strategic　Plan　fbr　FY2002・2007」

　（http：〃www．usαa．gov／ocfb／u＄d．asplusdasp．htm）

　　　　　　　　　ノ・『CDC：「Food，borne・disease　outb：reaks　reported　to　CDC

　　　　（January1，1990through　MεΨch15，2002）」

　（http：〃www．cdc，gov！fbodbomeoutbreaksloutbreak＿satistic評cdc．」reported．htm）

・FDA：「FightBAC！SUMMER　TI：PS」（http：〃www．fightb＆c．org！main．cf血）

・FDA：「Foodbome　Pathogenic　Microorganisms　an（1Natural　Toxins　Handbook

the”Bad　Bug　Book”」（http：〃www．c角anマfda．gov／～mow！intro．htm1）
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鷹　米国の主要食晶安全法律一覧

　連邦法律集のコード形式（The　United　Stated　Code　Serviceの文献番号）は、

タイトル番号一U．S．C．一セクション番号となっており、例として、21U．S．C．301

と引用されていた場合、U．S．C．Title21Chapter9，Section（§）301（連邦法律

集第21編第9章第301条）を意味する。

O　U．S．C．Title21Chapter9

　（連邦法律集第21編第9章、連邦食品医薬品化粧品法）

　（FFDCA：Federal　Foo（1，Drug　and　Cosmetic　Act）

第9章　第1節一簡略書名

　§301　簡略書名

第9章第H節一定義
　§321　一般的な定義

　§321a　「バター」の定義

　§321b　「パッケージ」の定義

　§321c脱脂粉乳、「牛乳」の定義

第9章　第IV節一食品

　§341　食品の定義と基準

　§342　粗悪食品

　§343　不当表示食品

　§343．1全国統一栄養表示

　§343．2　健康補助食品のラベル表示免除

　§343．3　開示

　§344　緊急許可制限

　§345　免除を定める規則

　§346　食品における有毒又は有害な物質の最大許容量とその規制

　§346a　残留農薬の最大許容量と免除

§346b　予算配分の権限

§347　着色オレオマーガリンの州際販売

§347a　オレオマーガリンの販売に関する議会の方針声明

§347b　州法の違反

§348　食品添加物
§349　瓶詰め飲料水の基準及び連邦官報での公示』
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§350
§350a

§350b

ビタミンとミネラル

乳児用調合乳

新食品成分

O　U．S．C．Title21Chapter10

　（連邦法律集第21編第10章、連邦家禽製品検査法）

　（PPIA：Poultry　Products　Inspection　Act）

第10章一家禽及び家禽製品の検査

§451
§452
§453
§454
§455
§456
§457
§458
§459
§460
§461
§462
§463
§464
§465
§466
§467
§467a

§467b

§467c

§467d

§467e

議会の認定事実

議会の政策

定義

州の家禽製品検査制度の開発及び運営における連邦と州の協力

公的事業所における検査

施設及び設備の運営

表示及び容器の基準

禁止行為

全ての事業所による遵守

規制を受ける各種活動

違反と罰則

違反の報告、通知、意見表明の機会

諸規則

免除

家禽製品その他の材料を公的事業所に持ち込む際の制限

輸入

検査サービス

行政留置、期間、司法手続きの係属、政府機関の通知、解除、

公的表示の削除

差し押さえ及び廃棄
強制、差し止めその他の事件についての連邦裁判所の管轄権、

制限、原告としてのアメリカ合衆国、召喚状

行政ど強制、罰則の適用可能性、調査の実施、裁判所の権限と

管轄権

連邦規制事項に関する連邦外の管轄権、検査サービス事業所

並びに表示、包装及び成分に関する追加的要件又は異なる要件の

禁止、記録及び関連要件、粗悪品や不当表示品及び輸入品の食用
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　　　流通に関する並行的管轄権、その他

§467f連邦食品医薬品化粧品法の適用

§468　検査費用、残業

§469　支出の承認

§471　安全食肉家禽検査委員会

O　U．S．C．Title21Chapter12

　（連邦法律集第21編第12章、連邦食肉検査法）

　（FMIA：Federal　Meat　Inspection　Act）

第12章
　§601

　§602

　§603

　§604

　§605

§606
§607
§608

§609
§610
§611
§612
§613
§614
§615
§616
§617
§618
§619

§620
§621
§622

第1節一検査要件、粗悪化と不当表示

定義

議会の認定事実

食肉及び食肉製品の検査

屠殺体の死後検査及び表示、屠殺体の廃棄、再検査

屠殺場又は梱包場に持ち込まれた屠殺体、そこを出入りする

食肉製晶の検査、持ち込み条件

食肉食品の監察官、検査表示、製品の廃棄、輸出品

表示及び容器の要件

屠殺場及び梱包場の衛生検査及び規制、粗悪な食肉及び

食肉製品の拒絶

夜間に屠殺され調製された動物及びその製品の検査

禁止行為

意匠、表示及び証明、模造

輸出用動物の検査

輸出用動物の監察官、状態の証明

監察官の証明がない場合の輸出用動物運搬船への持ち込み禁止

輸出食肉用屠殺体の検査

輸出食肉用屠殺体の監察官、状態の証明

監察官の証明がない場合の輸出用食肉運搬船への持ち込み禁止

監察官の証明の交付及び謄本

原料としての動物の種類を示す表示その他の同定方法、調製

及び屠殺を行う個別の事業所

輸入

定められた検査を行う監察官、任命、任務、規則

監察官その他の官吏に対する贈賄及び収賄
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　§623

　§624

第12章
　§641

§642
§643
§644

§645

第12章
　§661

第12章
　§671

§672
§673
§674

§675
§676
§677

§678

§679
§679a

§680
第12章
　§692

　§693

　§694

検査要件の免除

　保管・取り扱い規則、違反、・連邦の管轄を受けない事業所の免除

第互節一食肉加工業者及び関連産業

人の食用としない品目についての第1節の検査禁止、通商に

おける流通前の改質その他の同定、非食用品目

記録要件

事業、人名及び商号の登録

人の食用としての使用を防止するための4・D動物の取引、輸送

又は輸入の規制F

地方的性格の州又は領土の事業取引で地方当局に服さないもの

に対する連邦の規定の適用

第皿節一連邦と州の協力

連邦と州の協力

第IV節一補助的条項

検査サービス、拒絶又は撤回、聴聞、一定の罪に基づく事業

不適格性、サービスの撤回についての他の規定、事業の責任関係、

長官の措置の終局性、司法審査、記録

行政留置、期間、司法手続きの係属、政府機関の通知、解除

差し押さえ及び廃棄

強制、差し止めその他の事件における連邦裁判所の管轄権、

本巻§607eの制限

一定の人への暴行、抵抗又は妨害、殺人、係る人の保護

、違反

本章の運営及び強制のため適用される他の連邦法、調査場所、

連邦裁判所の管轄権

連邦規制事項の連邦外管轄権、検査を受ける事業所並びに

表示、包装及び成分に関する追加的又は異なる要件の禁止、

記録及び関連要件、粗悪又は不当表示品及び輸入品の人の食用

としての配分に関する並行的管轄権、その他

連邦食品医薬品化粧品法の適用

安全食肉家禽検査委員会

予算の承認

第V節一雑則

トナカイの検査

輸出用乳製品の検査

予算の承認
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§695　食肉検査サービスの費用支払い、例外

O　U．S．C．Title21Chapter15

　（連邦法律集第21編第15章、連邦卵製品検査法）

　（EPIA：Egg　Products　Inspection　Act）

第15章一卵製品の検査

§1031

§1032

§1033

§1034

§1035

§1036

§1037

§1038

§1039

§1040

§1041

§1042

§1043

§1044

§1045

§1046

§1047

§1048

§1049・

§1050

§1051

§1052

§1053

§1054

議会の認定事実

議会の政策

定義

卵製品の検査

公的事業所における衛生業務

公的事業所における卵製品の低温殺菌及び表示

禁止行為

州その他の政府機関との協力、職員の活用、払い戻し

人の食用としない卵及び卵製品、検査、改質その他の特定

記録要件、記録保持すべき人、開示の範囲、記録の閲覧

強制規定

刑事手続き開始のためのアメリカ合衆国検察官への違反告発、

手続き、意見の表明

規則、運用及び強制

特定の活動の免除

公的事業所への卵、卵製品その他材料の持ち込み制限

輸入

検査サービスの拒絶又は撤回、聴聞、，根拠、事業と責任関係に

あるとみなされる人、長官の命令の終局性、司法審査、サービネ

の拒否に関する影響を受けない他の規定

違反品目の行政留置、期問、解除、公的表示の削除

差し押さえ及び廃棄の手続き

地方裁判所の管轄権、強制及び差し止め手続きにおける原告

としてのアメリカ合衆国、証人召喚状・

本章の運用及び強制に適用される他の連邦法、調査の実施、

管轄権の行使

州文は地方の規則

検査・管理費用

議会の委員会に対する年次報告
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§1055

§1056

予算の承認

無効条項の扱い

第19章一農薬監視の改善

　§1401　農薬の監視と規制の情報

　§1402　外国農薬情報

　§1043　農薬分析方法

O　U．S．C．Title7C五apter125

　（連邦法律集第7編第125章、』連邦殺虫剤殺菌剤殺鼠剤法）
　（FIFRA：Federal　Insecticid．e，Fungicide　and　R6denticide　Act）

第12i章一
第125章

　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

（先行条項）

略称及び目次

定義

農薬の登録

登録農薬の再登録

実験用の使用許可

行政審査及び中断

製造施設の登録

帳簿及び記録

製造施設の検査等

企業機密及びその他の情報の保護

制限使用に分類される農薬の使用；利用者

不法行為

販売停止、使用停止、移動停止及び差し押さえ

罰則規定

補償－

行政手続き；司法審査

輸入及び輸出

連邦機関及び州機関の免除、

保管、処理、運搬及び回収

研究調査及び監視

意見募集、公聴会の通知

委任及び協力
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§23

§24

§25

§26

§27

§28

§29

§30

§31

§32

§33

§34

§35

州の協力、助成及び研修

州の持つ権限

行政官の持つ権限

州の第一次執行責任

農薬の使用に関する州規制を州が確実に執行しない場合

有害小動物の特定1農務省のプログラムとの連携

年次報告

保守利用者及び保守技術員の研修に関する最低限の要件

環境保護庁による小規模使用プログラム

農務省による小規模使用プログラム

農薬登録業務料金

分離取り扱い

充当の権限
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